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〈
略
語
〉
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稿
に
お
け
る
略
語
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
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D
A
一
虫
色
円
一
三
〉

2
2
5
M
¥
地
方
検
事
な
い
し
は
地
区
検
察
官
。

A
G
一
〉

gvg巾
可

(ugq丘
、
法
務
総
裁
、
連
邦
に
お
い
て
は
司
法
長
官
。

J
P
一
宮
在
日
。
ご
宮
司

g
B、
治
安
判
事
。
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〈地図1>

(under the charter of 1662 and 1663) 

コネチカットへの勅許状(1662年)、ロードアイランドへの勅許状(1663

年)発付時のハドソン河、コネチカット河周辺のコロニー

匡ヨオランダの領地 (NewNether1and) 
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〈地図2>
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(Duke of Y ork 1664) 

イギリスと New Netherland征服 (1664年)時のコロニーと、 Duke's

Lawの管轄(斜線内)
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〈地図3>
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(under William Penn's charter of 1681) 

研究ノート

ペンシルパニアへの勅許状発給(1681年)の頃のデラウェア河周辺のコ
ロニー

. オランダのコロニー

北法39(4・74)902



序
論

本
稿
は
拙
稿
『
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
二

O
世
紀
に
お
け

る
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
』
に
続
く
「
ア
メ
リ
カ
検
察
官
」
研

究
の
一
貫
と
し
て
、
こ
れ
を
歴
史
的
な
視
座
か
ら
眺
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

合衆国検察官制度成立史序説

前
稿
に
あ
っ
て
は
、
主
に
観
念
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
検
察
官
制
度
の
成
立

過
程
を
描
写
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
学
説
の
分
類
と
そ
の
分
析
、

そ
し
て
制
度
に
内
在
す
る
「
訴
追
理
念
」
な
い
し
「
原
理
」
を
解
明
す
る

作
業
を
行
い
た
い
。
既
に
概
念
上
の
合
衆
国
の
検
察
官
像
を
め
ぐ
っ
て
は
、

当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
考
察
方
法
か
ら
、
「
行
政
官
」
と
し
て
の
検

察
官
に
つ
い
て
「
擁
護
者
」
論
を
妥
当
な
概
念
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
か
か
る
行
政
官
と
し
て
の
地
位
論
お
よ
び
「
擁

護
者
」
論
に
至
る
歴
史
的
な
脈
絡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
背

後
に
あ
る
理
念
、
「
公
衆
訴
追
主
義
」
の
成
立
と
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

2
そ
し
て
前
稿
同
様
に
、
我
々
の
問
題
意
識
を
、
我
が
法
に
お
け
る

デ
ュ

l
-
プ
ロ
セ
ス
、
当
事
者
主
義
、
弾
劾
主
義
と
い
っ
た
基
本
原
理
の

実
現
を
我
が
法
の
制
度
上
い
か
に
担
保
し
う
る
の
か
、
と
い
う
点
に
置
い

て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
刑
事
司
法
制
度
に
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る

検
察
官
制
度
が
、
戦
前
か
ら
の
一
貫
し
た
官
吏
訴
追
、
国
家
訴
追
主
義
の

担
い
手
と
し
て
新
刑
訴
法
下
に
お
い
て
も
尚
「
検
察
キ
ン
グ
ダ
ム
」
と
評

さ
れ
る
如
く
に
君
臨
す
る
実
態
を
覚
え
る
際
に
、
右
基
本
原
理
を
実
効
せ

し
む
る
に
足
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
と
き
一
回
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
、
戦
後
多
く
の
研
究
者
の
手
に
よ
っ
て
為
さ
れ

て
き
た
我
が
刑
事
訴
訟
法
の
一
大
転
換
を
と
ら
え
た
「
何
が
変
わ
っ
た
の

か
L

と
い
う
新
刑
訴
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
分
析
に
加
え
て
、
一
史
に
「
何

を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
新
刑
訴
法
に
我
々
が
付
す
べ

き
内
実
を
求
め
る
作
業
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

勿
論
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
達
の
導
い
て
こ
ら
れ
た
我
が
法
の
基
本
原

理
を
実
現
す
る
に
相
応
し
い
内
容
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

3

検
察
官
論
を
め
ぐ
る
学
界
の
所
論
を
見
る
時
、
か
か
る
息
吹
を
感

じ
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
従
来
の
機
能
論
的
な

「
検
察
官
論
」
か
ら
一
歩
進
ん
だ
「
客
観
義
務
論
」
、
「
準
司
法
官
論
」
、

更
に
制
度
的
視
座
、
理
念
的
視
座
を
含
む
「
私
人
訴
追
主
義
L

の
主
張
や
、

「
市
民
の
代
理
人
」
論
等
々
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
、
基

本
的
に
は
学
界
の
主
流
を
占
め
る
に
至
っ
た
「
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
」
原

理
、
弾
劾
主
義
構
造
の
方
向
を
踏
ま
え
て
は
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
ご
と

北法39(4・75)903
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く
「
分
析
」
か
ら
「
内
実
」
を
保
障
さ
せ
よ
う
と
現
行
法
制
を
批
判
的
に

考
察
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
も
ま
た
、
合
衆
国
検
察
官
制
度
を
取
上
げ
る
時
、
合
衆
国
と
臼
本

と
の
相
違
や
断
絶
の
み
を
結
論
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
寸
擁
護
者
」
論
に

み
ら
れ
た
検
察
官
の
概
念
化
と
同
様
に
、
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
っ

た
上
で
問
題
の
解
決
に
当
た
る
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
を
学
ぶ
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

前
稿
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い

る
。
本
稿
に
お
い
て
学
ぶ
所
の
多
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
社
会
科
学
調
査
局

の
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
で
あ
る
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
は
、
歴
史
的
状

況
の
な
か
か
ら
法
制
度
と
そ
の
選
択
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く

に
際
し
て
、
法
史
学
者
フ
リ
ー
ド
マ
ン
教
授
の
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。

法
の
歴
史
は
、
常
に
重
要
な
部
分
が
新
し
い
も
の
で
あ
り
変
遷
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
形
式
が
機
能
に
従
い
、
機
能
が
形
式
に
従
う
も

の
で
な
い
と
我
々
が
仮
定
す
る
時
に
の
み
、
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

法
の
歴
史
は
化
石
の
調
査
で
は
な
い
|
|
そ
う
あ
る
べ
き
で
は
な

い

l
l
の
だ
。
つ
ま
り
社
会
の
発
展
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
時
代

を
通
じ
て
(
門
官
c
z
m
z
z
g
o
)
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
溢
れ
た
言
葉
は
、
発
達
の
過
程
に
分
析
の
対
象

を
求
め
よ
う
と
し
た
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ

4 

ぅ
。
我
々
は
先
に
述
べ
ら
れ
た
問
題
意
識
か
ら
、
日
本
法
へ
の
提
言
の
為

に
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
制
度
の
歴
史
的
沿
革
を
辿
る
。
そ
こ
で
の
制
度
を

理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
言
葉
が
意
味
す
る
ご
と
く
、
形
式
(
名

称
や
地
位
)
に
隠
さ
れ
た
機
能
を
探
り
、
歴
史
的
背
景
を
多
角
的
に
分
析

す
る
こ
と
を
心
掛
け
た
い
。

北法39(4・76)904

1 

拙
稿
、
北
大
法
学
論
集
三
七
巻
六
号
(
一
九
八
六
)
。

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
序
論
二
参
照
。

問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
「
は
じ
め
に
」
及
び
結
論
七
以

下
参
照
。

「
検
察
キ
ン
グ
ダ
ム
」
な
る
表
現
を
記
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、

平
場
安
治
「
検
察
官
」
岩
波
『
現
代
法
六
巻
』
(
一
九
六
六
)
二
四

二
頁
。
ま
た
、
戦
後
検
察
官
司
法
の
展
開
に
広
く
目
を
向
け
た
論

稿
と
し
て
、
三
井
誠
「
刑
事
訴
訟
法
執
行
三

O
周
年
と
検
察
官
司

法
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
号
『
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』

ご
九
八

O
)
三
七
頁
以
下
が
有
用
で
あ
る
。

か
か
る
戦
後
刑
訴
法
学
界
の
総
括
を
こ
こ
で
行
う
こ
と
は
余
り

に
荷
が
重
い
も
の
で
あ
る
。
田
富
裕
教
授
は
戦
後
初
期
の
歩
み
を

「
で
き
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
法
は
ビ
ジ
ョ
ン
な
い
し
ゾ
レ
ン
で
語

る
他
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
同
「
刑
事
訴
訟
法
の

2 3 4 5 
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日
本
的
特
色
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
号
『
刑
事
訴
訟
法
の
理
論

と
実
務
』
(
一
九
八

O
)
八
頁
以
下
。
ま
た
、
同
教
授
は
近
年
の
「
精

密
司
法
」
論
を
批
判
、
肯
定
す
る
対
極
的
構
図
を
示
し
、
中
庸
の

道
を
採
る
べ
く
論
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
戦
後
の
刑
訴
法
学
の

歩
み
を
振
返
る
と
い
う
点
で
示
唆
の
多
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
他
に
、
外
国
法
、
特
に
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
を
取
上
げ
た
も

の
と
し
て
、
同
「
刑
事
訴
訟
法
に
対
す
る
外
国
法
の
影
響
」
『
刑
事

訴
訟
法
の
争
点
』
(
一
九
七
九
)
一
六
頁
以
下
。

(6)

す
な
わ
ち
、
ビ
ジ
ョ
ン
や
ゾ
レ
ン
で
語
ら
れ
た
「
理
論
」
が
「
制

度
」
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か
を
目
的
と
し
て
お
り
、
「
解
釈
」

に
と
も
な
う
「
判
例
・
実
務
」
批
判
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
例

え
ば
、
小
田
中
聴
樹
「
解
釈
論
と
立
法
論
」
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』

(
一
九
七
九
)
一
二
頁
以
下
参
照
。

(7)

客
観
義
務
論
に
つ
い
て
は
、
阿
部
泰
昌
「
刑
事
手
続
に
お
け
る

検
察
官
の
客
観
義
務

ω
附
」
金
沢
法
学
一
一
巻
二
号
、
一
三
巻

一
二
号
、
一
五
巻
一
|
二
号
(
一
九
六
五
七

O
)
参
照
。
そ

の
批
判
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
坂
口
裕
英
「
検
察
官
の
客
観
義

務
」
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
号
(
一
九
七
五
)
一
四
四
頁
以
下
参

昭、

(8) 
準
司
法
官
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
松
尾
浩
也
「
西
ド
イ
ツ

刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
」
法
学
協
会
雑
誌
八
四
巻
一

O
号
(
一
九
六
七
)
参
照
。

(9)

私
人
訴
追
主
義
の
提
唱
は
以
下
の
も
の
を
参
照
。
総
越
溢
弘
「
私

人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
法
政
研
究
四
八
巻
一
号
ご
九

八
O
)
、
同
「
私
人
訴
追
主
義
と
起
訴
前
手
続
の
構
造
」
法
政
理
論

一
七
巻
四
号
(
一
九
八
五
)
等
。

(m)
市
民
の
代
理
人
論
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
川
崎
英
明
「
ド
イ
ツ

検
察
制
度
の
史
的
考
察
」
刑
法
雑
誌
二
五
巻
一
号
こ
九
八
二
)

七
二
頁
以
下
、
特
に
「
市
民
の
公
訴
権
」
な
る
理
念
を
提
唱
す
る
。

更
に
、
同
「
検
察
官
」
高
田
・
田
宮
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
(
一

九
八
四
)
四

O
頁
以
下
参
照
。
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
内
実
化
が
検
察
官

論
の
課
題
」
と
し
て
い
る
点
は
、
私
見
と
同
旨
で
あ
ろ
う
。
同
書

四
六
頁
。

(
日
)
か
か
る
基
本
原
理
に
つ
い
て
一
般
的
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
、

例
え
ば
、
能
勢
弘
之
「
刑
事
裁
判
の
課
題
と
構
造
」
『
講
義
刑
事
訴

訟
法
』
(
一
九
八
四
)
三
一
二
頁
以
下
。

(
ロ
)
田
宮
教
授
は
寸
外
国
法
の
継
受
が
オ
l
ル
・
オ
ア
・
ナ
ツ
シ
ン

グ
で
な
い
こ
と
は
:
:
:
我
々
も
は
っ
き
り
確
認
し
う
る
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
ま
た
「
何
が
英
米
法
化
し
た
の
か
」
を

つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
必
要
性
を
言
わ
れ
る
(
田
宮
、
前
掲
註
(
5
)

北法39(4・77)905



研究ノート

「
外
国
法
の
影
響
」
参
照
)
。

(
日
)

』
・
開
・
』
〉
打
。
∞
4

・
H
，Z
開
〉
富
田
両
目
わ
〉
Z

同)問。印開
(UC
叶
O
F

(
H
S
O
)

・
原
典
は
、
「
冨
・
司
自
開
口
三
〉
Z
-

〉
出
-
印
叶
C
3
1
j
C司

〉玄何回目(い〉
Z

F
〉者

-
E
(冨
吋
ω)
を
参
照
。

(H)

ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
に
よ
る
検
察
官
制
度
の
分
析
に
つ
い
て
は
後

述
。
第
一
章
二
節
〈
一
二
〉
参
照
。

本
呈ム
日間

第
一
章

成
立
期
合
衆
国
検
察
官
の
基
本
的
性
格

合
衆
国
の
検
察
官
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
我
々
は
そ
の
対
象
を
容

易
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
古
い
論
者
は
「
ア
メ
リ
カ
に
は
検

事
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
言
っ
た
が
、
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ
と

一
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
日
本
の
よ
う
に
、
検
察
官
と
し
て
資
格

を
有
し
た
後
ほ
ぽ
終
身
雇
用
と
し
て
そ
の
任
に
就
き
、
国
中
に
転
任
し
上

席
と
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
官
僚
と
し
て
の
図
式
が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
合
衆
国
に
あ
っ
て
も
公
的
な
訴
追
者
が
い
な
い

(2) 

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
日
本
の
よ
う
な
訴
追
制
度
と
は
異
な
っ
て
、
そ

こ
に
は
一
人
の
訴
追
を
請
負
っ
た
法
律
家
と
し
て
の
姿
が
浮
ぴ
上
っ
て
来 u1 

る
の
で
あ
る
。
彼
は
訴
追
側
の
代
理
人

2
2
2
5可
)
と
し
て
そ
の
訴
追
権

を
行
使
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
完
全
な
法
曹
二
冗
制
を
貫
く
国

の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。

北法39(4・78)906

我
々
は
こ
こ
で
再
び
彼
我
の
違
い
を
強
調
し
た
り
、
単
な
る
制
度

紹
介
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
本
稿
が
目
的
と

す
る
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
成
立
史
の
解
明
に
伴
っ
て
、
自
ず
か
ら
明
ら

か
に
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
制
度
の
相
違
は
当
然
の
前
提
で
あ

り
、
不
可
避
な
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
、
我
々
は
多
く
の
論
稿
に
よ
っ
て
合
衆
国
の
検
察
官
制
度
の
紹
介

を
既
に
得
て
い
る
。
ま
た
前
稿
に
お
い
て
、
合
衆
国
検
察
官
概
念
に
つ
い

て
学
ぶ
こ
と
も
許
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
先
程
指
摘
し
た
英
米
法

の
特
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
訴
追
を
行
う
者
の
民

Z
5
3
と
し
て
の
地
位

に
注
意
を
促
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家

訴
追
主
義
ー
ー
そ
の
定
義
は
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
に
、
一
国
に
あ
っ

て
統
一
的
な
国
家
機
関
と
し
て
の
訴
追
機
関
を
有
す
る
独
占
的
な
訴
追
制

度
と
そ
れ
を
支
え
る
理
念
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
ー
ー
を
採
用
す
る

国
々
と
は
異
な
り
、
訴
追
権
の
行
使
を
代
理
す
る
と
い
う
性
格
を
訴
追
官

が
有
し
て
い
る
点
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
、
と
言
え
る
。

3
で
は
、
そ
の
訴
追
権
は
一
体
誰
に
、
何
に
固
有
の
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
本
稿
が
、
か
か
る
制
度
の
沿
革
よ
り
学
ぶ
べ
き
理
念

2 



上
の
テ

l
マ
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
「
公
衆
訴
追

S
E
E
-
n

胃
S
2
E
Zロ
)
」
の
成
立
過
程
へ
の
考
察
が
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
で

あ
ろ
う
。

近
時
、
日
本
で
も
こ
う
し
た
訴
追
理
念
に
関
す
る
研
究
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
ま
た
単
な
る
制
度
の
成
立
史
に
止
ま

ら
ず
、
合
衆
国
検
察
官
制
度
を
支
え
て
い
る
理
念
が
、
英
米
法
の
当
事
者

主
義
や
弾
劾
主
義
と
い
っ
た
構
造
基
盤
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て

い
る
か
、
を
解
明
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

合衆国検察官制度成立史序説

こ
こ
で
、
吉
豆
一
円
買
E
R
E
-
oロ
の
訳
語
の
混
乱
に
つ
き
触
れ
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
沢
登
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
訴
追
制
度
に

「
公
衆
訴
追
」
の
語
を
適
用
さ
れ
て
い
る
が
(
沢
登
佳
人
「
フ
ラ
ン
ス
刑
訴

法
は
公
衆
訴
追
主
義
を
採
る
」
法
政
理
論
一
六
巻
一
号
(
一
九
八
三
)
参

照
)
、
篠
倉
教
授
は
我
々
が
公
衆
訴
追
と
呼
ぶ
ア
メ
リ
カ
の
訴
追
制
度
を

「
民
衆
訴
追
」
と
し
、
庭
山
教
授
が
民
衆
訴
追
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
(
庭
山

英
雄
『
民
衆
刑
事
司
法
の
動
態
』
(
一
九
七
八
)
参
照
)
に
つ
き
、
「
公
衆
訴

追
」
と
さ
れ
る
。
(
田
富
裕
編
『
ホ
l
ン
ブ
ッ
ク
刑
事
訴
訟
法
』
篠
倉
満
執

筆
部
分
一
二
二
頁
以
下
ご
九
八
ご
を
参
照
)
。

沢
登
教
授
は
、
こ
う
し
た
名
称
は
レ
ッ
テ
ル
の
問
題
で
あ
っ
て
い
か
な

る
名
称
で
も
か
ま
わ
な
い
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
各
国
の
訴
追
制
度
お

よ
び
訴
追
理
念
を
ど
う
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
学
界
に
お
い
て

も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

我
々
は
合
衆
国
で
行
わ
れ
て
い
る

u
c
g
w
胃

g
R
Z己
C
ロ
を
「
公
衆
訴

追
」
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
理
念
な
い
し
原
理
を
「
公
衆
訴
追
主
義
」
と

呼
ぶ
。
そ
の
論
拠
は
三
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
の
対
象
と
な
る
検
察
官
に
つ
い
て
特
定
し
て
お

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

合
衆
国
に
は
、
連
邦
、
州
、
ロ
ー
カ
ル
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
に
検
察
官

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
が
主
に
発
生
期
か
ら

成
立
期
の
検
察
官
制
度
を
対
象
に
し
て
い
る
以
上
、
ロ
ー
カ
ル
の
検
察
官

が
、
そ
れ
も
東
海
岸
を
中
心
と
し
た
地
域
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

1 

出
射
義
夫
「
ア
メ
リ
カ
の
法
務
官
(
ア
ト

l
ニ
1
)
」
法
曹
二
一

号
(
一
九
五

O
)
、
長
部
謹
吾
「
米
国
の
検
察
機
構
」
衆
望
五
巻
八

号
(
一
九
五

O
)、
も
っ
と
も
比
喰
と
し
て
の
表
現
で
あ
っ
て
、
事

実
を
伝
え
た
も
の
で
は
な
い
。

合
衆
国
で
は
検
察
官
は
キ
ャ
リ
ア
の
職
で
は
な
い
。
一
つ
の
政

治
的
地
位
(
凹
芯
℃
匂
Zma印
吉
ロ
巾
)
で
あ
る
。
こ
の
点
、
問
題
化
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
三
井
誠
「
検
察
官
一
ア
メ
リ
カ
」
比
較

法
研
究
三
八
号
(
一
九
七
七
)
七
一
頁
、
井
上
正
仁
・
山
室
恵
・

北法39(4・79)907
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L
-
M
・リ
1
ド
『
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
』
(
一
九
八
七
)

三
五
頁
。
欧
文
で
は
、
同
・

0
円
ケ
吋
常
苦
言
吟
N.N
町、

s
ミ
ミ
ミ
ミ

H
F
町
内
室
さ

3柏
町
内
定
芯
る
も

5
・
礼
町
内
向
。
『

¥
W
S
Q
叶
|
同
出
向

h
a
m
3
N
S
h
H札
b
a
a
-
8
Z
C叶
回
目
山

U
O
F由
開
戸
〉
巧

-
N
S
(
5
8
)

同

N

・

F
・
開
口
問
的
門

5
5・
、
。
~
主
円
ミ
む
き
忠
良
。
お
お
さ
凡
円
岳
町

、
さ
同
町
内
ミ
芯
3
.
R
~
ο
3
.
R
-
ω
ω
』

同

V
-
E
C
(
巴吋凶)。

(
3
)

巳
Z
5
3
と
い
う
語
が
訴
追
者
の
上
に
あ
る
時
は
検
察
官
を

意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
直
訳
し
て
、
法
の
代
理
人

(え

Z
E弓
同
己
担
当
)
の
性
格
を
描
く
た
め
に
こ
の
様
に
表
し
て

お
く
。
以
前
に
は
法
務
官
と
い
う
訳
も
多
か
っ
た
。
国
片
片

C
5
4
と

は
一
般
的
に
は
、
「
依
頼
人
の
専
門
的
な
代
理
と
し
て
働
く
、
法
廷

手
続
や
そ
の
他
の
法
的
事
項
に
関
し
て
彼
等
を
代
理
す
る
と
こ
ろ

の
、
法
廷
の
私
的
に
雇
わ
れ
る
代
行
者
の
こ
と
で
あ
る
。
」
お

〉
室
開
問
問
。
〉

Z
』
口
問
目
出
向
ν
同
C
U開

z
n
?
吋{〕

N
(
]戸
也
市
山

N
)

・

(
4
)

近
時
、
各
州
の
検
察
官
制
度
の
紹
介
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
東

松
文
雄
「
ア
メ
リ
カ
主
要
各
州
に
お
け
る
裁
判
、
検
察
機
構

ω

|
附
」
判
例
時
報
一
一
八
九
・
九
三
・
九
六
、
一
二

0
0
・
0
四・

O
八
・
一
一
・
一
四
号
(
一
九
八
六
七
)
参
照
。
合
衆
国
検
察

官
制
度
を
紹
介
し
た
論
稿
は
数
多
い
。
最
も
有
用
な
も
の
と
し
て
、

三
井
前
掲
註
(
2
)
、
井
上
前
掲
註

(
2
)
一
三
二
頁
以
下
参
照
。
他

(
5
 
に
市
川
敏
雄
寸
ア
メ
リ
カ
の
検
察
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
一
総
合

特
集
シ
リ
ー
ズ
一
六
号
『
現
代
の
検
察
』
(
一
九
八
一
)
二
七
四
頁
。

拙
稿
「
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
|
二

O
世
紀
に
お
け
る

合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
」
北
大
論
集
三
七
巻
六
号
(
一

九
八
七
)
参
照
。

国
家
訴
追
主
義
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
総
越
溢
弘
「
私

人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
法
政
研
究
四
八
巻
一
号
(
一
九

八
O
)
七
O
頁
以
下
参
照
。

同
右
。
他
に
フ
ラ
ン
ス
を
素
材
と
し
た
沢
登
佳
人
「
フ
ラ
ン
ス

刑
事
訴
訟
法
は
、
検
察
官
と
私
訴
原
告
人
と
の
協
同
に
よ
る
公
衆

訴
追
主
義
を
採
る
」
法
政
研
究
一
六
巻
一
号
こ
九
八
三
)
、
ド
イ

ツ
を
素
材
と
し
た
川
崎
英
明
「
ド
イ
ツ
検
察
制
度
の
史
的
考
察

|
|
検
察
官
論
の
視
角
か
ら
|
|
」
刑
法
雑
誌
二
五
巻
一
号
(
一

九
八
二
)
特
に
七
一
頁
以
下
参
照
。

合
衆
国
の
法
制
度
の
理
解
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
点
で
あ

る
。
邦
文
と
し
て
、
金
子
善
次
郎
『
米
国
連
邦
制
度
|
|
州
と
地

方
団
体
』
(
一
九
七
七
)
、
田
中
英
夫
『
英
米
の
司
法
l
|
裁
判
所
、

法
律
家
』
(
一
九
七
三
)
等
参
照
。

本
文
に
お
い
て
多
量
の
引
用
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ

れ
る
が
、
欧
文
で
一
般
的
な
合
衆
国
の
検
察
官
を
描
く
も
の
と
し

北法39(4・80)908
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て
例
え
ば
以
下
の
も
の
。
ロ
・
同
ハ
〉
悶

E
2
・
〉
Z
の
5
|
〉
E
W
E
2
z

(い回目
F
曲目
Z
〉
「
』
己
的
、
吋
【
わ
開
閉
N

・
三
い
円
由
(
]
{
申
由
叶
)

-
国
・
』
〉
わ
。
∞
-

】円」印吋
-n何【
Z

〉
玄
何
回
目
わ
〉
町
印
・
同
門
町
、
吋
(
呂
∞
印
)
・
。
・
司
・
ゎ
。
口
y

、H，Z
開
〉
冨
開
回
目
(
U

〉
Z
ω
吋印、口口三
O
司
わ
回
目
冨
-
Z
〉
戸
』
巴
印
己
(
い
開
品
門
町
開
門
戸

間
∞
白
丹
N

∞印
l
a
ω
H
由
(
H
U
∞
∞
)
・
特
に
連
邦
に
つ
い
て
は
、
-
回
目
z

山、
z
-
z
-
(
U
O
C
Z
∞
同
門
司
。
悶
叶

E
W
C
Z叶開。
ω
J
『〉↓何回
i
l
i
d
-
ω

・

〉
↓
↓
C
同
Z
開〈∞

-z
、HaE
何回
V
O
E
叶円(い〉戸〉
Z

U

F
開。〉
F
ω
J
「印、吋何戸向田

(]芯叶∞)・

第
一
節

連
邦
と
ロ
ー
カ
ル

合衆国検察官制度成立史序説

前
述
し
た
よ
う
に
、
合
衆
国
で
は
連
邦
と
州
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
に

あ
っ
て
、
各
々
の
地
域
に
責
任
を
持
つ
検
察
官
は
、
ま
さ
に
管
轄
の
数
だ

け
種
類
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
多
様
で
あ
る
。

本
節
で
は
さ
し
あ
た
り
、
連
邦
と
ロ
ー
カ
ル
に
区
分
し
て
そ
の
歴
史
的

背
景
、
基
盤
の
相
違
と
性
格
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
分
析
の
前

提
を
提
示
し
た
い
。

〈
一
〉
ロ
ー
カ
ル

ロ
ー
カ
ル
に
お
い
て
、
検
察
官
は
一
体
い
つ
ご
ろ
登
場
し
て
く
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

制
定
法
上
、
地
方
検
事
と
し
て

a
d
z
g問
、
.
と
い
う
語
を
最
初
に
用
い

た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
一
七

O
四
年
の
法
律
で
あ
る
。

|
|
|
そ
れ
故
、
全
て
の
郡
に
お
い
て
真
面
目
で
冷
静
、
か
っ
信
心

深
い
人
が
、
全
て
の
刑
事
被
告
人
を
法
に
お
い
て
訴
追
し
、
不
道
徳

を
押
え
る
為
に
代
理
人
2
2
2
5
可
)
と
し
て
必
要
な
時
に
適
宜
、

諸
々
の
事
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
郡
裁
判
所
に
よ
っ
て
王

の
代
理
人
と
し
て
任
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

((UO
ロ
ロ
・
打
。
一
刻
巾
円
・
同
∞
∞
∞
l

H

吋{〕由・九日品∞
(
H

∞∞∞))

一
七

O
四
年
法
は
我
々
に
、
訴
追
官
が
法
廷
の
任
命
官
更
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
は
、
王
の
代
理
と
し
て
法
廷
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
新
大
陸
に
お
け
る
初
め
て
の
成
文
上
の
検
察
官
は
、
植

民
地
と
い
う
現
実
の
な
か
で
、
母
国
イ
ギ
リ
ス
の
王
の
利
益
の
為
に
ま
ず

定
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

2

さ
て
、
一
方
、
制
定
法
に
拠
ら
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
二
ハ
八

六
年
に
は
ニ
ュ

l
ジ
ャ

l
ジ
の
パ

1
リ
ン
ト
ン
で
郡
検
察
官
が
、
二
ハ
六

二
年
に
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
で
巧
ロ
ロ
即
日
間
MEw-D
と

い
う
人
物
が
検
察
官
と
し
て
既
に
選
ば
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
州
(
当
時
は
未
だ
コ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
が
)
の
訴
追
担
当
者
と

し
て
、
そ
の
頃
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
王
の
為
に
訴
追
を
提
起
す
る
官
吏
で

北法39(4・81)909
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あ
っ
た
〉
2
2
ロ
ミ
の
巾
ロ
巾
E
]
(
A
G
)
が
登
場
す
る
の
は
、
更
に
遡
っ
て

一
六
四
三
年
に
ヴ
ァ
1

ジ
ニ
ア
に
国
王
代
理
と
し
て
リ
チ
ャ
l
ド
・
リ
ー

(
E
n
Z
E
T
w巾
)
が
任
命
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
植
民
地
で
は
記

(4) 

録
上
最
も
古
い
訴
追
宮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
A
G
に
は
{5} 

一
六
八
六
年
に
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
で
口
出
〈
-
E
F
Z
E一
が
任
じ
ら
れ
た
。

彼
は
更
に
自
己
の
代
理
宣
告
三
三
と
し
て
個
々
の
郡
に
代
理
人
を
置
い

た
が
、
こ
れ
は
後
の
地
方
検
事
(
巴
凹

E
2
〉
芹
。
『
ロ
巾
可

H
H
D
A
)
の
原
型

と
し
て
注
意
す
べ
き
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
六
六
六
年
に
メ
リ
|

(6) 

ラ
ン
ド
で
、
一
六
八
三
年
に
は
ニ
ュ
l
ハ
ン
プ
シ
ャ
l
で

A
G
が
、
一
六

八
六
年
に
は
ニ
ュ
l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
で
郡
検
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
刑
事
事
件
へ

の
関
与
者
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

3

か
か
る
事
実
か
ら
、
こ
の
時
期
l
|
一
七
世
紀
中
葉
|
|
に
コ

ロ
ニ
ー
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
l
の
伝
統
で
あ
る
私
人
訴
追
(
被
害
者
訴
追
)

の
形
態
か
ら
、
官
吏
訴
追
へ
と
徐
々
に
制
度
を
整
え
始
め
た
こ
と
が
伺
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
但
し

A
G
と
言
っ
て
も
当
時
は
現
在
の
よ
う
な

D
A
の

上
に
立
つ
検
察
官
の
長
と
い
っ
た
地
位
で
は
な
く
、
単
に
コ
ロ
ニ
ー
に
お

け
る
、
植
民
地
支
配
の
た
め
の
王
の
法
的
代
理
人
と
い
っ
た
性
格
で
あ
っ

た
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
一
国
に
一
人
の
代
理
人
を
置
く
本
国
と
は
異
な

り
、
多
様
な
歴
史
を
持
ち
、
互
い
に
独
立
し
た
植
民
地
の
形
成
と
、
広
大

な
新
大
陸
の
地
理
的
な
原
因
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
コ
ロ
ニ
ー

は
個
々
の
状
況
に
応
じ
て

A
G
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
代
理
人
を
置
く
こ
と

に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
(
〈
時
代
区
分
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

北法39(4・82)910

〈
二
〉
連
邦

一
七
七
四
年
、
本
国
の
圧
政
に
抗
し
て
集
ま
っ
た
大
陸
会
議

(hcロ江口
g
g
-
h
cロぬ円

g凹
)
を
開
い
た
諸
邦
は
一
七
七
六
年
に
独
立
宣

言
を
出
し
、
翌
七
七
年
に
は
連
合
規
約
(
〉
邑
丘
町
田
わ

O
E
a
q丘
一
。
ロ
)
を

結
び
、
八
七
年
に
憲
法
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
。

新
国
家
の
基
礎
を
固
め
た
合
衆
国
は
一
七
八
九
年
、
議
会
に
お
い
て

τ島
氏
巳
可
〉
己
(
司
法
制
度
法
)
を
通
過
さ
せ
、
連
邦
政
府
に

A
G
の
職

を
設
け
た
。
ラ
ン
ド
ル
フ
白
色
ヨ
ロ
E
H
N白ロ円安
)
f
y
)
が
初
代
の

A
G
に
選

ば
れ
、
連
邦
の
各
下
級
審
ー
ー
=
石
地
区
毎
に
置
い
た
裁
判
所
ー
ー

に
は
地
方
検
察
官
が
霞
か
れ
た
。

一
七
八
九
年
法
は
以
下
の
様
に
定
め
て
い
る
。

|
|
ω
2
・
白
各
々
の
地
区
で
は
、
法
を
学
ん
だ
当
該
地
区
に
お

い
て
合
衆
国
の
代
理
人
と
し
て
働
く
適
当
な
人
が
任
じ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
職
務
の
誠
実
な
る
執
行
を
宣
誓
す
べ
き
で
あ

り
、
彼
の
義
務
は
、
そ
の
地
区
に
あ
っ
て
合
衆
国
の
権
限
の
中
に
あ

る
全
て
の
犯
罪
を
訴
追
し
、
最
高
裁
判
所
を
除
い
て
当
該
法
廷
が
聞

か
れ
る
そ
の
地
区
の
、
合
衆
国
が
関
係
す
る
全
て
の
民
事
訴
訟
を
担



当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

:
合
衆
国
の
為
に

A
G
と
し
て
働
く
、
法
を
学
ん
だ
適
当
な
人
が
任

じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
は
自
ら
の
職
務
へ
の
誠
実
な
執
行
を
宣
誓
す
べ
き
で
あ
る
。
彼

の
義
務
は
、
合
衆
国
が
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
、
最
高

裁
判
所
に
お
い
て
全
て
の
訴
訟
に
関
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
合
衆
国

大
統
領
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
各
省
の
長
か
ら
彼
等
の
部
局

に
か
か
わ
る
問
題
が
あ
っ
て
要
請
を
受
け
た
場
合
に
、
法
に
関
す
る

疑
問
に
つ
き
助
言
や
意
見
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

(
〉
ロ
〉

2

Z
巾
由
門
白

σロ
印
}
凶
仲
町
巾
】
ロ
門
出
円
一
色
円
。
ロ
ユ
由
。
同
門

y
m
c
z
g己

合衆国検察官制度成立史序説

ω円
白
円
巾

M
Y
ω
g
?
]戸叶
ω
ω
巾
玄
-

N
品

-

H
吋
∞
也
)

2

こ
れ
が
連
邦
に
お
け
る
検
察
官

(
A
G
)
の
発
生
を
記
し
た
法
で

あ
る
。
本
法
は
一
三
の
管
轄
、
地
区
に
そ
れ
ぞ
れ
検
察
官
を
置
く
こ
と
、

検
事
総
長
と
も
い
う
べ
き

A
G
を
中
央
政
府
に
置
く
こ
と
を
明
記
し
た
。

そ
の
特
徴
と
し
て
、
民
事
へ
の
関
与
、
職
務
の
監
督
権
の
不
存
在
、
起
訴

法
定
主
義
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
法
律
は
一
体

何
を
モ
デ
ル
と
し
て
生
れ
た
の
か
、
又
は
全
く
合
衆
国
独
自
の
法
律
と
し

て
生
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
避
け
て
は
合
衆
国
検
察
官
制
度
を
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
が
、
検
察
官
の
ロ
ー
カ
ル
で
の
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

3 

の
解
明
と
共
に
、
連
邦
で
の
一
七
八
九
年
法
が
い
か
な
る
訴
訟
制
度
を
新

国
家
に
予
定
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
ず
れ
か
の
国
を
モ
デ
ル
と

し
て
い
た
か
を
考
察
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
具
体
的
な
論
題
と
し
て
意
識

さ
れ
た
い
。

詳
し
く
は
次
節
に
お
い
て
分
析
さ
れ
る
が
、
一
七
八
九
年
法
が
フ
ラ
ン

ス
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
主
張
す
る
論
者
は
上
記
の
よ
う
に
官
僚
に
よ

る
訴
追
制
度
の
制
定
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
我
々
は
右
通
説
に
つ

き
若
干
の
批
判
と
共
に
そ
の
再
考
を
促
す
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
こ
こ
で
は
、
前
記
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
一
七

O
四
年
法
と
の
比

較
を
喚
起
し
た
い
。
特
に
一
七
八
九
年
法
の
言
う
か
法
を
学
ん
だ
人
が
8

4
口
衆
国
の
代
理
人
官
庁
昨
日
日
吉
)
と
し
て
u

か
任
じ
ら
れ
る
べ
き
。
と
い

う
文
言
と
、
一
七

O
四
年
法
の
か
:
:
:
真
面
目
で
信
心
深
い
人
が
4

9

王
の

代
理
人
(
白
広

2
2
1
と
し
て
任
じ
ら
れ
る
べ
き
。
と
い
う
文
言
と
が
非
常

に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
英
米
法
の
訴
訟
制
度
の
核
心
と
も
言
う
べ
き
法
廷

で
の
「
代
理
人

2
2
Rロ
ヨ
)
制
」
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
理

の
客
体
が
か
王
H

か
ら
。
合
衆
国
。
へ
と
替
わ
っ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、

我
々
は
む
し
ろ
そ
の
訴
訟
形
態
に
植
民
地
時
代
と
の
共
通
性
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
連
邦
検
察
制
度
も
そ
の
後
、
集
権
化
へ
の
道
を
辿
る

北法39(4・83)911
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こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は
通
説
論
者
の
指
摘
に
誤
り
は

な
い
。
例
え
ば
、
一
七
九
一
年
に
早
く
も
初
代
A
G
ラ
ン
ド
ル
フ
は
、
大

統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
に
当
て
て
連
邦
に
お
け
る

A
G
の
監
督
権
拡
大
の
提
案

を
行
っ
た
。
彼
の
希
望
は
実
際
に
は
約
八

O
年
後
、
司
法
省
の
創
設
(
一

八
七

O
年
)
に
至
る
ま
で
適
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た

と
こ
ろ
に
集
権
化
へ
の
第
一
歩
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
当
初
A
G
は
最
高
裁
判
所
の
任
命
官
更
で
あ
り
、
内
閣
の
メ
ン

バ
ー
で
も
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
任
命
権
は
大
統
領
に
移
り
、
増
大
す
る

法
律
問
題
に
対
処
す
る
為
、

A
G
の
内
閣
へ
の
出
席
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
制
定
法
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、

A
G
は
、
訴
追
の

代
理
以
外
に
多
く
の
司
法
行
政
上
の
仕
事
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
。
例
え
ば

ω♀
E
E円
丘
、
円

5
8
z
q
(財
務
次
官
)
へ
の
助
言
、
全
領

土
の
財
産
所
有
者
の
調
査
、
損
害
賠
償
の
和
解
、
外
国
と
の
条
約
に
伴
う

賠
償
の
判
断
、
反
乱
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
財
物
の
没
収
手
続
き
、
軍
隊

の
報
酬
に
関
す
る
法
の
問
題
点
へ
の
決
定
、
合
衆
国
に
対
す
る
賠
償
の
認

可
、
政
府
の
官
吏
・
職
員
の
弁
護
、
合
衆
国
に
関
わ
る
控
訴
審
へ
の
関
与
、

歳
入
法
令

2
2
5
E当
印
)
の
下
で
の
妥
結
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
鉄
道
の
完

成
の
為
の
訴
訟
等
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
職
務
が

A
G
を
し
て
職
員
の
増

大
、
権
限
の
拡
大
へ
と
向
わ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
こ
れ
ら
の
現
象
を
直
ち
に
、
大
陸
流
の
検
察
制
度
を
模
倣
し

5 

た
、
な
い
し
は
イ
ギ
リ
ス
型
の
訴
訟
制
度
か
ら
フ
ラ
ン
ス
型
の
訴
訟
制
度

へ
と
転
換
し
た
と
結
論
づ
け
る
の
は
い
さ
さ
か
早
急
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
右
見
解
は
、
従
来
合
衆
国
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も

非
常
に
強
く
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
時
、
歴
史
的
な
研
究
の

積
み
重
ね
に
よ
っ
て
再
考
を
促
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
次
節

で
は
こ
う
し
た
諸
説
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
引
続
き
そ
の
検
討
を
行
っ
て

北法39(4・84)912

い
き
た
い
。

1 

例
え
ば
、
ア
ラ
パ
マ
で
は
ロ
ー
カ
ル
の
訴
追
官
は

E
U
Z可
片
片

〉
2
0門
口
巾
「
で
あ
り
、
カ
ン
ザ
ス
で
は
，

d
oロロ
q
〉
芹

O
B巾可一三で

あ
る
。
ア
ラ
パ
マ
は
各
巴
由
主
♀
(
地
区
)
と
い
う
管
轄
に
検
察
官

が
お
り
、
カ
ン
ザ
ス
は
各
わ
O
C
口
々
(
郡
)
と
い
う
管
轄
に
検
察
官

が
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
名
称
は
異
な
る
が
合
衆
国
で
は
総

称
し
て
巴
由
主
え
〉

R
2
5可
(
D
A
・
地
方
検
察
官
)
と
呼
ば
れ

る
こ
と
が
多
い
。
更
に
こ
の

D
A
は
州
に
よ
っ
て
は
民
事
を
兼
ね

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
五

O
州
中
民
事
の
み
を
扱
う
の
は
わ
ず
か

一
三
州
(
上
訴
も
含
む
)
、
民
刑
事
両
方
が
三
二
州
(
上
訴
も
含
む
て

そ
の
他
の
区
分
が
三
州
、

D
A
の
い
な
い
所
が
ニ
州
(
デ
ラ
ウ
ェ

ア
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
)
と
な
っ
て
い
る
0
2〉
4
5
2
〉
F
o
aー

叶同
-n叶
〉
↓
↓
。
同
Z
伺

42
〉印印
O
Q
K
F
d
o
Z
(
Z
U〉〉)・

2
〉、
HaHCZ
〉戸
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第
二
節

学
説
の
展
開
|
|
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て

合
衆
国
検
察
官
制
度
の
成
立
に
関
し
て
は
幾
人
か
の
論
者
が
そ
の
考
察

に
挑
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
テ

l
マ
は
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
学

界
に
お
け
る
歴
史
的
分
析
と
い
う
手
法
の
、
長
い
停
滞
の
中
で
置
き
忘
れ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
刑
事
司
法
な
い
し
刑
事
法
の

分
野
に
お
い
て
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
盛
ん
に
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
検
察
官
制
度
の
研
究
も
そ
の
範
鴫
の
一
つ
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
本
節
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か

に
さ
れ
て
き
た
研
究
の
成
果
を
、
独
断
で
は
あ
る
が
「
接
合
説
」
「
自
然
発

生
説
」
「
導
入
説
」
「
複
合
・
発
達
説
」
と
諸
説
を
便
宜
的
に
区
別
し
、
分

析
へ
の
足
掛
り
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

合衆国検察官制度成立史序説

〈
一
〉
接
合
説

1

日
本
で
も
最
も
多
く
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
と
き
口
え
る
。
す
な

わ
ち
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

A

G
と
フ
ラ
ン
ス
の

胃

R
R
2吋
E
g
-
(国
王
の
代
官
)
等
の
官
吏
が
結
び
付
い
た
も
の
と

し
て
、
そ
の
理
由
を
、
忠
吉
吋
ロ
巾
可
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は

法
の
代
理
人
的
性
格
を
持
つ
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
来
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス

で
は

A
G
が
政
府
の
代
理
人
を
務
め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
私
人
訴
追
を
廃

止
し
、
官
吏
訴
追
を
採
用
し
た
の
は
独
立
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
影
響

(
2
)
 

と
見
ら
れ
る
こ
と
、
に
求
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
主
張
の
先
導
者
は

バ
ウ
ン
ド
(
問
。
∞

g巾
旬
。
ロ
ロ
仏
)
教
授
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
は
合

衆
国
検
察
官
の
持
つ
(
イ
ギ
リ
ス
の

)
A
G
に
似
た
権
限
と
、
独
立
し
た

地
位
、
そ
し
て
連
邦
検
察
官
の
統
制
的
性
格
を
示
し
て
そ
の
根
拠
と
し

(3) 

ふえ

グ
ロ
ス
マ
ン
教
授
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
と
フ
ラ
ン
ス
の
山
門
守

2
え

な
ロ

mg}(検
事
長
補
佐
)
又
は
国
王
の
代
官
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
述
べ

た
が
、
連
邦
の
構
造
は
フ
ラ
ン
ス
に
似
て
い
る
け
れ
ど
も
ロ
ー
カ
ル
に
つ

い
て
は
独
特
に
発
展
を
し
て
お
り
、
集
権
化
か
ら
逃
れ
て
い
る
こ
と
も
指

(4) 

摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
見
を
支
え
る
具
体
的
な
史
的
資
料
は
示
さ
れ
て
は
い

な
い
が
、
先
の
バ
ウ
ン
ド
教
授
が
加
わ
っ
て
い
た
「
法
の
遵
守
と
執
行
に

関
す
る
大
統
領
委
員
会
(
ウ
イ
ツ
カ

l
シ
ャ
ム
委
員
会
・

N
C
L
O
E
)
」

が
一
九
=
二
年
に
著
し
た
『
訴
追
に
関
す
る
報
告
書
』
の
意
見
に
多
く
の

研
究
者
は
倣
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

l
l
a
ア
メ
リ
カ
の
公
的
な
訴
追
官
(
。
岳
巳
包
匂
吋

0
8
2
Z円
)
は
、
連

邦
で
あ
れ
州
で
あ
れ
、
植
民
地
の
郡
検
察
官
を
基
盤
と
し
た
イ
ギ
リ

ス
の
白
3
0叶
ロ
巾
可
肉
巾
ロ
巾
吋
白
-
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
同
門
守
。
円
同
門

m
m
D
m
E
-
と

胃

R
R
E円
E
B一
の
混
合
者

(ggH5ロ
ロ
仏
)
で
あ
る
。

2 
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研究ノート

と
し
て
、
始
め
に
述
べ
た
接
合
説
の
論
旨
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
れ
が
最
も
初
期
の
接
合
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
以
後
の
検
察
官
の

成
立
史
論
の
出
発
点
と
も
言
う
べ
き
重
要
な
見
解
と
し
て
記
憶
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。合
衆
国
検
察
官
制
度
成
立
史
に
関
す
る
殆
ど
の
日
本
の
研
究
者
の

記
述
は
こ
の
報
告
書
に
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
我
が
国
で
の
多
数
説
を
構

成
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
日
本
の
論
者
の
中
で
接
合
説
を
採
り
い
れ
つ
つ
も
か
ア

メ
リ
カ
的
な
も
の
。
の
存
在
を
認
め
、
後
述
の
導
入
説
、
発
達
説
を
伺
わ

せ
る
よ
う
な
主
張
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
。
田
村
教
授
は
、
一
九
五
四
年

に
こ
う
述
べ
ら
れ
た
。

3 i
l
-
-
:
:
ア
メ
リ
カ
が
職
権
訴
追
制
度
を
採
用
し
た
と
言
っ
て
も
、
連

邦
の
場
合
は
別
と
し
て
、
大
部
分
の
州
が
大
陸
方
式
の
単
な
る
模
倣

と
き
問
え
な
い
と
こ
ろ
に
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で

(7) 
主=。。

(
傍
線
筆
者
)

し
か
し
、
そ
の
。
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
。
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は

言
及
が
浅
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
職
権
訴
追
制
度
を
採
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
検
察
官
に
大
陸
的
な
性
格
の
稀
薄
な
こ
と
の
み
を
挙
げ
て
お
ら
れ

ヲ
令
。
4 

け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
接
合
説
へ
の
批
判
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
大
陸
型
の
職
権
訴
追
制
度
を
採
用
し
た
」
と
い
う
前
提

自
体
へ
の
疑
問
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
考
察
す

れ
ば
、
地
方
の
検
察
官
の
元
祖
と
も
一
言
問
う
べ
き
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
や
ヴ
ア
1

ジ
ニ
ア
の

gロ
ロ
守
巳

5
5
3
(郡
検
事
)
等
は
、

A
G
の
性
格
を
有
し
つ

つ
も
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
に
見
ら
れ
な
い
郡
と
い
う
管
轄
に
地
方
の
官
吏
と

し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
が
十
分
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
論
者
は
、

N
C
L
O
E
の
ρ
植
民
地
の
郡
検
事

を
基
盤
と
し
た
u

と
い
う
文
言
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
右
に
言

う
「
地
方
の
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
政
治
的
、
社
会
的
特
質
で

あ
る
地
方
分
権
主
義
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
法
制
度
上
の
重
要
な
要
素
な
の

で
あ
る
。
こ
の
特
質
を
踏
ま
え
る
為
に
は
、
接
合
説
に
修
正
を
加
え
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

北法39(4・88)916

〈二
v
自
然
発
生
説

1

接
合
説
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
疑
問
|
|
地
方
で
の
訴
追
宮
の

発
生
|
|
に
つ
き
、
そ
れ
は
新
大
陸
で
自
然
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と

す
る
主
に
歴
史
学
者
か
ら
の
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
な
由
吉
ロ

E
5
0
5

2
5
σ
5
Z
C
D
吾

g
ミ
3

(

自
然
発
生
説
)
と
一
宮
口
わ
れ
る
も
の
で
、
二
ハ
八

六
年
に
パ

l
リ
ン
ト
ン
(
∞
三
宮
担
。
口
一
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
ク
エ
ー

カ
ー
の
共
同
体
)
に
お
け
る
検
察
官
の
出
現
に
関
し
て
、
リ
ー
ド
(
出
・
ゎ



幻
自
己
)
教
授
が
知
事
や
法
廷
の
非
公
式
な
創
造
で
あ
る
と
解
し
た
見
解
に

(
日
)

代
表
さ
れ
る
。
ま
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
フ
ア
レ
ル
(
}
明
，
R
E

5
5
教
授
は
、
「
一
七
世
紀
に
は
代
理
人
の
概
念

S
R
2
5
ヨ
E
E
は
コ

ネ
チ
カ
ッ
ト
の
法
廷
に
馴
染
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
。
巾

5
5
-
n
oロ
ユ
(
植

(M) 

民
地
裁
判
所
)
に
巳

Z
5
4
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

(
日
)

は
自
然
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
、
植
民
地
が
自
発
的
に
訴
追
官
を
作
り
出
し

た
と
解
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
説
は
、
何
故
当
時
の
植
民
地
の
人
々
が
代
理

人

2
2
0
5
mち
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
!
上
の
言
葉
を
用
い
た
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
説
明
が
つ
か
ず
、
ま
た
そ
の
背
景
も
分
ら
な
い
ま
ま
、
た
だ

自
然
に
発
生
し
た
と
し
か
言
い
得
な
い
、
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
お

り
、
自
ら
考
察
の
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

2 
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〈
三
〉
導
入
説

他
方
、
接
合
説
以
上
に
非
慣
習
法
の
影
響
を
主
張
す
る
の
が
「
導
入
説
L

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
が
官
吏
訴
追
制
度
を
採
っ
て
検
察
宮
を

設
け
た
の
は
、
本
国
と
は
別
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
な
い
概
念
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
本
説
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
影

響
を
説
い
た
「
前
期
導
入
説
」
と
そ
れ
以
外
の
「
後
期
導
入
説
」
と
に
区

分
さ
れ
る
。

① 

前
期
導
入
説

1

古
く
は
エ
ス
マ
ン
(
〉
・
何
回
ヨ
巳
ロ
)
教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
合
衆
国
は
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
(
白
ロ
巳
巾
ロ
湾
問
一

B
巾)

の
フ
ラ
ン
ス
の
モ
デ
ル
|
|
王
の
代
官

e
g
g
s
R
E
g
o
-
-か

ら
独
立
期
に
検
察
官
(
宮
σロ
円
安

2
2
E。
円
)
制
度
を
採
用
し
た
、
と
す

(口)
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
説
く
点
で
は
接
合
説
と
同
様
に
見
え
る
が
、
そ

の
職
権
的
様
相
や
官
吏
と
い
う
地
位
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ

ス
の
伝
統
と
は
異
な
る
と
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。

2
ま
た
、
接
合
説
を
採
る

N
C
L
O
E
も
、
か
官
吏
。
と
い
う
概
念
は

フ
ラ
ン
ス
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
エ
ス
マ
ン
教
授
に
歩
調
を

(
ゆ
}

合
せ
て
い
る
。
確
か
に
、
宮

z-n胃
2
2
z
z
o
D
(本
稿
で
は
「
公
衆
訴
追

(
主
義
)
L

と
訳
さ
れ
る
)
の
概
念
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
拠
る
の
で
は
な
い
、

(
幻
)

ま
た
、
札
問
主
義
的
な
官
吏
訴
追
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
な
い
、
と
い
う
通

説
的
見
解
か
ら
見
れ
ば
、
本
説
の
理
念
的
な
背
景
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら

離
脱
し
た
証
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
独
立
し
た
検
察
官
の
地
位
は
階
級
構
造
的
な
フ
ラ
ン

ス
の
検
察
制
度
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

そ
の
他
の
検
察
官
の
発
生
と
の
時
代
的
整
合
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
や
は
り
前
期
導
入
説
に
も
明
ら
か
な
限
界
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い

北法39(4・89)917
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、』

t
、a
0

・
刀
+
匂
し

②
 
後
期
導
入
説

1

右
に
見
た
「
前
期
導
入
説
」
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
影
響
を

説
く
論
稿
が
あ
る
。

ま
ず
、
従
来
の
通
説
的
な
英
仏
の
伝
統
に
拠
る
と
す
る
検
察
官
制
度
成

立
史
論
に
新
た
な
要
素
を
加
え
よ
う
と
試
み
た
ア
ル
ス
タ
イ
ン
(
冨
・

ω

〈
白
ロ
〉

z
qロ
巾
)
の
主
張
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
に
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
支
配
以
前
に
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
者
が
独
自
の
訴
訟
制
度
を
持
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
公
衆
訴
追
の
概
念
と
、
地
域
(
地
方
)
の
訴
追
官
の
概
念

を
植
民
地
に
も
た
ら
し
た
、
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響

を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
従
来
の
接
合
説
や
導
入
説
の
短
所
を
補
い
、
批
判

を
回
避
し
え
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
植
民
地
時
代
に
訴
追
官

が
既
に
存
在
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
の
影
響
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
∞
円
F
O
E
(
シ
ャ
ウ
ト
)
と
呼

ば
れ
る
訴
追
官
が
オ
ラ
ン
ダ
の
各
コ
ロ
ニ
ー
に
存
在
し
た
と
い
う
事
実

が
、
地
方
の
訴
追
官
と
い
う
ア
メ
リ
カ
検
察
官
の
基
本
的
性
格
に
も
合
致

す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
℃
己
主
斥
胃

S
R
5
2
と
い
う
形
の
訴
追
官
が
既
に
コ

モ
ン
・
ロ

l
の
中
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
主
張
が
登
場
し
た
。
厳
密
に

言
え
ば
、
非
慣
習
法
の
影
響
を
強
調
す
る
の
が
導
入
説
の
論
旨
で
あ
る
か

2 

ら
、
こ
れ
は
新
・
導
入
説
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
三

年
に
、
こ
の
提
唱
者
で
あ
る
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
(
』
・
国

-rsmσ
巴
ロ
)
教
授

は
、
英
米
法
に
お
け
る
検
察
官
の
姿
は
チ
ュ

1
ダ
1
王
朝
期
(
一
四
八
五

|
二
ハ

O
三
年
)
に
整
然
と
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
説
き
、
そ
れ
は
治

安
判
事
(
』
己
注

2
え
任
巾
司
巾
同
門
巾
一

J
P
)
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た

主
言
明
し
た
。
そ
し
て
チ
ュ

1
ダ
1
期
の
刑
事
手
続
は
大
陸
の
札
問
手
続

の
受
容
で
は
な
く
、
メ
ア
リ
l
王
時
代
(
一
五
五
三
年
|
一
五
五
八
年
)

に
形
成
さ
れ
た
治
安
判
事

(
J
P
)
の
訴
追
機
能
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

こ
と
を
指
摘
し
、
従
来
の
諸
説
に
反
論
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
の
成
果
を
取
入
れ
た
形
で
、
接
合
説
と
の

整
合
を
図
っ
た
の
は
、
ニ
ス
マ
ン
(
ロ

-
E
-
z
-
Z
B出
ロ
)
で
あ
る
。
彼
は
、

ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
は
「
訴
追
J
P
の
義
務
と

A
G
の
権
限
と
が
結
び
付

け
ら
れ
て
生
れ
た
」
と
主
張
し
た
。
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〈
四
〉
複
合
説
・
発
達
説

-
こ
れ
ま
で
概
観
さ
れ
た
よ
う
に
、
法
制
史
研
究
の
成
果
を
あ
る
程

度
踏
ま
え
た
論
者
の
登
場
に
よ
っ
て
新
た
な
理
論
構
成
の
必
要
が
生
じ
、

包
括
的
な
見
解
を
打
出
す
学
説
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
一
つ
が
ク
レ
ス
(
}
冨
・
関
耳
目
印
)
教
授
に
代
表
さ
れ
る
「
複
合

説
」
で
あ
る
。
同
教
授
は
、

N
C
L
O
E
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
、
ラ
ン
グ
パ



合衆国検察官制度成立史序説

イ
ン
教
授
、
と
い
っ
た
諸
々
の
導
入
説
に
検
討
を
加
え
た
上
で
、
ア
メ
リ

カ
の
検
察
官
は
こ
れ
ら
の
民
族
的
複
合
体
(
巾
丹
F
E
n
sロ
m
Z
5
2巳
巾
)
で

あ
る
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
独
立
期
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
国
王
の
代
官
の
導
入
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
に
根
付
い
て
い
た

∞
与
。
三
と
い
う
官
吏
訴
追
の
概
念
の
導
入
、
お
よ
び
コ
モ
ン
・
ロ

1
に
内

在
し
て
い
た
匂
ロ
E
R
胃
2
2
z
Z円
の
影
響
が
新
大
陸
に
お
い
て
結
合
し

た
、
と
要
約
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
単
な
る
結
合
と
定
義
し
な
が
ら
も
、
右

の
様
々
な
要
素
を
排
斥
す
る
こ
と
な
く
受
入
れ
て
い
っ
た
発
達
の
過
程
が

明
確
に
は
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

2

そ
こ
で
こ
の
ク
レ
ス
教
授
の
包
括
的
な
見
解
に
立
ち
つ
つ
、
さ
ら

な
る
展
開
を
試
み
た
の
が
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史

G
O
B
円

Egσ
可
)
の
著

作
で
あ
る
。
女
史
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
検
察
官
制
度
成
立
史

に
関
す
る
多
く
の
論
稿
を
分
析
し
た
上
で
、
機
能
的
な
分
析
に
止
ま
る
こ

と
な
く
、
歴
史
的
、
社
会
的
傾
向
の
分
析
が
必
要
な
こ
と
を
強
く
述
べ
、

ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
は
三
五

0
年
間
の
発
達
の
過
程
で
変
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
「
社
会
、
政
治
の
発
展
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
」
と
位
置

付
け
た
。

す
な
わ
ち
、
ク
レ
ス
教
授
の
複
合
説
は
、
要
素
の
結
合
と
い
う
新
た
な

(
お
)

視
野
を
提
示
し
た
に
止
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
独
自
の
も
の
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
に
ま
で
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
、

こ
の
過
程
に
対
す
る
適
切
な
描
写
は
か
発
達
(
巾
〈

o-E芯
ロ
)

4

で
あ
る
と
し

て
視
座
の
転
換
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。

3
こ
の
発
達
説
の
登
場
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
凌
駕
さ
れ
、

一
応
の
視
座
が
完
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
こ
の
発
達
説
に
も
、

未
だ
発
達
過
程
へ
の
論
究
の
不
可
欠
な
部
分
を
多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
比
較
法
的
視
角
を
含
ん
だ
法
制
史
研
究
に
よ
る
裏
付
け
、

政
治
史
、
社
会
史
的
な
論
証
を
踏
ま
え
た
非
常
に
視
野
の
広
い
考
察
に

よ
っ
て
立
つ
こ
の
「
発
達
説
」
の
見
地
情
適
確
な
制
度
史
分
析
へ
の
方

法
論
を
有
し
て
お
り
、
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。
本
稿
も
、
歴
史
過
程
の
分
析
を
行
う
以
上
、
「
発
達
説
」
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
合
衆
国
に
お
け
る
検
察
官
制
度
の
成
果
を
参
考
に
し
、
そ
の
視

座
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
し
た
。

1 

ア
メ
リ
カ
に
は
、
英
法
で
の
戸
問
。
Z
河
〉
U
N
-
z
o
きの
N
w

〉
回
目
印
・

、H，
O
悶

〈

。

司

開

Z
O
F目
的
国
わ
回
目

g
E〉
戸

戸

〉

者

〉

Z
U
目
、
『
印
〉
ロ

ζ
2
5

叶
同
〉
v

寸円
O
Z
司
同

O
Z
H吋
印
。

(
H
S
∞
)
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
刑
事
法
・

刑
事
司
法
史
の
著
作
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
七

0
年
代
以
降

こ
の
分
野
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

の
下
で
比
較
的
有
用
な
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ

北法39(4・91)919 
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つ
o 

ω量
百
戸
当
戸
自
国
・
可
申

C
E同
』
己
印
叶

HEl--〉
E
2
2〈

。
司
〉
玄
何
回
出
〔
川
〉
z
n
E冨
-
Z
〉
戸
』
己
回
、
コ
ロ
開
(
]
{
坦
∞
。
)
・
∞
同
〉
U
F
岡山ペ

ハ
U
出〉
2
2
・
。
E
Y両日
Z
〉
戸
】
己
印
ゴ
打
開
同
甲
山
門
U
C
F
O
Z
H
〉
戸
〉
玄
何
回
目

n
p

回目。∞
l
z
a
c
(
巴∞ω)・

(
2
)

川
口
光
太
郎
『
英
米
の
検
察
制
度
に
つ
い
て
』
司
法
研
究
三
五

巻
一
号
(
一
九
四
七
)
五
九
頁
以
下
、
伊
藤
正
己
・
木
下
毅
『
新

版
ア
メ
リ
カ
法
入
門
』
(
一
九
八
四
年
)
二

O
四
頁
以
下
等
。

(
3
)
m
o
m
n
O開
旬
。
c
z
u
・
(UE冨
-
Z
〉
F

』C
印同，
R
何回
Z

〉
冨
何
回
目
。
k
f

5
0
|
(
E
N
S
・

但
し
、
彼
は
検
察
官
の
政
治
的
性
格
が
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
生
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
に
イ

ギ
リ
ス
か
ら
の
伝
承
を
説
く
初
期
の
見
解
と
し
て
、
冨
【
印
的
。
口
問
【

【
い
回
目
玄
開
わ
。
玄
富
山
田

-2・
Z
H
m
g
c
E
何回目

5
ω
E〈
開
〈
(
同
由
民
)

が
あ
る
。

(
4
)

∞
・
〉
'
の
月
O
印問山富〉
Z
-

吋
回
開
旬
開
C
m
開(
U
C
叶。悶
-
H
ω
l
H印

(ES)、
な
お
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
訴
追
制
度
一
般
に
つ
い
て
は
、

〉
・
わ
・
4

司ユ

mz・
、
『
ha円
pn3.ssh之
、
‘
、
。
町
内
を
さ
・
会

F
・
C

M
N
同〈・

ω
N品
1
1
(
E
N
∞
)
参
照
。

(
5
)
Z〉
d
o
z〉F
円
。
忌
玄
抗
出
向
。
z
。
z
円k
F

君
。
∞
印
何
回
〈
〉
Z
の
同
〉
Z
U

開
Z
明。同(リ虫色
Z
叶(宮巾
H-mE
白内庁巾
H・2
円巾門目白田
Z
(
U
F
O何
Y
H
N
何回》。回、吋

O
Z

旬開。印

REd-oz、吋
(
H
S
H
)
・
こ
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
『
合
衆
検
察
官
概
念
の
発
展
』
|
l
二

O
世
紀
に
お
け
る
合
衆
国

検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
』
北
大
論
集
三
七
巻
六
号
ご
九
八
六
)

一
章
一
節
参
照
。

(6)

例
え
ば
、
川
口
前
掲
註

(
2
)
日
Iω
頁
は
、

N
C
L
O
E
の

レ
ポ
ー
ト
を
引
用
し
て
職
権
訴
追
主
義
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
継
受

と
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
の
離
脱
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
三
井
誠
「
検
察
官
|
|
ア
メ
リ
カ
」
比
較
法
研
究
三

八
巻
(
一
九
七
七
)
六
四
六
五
頁
参
照
。

(7)

田
村
豊
「
ア
メ
リ
カ
に
珍
け
る
訴
追
制
度

ω」
佐
賀
法
学
二
巻

二
号
(
一
九
五
四
)
二
七
八
頁
。

北法39(4・92)920

(8) 
検
察
研
究
所
『
ア
メ
リ
カ
の
司
法
制
度
と
検
察
の
運
用
状
況
』

検
察
研
究
資
料
三
五
、
四
二
頁
ご
九
五
二
は
か
ア
メ
リ
カ
的
。

な
も
の
の
存
在
を
指
摘
し
、
川
口
前
掲
論
文
に
比
判
的
で
あ
る
。

前
節
〈
一
〉

1
1
3
参
照
の
こ
と
。

「
地
方
性
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
次
節
参
照
。
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ

て
A
G
は
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
国
王
の
代
官
は
、
共
に
王

の
官
吏
と
し
て
地
方
性
を
有
す
る
こ
と
な
く
、
地
域
と
関
係
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

(9) 

(
叩
)
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ス
タ
イ
ン
や
モ

1
レ
イ
(
註
(
お
)
参
照
)
を
引
い
て
イ
ギ
リ
ス

か
ら
の
分
化
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
明
-
t
弓
・
宮
目
門
戸
何
回
・

可問。印開【
UC叶向。
z-
印品(]戸由品由)・

(
お
)

(
部
)

(
幻
)

(
却
)

』〉(リ。目
J

子

NWRhv『
hN
口。
H
m
w
N
N
・白同品・

〉-印門可ロ
?
h
N
h』守司ぬロ
O
同角川同]ケ間同

Hω
印・

旬
、
・
同
門
同
ω
九日・

』
。
『
ロ
ロ
戸
釦
ロ
mσ
巾-
P
M
1
P
町
。
ミ
町
ミ
的
。
」
「
、
廷
内
に
札
口
町
、
司
、
。
同
町
内
定
'

芯
司
、
ミ
向
。
S
3
N
o
s
h
h
N
8
・
ロ
〉
冨
・
』
・
。
司
門
・
回
目
印
叶
・

ω
ロ
l

(
H

喧吋
ω)
一』。出
Z
国
.
戸
〉
Z
の
回
国
2
・回以問。印貝
u
c
d
z
o
n回目冨何回
Z

叶
民
開
河
何
日
4

〉
-mm〉
Z
門戸

ω十
l
A
H
印(回申吋品)・

(
却
)
仇
町
m
h
S柏
町
ミ
~
守
・
出
。
F
U
m当。問、
H
，
F
A
H

回目印、吋
021
。
司
肘
Z
C
E印出

戸
〉
者
印
N
∞
|
坦
(
同
市
wmm)
・

(
却
)
円
、
回
口
問
σ巴ロ
-
Sも
ミ
ロ
c
g
N∞・何回同

ωNAP-

(但

)

0
・
冨

-za印
F
E
z
-
吋
E
w
司

m
o
m開
(UC叶
5

2
司

c
z
n
↓-
0
2
・
A
F

(]戸由∞
M
)

・

(
認
)
}
冨
・
穴
括
的
目
・
、
司
、
。

hs訟
お
お
丸
、
w
d
R
S
H
札口。戸品
Nω
〉
Z
Z
〉
Fm

。
司
叶
回
開
〉
冨
何
回
出
円
U〉
Z
〉
(U〉口開]孟
J円
。
司
句
。
巳
叶
問
。
印
〉
z
u
ω
C
C
〉
F

ω口開
Z
(
い開・坦坦
-

H

O

A

F

(

]

忘吋岱)・

(
お
)
』
号
、
・
ま
た
モ

l
レ
イ
も
検
察
官
の
大
き
な
権
限
を
描
く
に
際

し
て
、
そ
の
複
合
的
な
性
格
を
表
し
て
い
た
一
人
で
あ
ろ
う
。
寸
彼

は
一
人
で
警
察
で
あ
り
、
検
察
官
で
あ
り
、
治
安
判
事
(
旨
白

mu・

可
呉
巾
)
で
あ
り
、
大
陪
審
で
あ
り
、
小
陪
審
で
あ
り
、
そ
し
て
判

事
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
冨
。
E
Jヘ-
M
》

O
口
三
日
〉
z
u
h
E
E

北法39(4・94)922

zkFF
旬開
o
m
R
C己
o
z
-
豆
(
E
N
S
・
冨
戸
日
間

-sybロ
。
芯

N
P

出
昨
日
に
拠
る
。

(
M
A
)

』

R
O
E
-
印刷も

s
g
g
N
N
-
丘
町
・

(
お
)
句
、
i

白
片
品
・
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
思
想
的
背
景
を
ジ
ャ
コ

ビ
1
女
史
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
「
ソ

1
シ
ヤ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ

ニ
ズ
ム
」
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
(
こ
の
点
、

R
・
ホ
フ
ス
タ
タ

l

『
ア
メ
リ
カ
の
社
会
進
化
思
想
』
(
後
藤
昭
次
訳
)
(
一
九
七
三
)

を
参
照
刀
法
思
想
と
ソ

l
シ
ヤ
ル
・
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
関
連
に

つ
い
て
は
、
伊
藤
正
己
・
田
島
裕
『
英
米
法
』
(
一
九
八
五
)
四

O

六
頁
参
照
。
更
に
、
「
発
達
説
」
の
史
学
的
基
盤
と
し
て
は
、
例
え

ば
タ
l
ナ
!
の
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
学
説
」
の
影
響
が

見
受
け
ら
れ
る
。
ロ
ス
コ

l
・
バ
ウ
ン
ド
も
こ
の
影
響
を
受
け
た

一
人
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
中
屋
健
一
『
ア
メ

リ
カ
史
研
究
入
門
』
(
一
九
六
八
)
五
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
話
)
例
え
ば
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
に
よ
れ
ば
、
ク
レ
ス
教
授
の
主
張
す

る
要
素
に
見
当
た
ら
な
い
も
の

l

|
行
政
の
他
か
ら
監
督
を
受

け
な
い
地
位
、
公
選
に
よ
る
地
位
、
広
い
裁
量
権
ー
ー
ー
が
挙
げ
ら



(
幻
)

(
犯
)

れ
て
い
る
。
句
、
・
巳
日
・
更
に
ミ
ラ

l
教
授
に
よ
っ
て
も
、
「
(
ア
メ

リ
カ
の
)
検
察
官
の
殆
ど
の
制
度
は
、
広
く
ア
メ
リ
カ
の
発
明
で

あ
る
L

と
さ
れ
て
い
る
。
冨
-
F
E
F
長
守
、
む
ロ
o
Z
N
h
・白押印品・

』
〉
{UC
∞J子
的
N
h
h
v
『
ぬ
ロ
。
一
行
巾
N
N
・国門品・

同
様
の
視
座
が
ア
メ
リ
カ
法
研
究
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説

く
も
の
と
し
て
、
伊
藤
・
木
下
前
掲
註

(
2
)
二
三
八
|
九
頁
参

照。
8

[

ア
メ
リ
カ
の
]
法
制
度
を
そ
の
国
の
歴
史
的
、
政
治
的
、

経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
諸
条
件
の
な
か
に
位
置
付
け
る
と
と

も
に
、
他
面
そ
れ
を
一
つ
の
[
生
き
た
]
総
合
体
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
と
す
る
。
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
へ
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
書
評
が
参
考
に
な
ろ
う
。
回
c
c
r
河
町
三
巾
d
F
M
3
t

k
F
S
ミ
ss
写
g
n
S
Nミ
~
h
ω
g
R吾
、
可
ミ
S
H見
守
・
争
、
・
同
町
・

L
E
S
F官
、
芯
富
岡
n
z
-
F・
閉
山
開
〈
-
-
巴
由
(
呂
∞
-
)

合衆国検察官制度成立史序説

第
三
節

特
徴

で
は
、
独
立
期
ま
で
に
見
ら
れ
る
合
衆
国
検
察
官
の
特
徴
を
指
摘
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
的
性
格
の
分
析
の
ま
と
め
と
代
え
た
い
。
以
下
の

特
徴
は
、
検
察
官
の
発
生
期
か
ら
成
立
期
に
か
け
て
ほ
ぽ
ア
メ
リ
カ
に
固

有
の
も
の
と
し
て
定
着
し
た
特
質
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
発
展
期
、
完
成

期
に
も
そ
の
影
響
を
弱
め
る
こ
と
な
く
、
新
た
な
る
発
展
の
土
台
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
一
〉
地
方
(
地
域
)
性

1

前
節
に
お
い
て
学
説
の
展
開
か
ら
学
ん
だ
知
く
、
接
合
説
が
そ
の

限
界
を
露
呈
し
た
の
は
、

A
G
ゃ
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
の
代
官
と
い
っ
た

官
吏
が
、
ロ
ー
カ
ル
の
官
更
で
あ
る
郡
検
察
官
の
持
つ
「
地
方
(
地
域
)

性
」
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
ロ
ー
カ
ル
の
官
更
で
あ
る
か
ら
地
方
性
、
地
域
性

が
あ
る
、
と
い
う
単
純
な
構
図
以
上
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
勿
論
、

第
一
節
で
の
歴
史
的
事
実
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
新
大
陸
に
お
い

て
検
察
官
が
初
め
て
出
現
し
た
の
は
国
家
の
成
立
時
に
お
い
て
で
は
な

く
、
ロ
ー
カ
ル
(
各
コ
ロ
ニ
ー
)
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
ロ
ー
カ
ル

に
現
わ
れ
た
検
察
官
に
固
有
の
現
象
が
地
域
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
か
か
る
特
徴
が
引
出
さ
れ
得
る
と
吾
首
え
よ
う
。

2

例
え
ば
一
六
八
六
年
の
パ

l
リ
ン
ト
ン
に
、
一
六
六
二
年
の
ハ

i

ト
フ
ォ
ー
ド
に
現
わ
れ
た
検
察
官
は
、
ま
た
一
七

O
四
年
に
制
定
法
上
初

め
て
定
め
ら
れ
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
、
更
に
一
七
一
一
年
の
ヴ
ァ

1
ジ
ニ

ア
の
検
察
官
は
、
い
ず
れ
も
地
方
の
官
更
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
地
域
管
轄

の
中
で
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
吾
首
う
ま
で
も
な

北法39(4・95)923 
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く
、
イ
ギ
リ
ス
の
王
政
の
支
配
下
で
あ
る
コ
ロ
ニ
ー
が
尽
き

5
3
と
い
う

語
を
用
い
た
の
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
成
文
法
中
に
見
ら
れ
る
如
く
、
か
女
王

の
代
理
人
(
国
広

R
ロ
ミ
問
。
ユ

Z
C
Z
2ロ
)
。
と
い
う
概
念
の
(
イ
ギ
リ
ス

(6) 

の
A
G
か
ら
の
)
継
承
を
意
味
し
て
い
る
、
同
様
に
一
六
八
六
年
ヴ
ァ

1

(
7
)
 

ジ
ニ
ア
各
地
に
広
告
口
々
巳
門

0
3
3
が
置
か
れ
た
の
も
、

A
G
の
代
官
と

し
て
で
あ
っ
て
、

A
G
が
も
と
も
と
王
の
代
理
人
を
意
味
し
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
を
移
植
し
た
新
大
陸
で
は
「
王
」
と

い
っ
て
も
海
の
向
う
の
抽
象
的
な
君
主
で
あ
り
、
植
民
地
の
秩
序
維
持
が

そ
う
い
っ
た
抽
象
的
概
念
の
為
に
保
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
様
な
思
考

は
根
付
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
分
た
ち
の
コ
ロ
ニ
ー
の
秩
序

は
自
分
た
ち
の
為
に
守
っ
て
い
く
、
と
い
っ
た
開
拓
時
代
特
有
の
自
治
精

神
が
民
衆
の
意
識
に
強
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

地
方
に
多
い
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
制
度
が
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
中
心
と

し
た
街
の
自
治
意
識
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

3

更
に
こ
の
自
治
意
識
が
発
達
し
た
、
地
方
分
権
主
義
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
地
域
の
統
治
原
理
の
発
達
を
促
し
、
中
央
集
権
的
支
配
を
嫌
う
考
え

方
が
一
層
検
察
官
の
地
方
性
を
押
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ロ

ニー
ι

に
お
い
て
、
犯
罪
に
対
す
る
罰
金
を
植
民
地
政
府
が
独
自
の
財
源
の

一
つ
と
見
な
し
た
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
植
民
地
政
府
は
、
私
人
訴
追
に

よ
る
私
人
間
の
解
決
よ
り
も
訴
追
官
に
よ
る
法
違
反
へ
の
罰
金
収
入
の
途

を
好
み
、
そ
れ
を
地
方
自
治
の
基
盤
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
地
方
性
(
ま
た
は
地
方
分
権
主
義
)
の
貫
徹
は
、
独
立
戦
争
を
終

え
て
成
立
期
に
入
り
、
連
邦
検
察
制
度
の
誕
生
の
際
に
も
各
地
区
に
置
か

れ
た

D
A
へ
の
統
制
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
階
層
性
、
組
織
性

が
現
わ
れ
る
の
も
一
九
世
紀
後
半
に
待
た
な
け
れ
が
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
、
等
か
ら
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

4

確
か
に
ア
メ
リ
カ
は
官
吏
訴
追
の
途
を
採
っ
た
け
れ
ど
も
、
ア
メ

リ
カ
固
有
の
検
察
官
制
度
は
、

A
G
や
国
王
の
代
官
と
い
っ
た
王
に
任
じ

ら
れ
た
官
史
の
性
格
に
比
べ
て
極
め
て
地
方
的
な
色
彩
を
濃
く
し
た
の
で

あ
る
。
州
都
(
当
時
は
ま
だ
邦
の
首
都
で
あ
る
が
)
に
お
い
て
大
陪
審
を

開
く
こ
と
の
地
理
的
な
困
難
さ
か
ら
、

北法39(4・96)924

一
七
一
一
年
ヴ
ァ

1
ジ
ニ
ア
で

A

G
の
代
理
(
骨
℃
口
々
回
門
件
。

gm可
)
が
、
全
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
全
て
の

刑
事
事
件
に
関
与
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
地
方
性
を
象
徴
す
る
出
来
事
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
広
大
な
管
轄
を
有
す
る
植
民
地
、
ひ
い
て
は
新
大

陸
固
有
の
状
況
が
地
方
性
を
持
っ
た
訴
追
形
態
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
地
理
的
必
然
性
が
検
察
官
制
度

の
選
択
を
促
し
、
寸
地
方
性
」
と
い
う
特
質
を
有
す
る
結
果
と
な
っ
た
、
と

も
言
え
る
の
で
あ
る
。



〈
二
〉
独
立
性

1

成
立
期
の
検
察
官
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
「
独
立
性
」

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
独
立
性
と
は
、
単
に
そ
の
個
々
の
地
位

や
権
限
、
機
能
を
指
す
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
地
方
性
」
と
一
体
と
な
っ

て
そ
の
職
に
固
有
の
性
格
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
接
合
説
や
導
入
説
の
論
者
の
言
う
と
こ
ろ
の
、

A
G
や
フ
ラ

合衆国検察官制度成立史序説

ン
ス
の
国
王
の
代
官
も
皆
そ
の
母
国
で
は
王
の
任
命
に
拠
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
各
職
制
に
お
け
る
統
制
的
性
格
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
植
民
地
で
は
、
前
項
で
見
た
「
地
方
性
L

を
指
し
示
す
事
象
、
す

な
わ
ち
タ
ウ
ン
や
カ
ウ
ン
テ
ィ
か
ら
個
々
に
訴
追
官
が
選
ば
れ
て
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
勿
論
知
事
、
裁
判
所
な
い
し
本
国
に
よ
っ
て

A
G
が
任
じ

ら
れ
た
コ
ロ
ニ
ー
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
個
々
の
え

Z
S巾
可
は
自
ら
そ

の
管
轄
内
で
全
事
件
を
訴
追
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
自
己
の
裁

量
に
よ
っ
て
訴
追
を
取
下
げ
る
こ
と
も
可
能
な
官
吏
で
あ
っ
出
v

2

こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
に
加
え
て
、
独
立
以
後
も
ロ
ー
カ
ル
で
は
、

A
G
の
監
督
、
統
制
を
受
け
な
い
地
方
検
察
官

(
D
A
)
が
、
ま
た
連
邦

に
あ
っ
て
も
司
法
長
官

(
A
G
)
に
よ
る
実
質
的
統
制
を
持
た
な
い
各
地

区
の

D
A
が
誕
生
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
検
察
制
度
の
導
入
と
い
う
見

解
へ
の
大
き
な
疑
問
の
一
つ
と
な
る
独
立
性
の
問
題
ー
!
す
な
わ
ち
独

立
性
あ
る
検
察
制
度
|
|
は
、
か
か
る
非
階
級
構
造
的
な
制
度
の
存
在
を

通
し
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ま
た
、
一
九
世
紀
以
降

の
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
で
始
ま
っ
た
「
公
選
制
」

が
、
こ
れ
を
よ
り
強
化
し
た
と
=
言
え
よ
う
。

右
独
立
性
は
、
ま
さ
に
前
項
で
述
べ
ら
れ
た
地
方
分
権
の
実
質
的
保
障

と
し
て
の
帰
結
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
独
立
性
を
持
た
な
い
地
方
官
更
は
、

各
地
区
に
振
分
け
ら
れ
た
中
央
派
遣
の
名
目
的
な
官
吏
と
同
じ
も
の
と
な

り
、
地
方
分
権
に
由
来
し
な
い
独
立
性
は
、
単
な
る
専
断
的
な
法
執
行
に

止
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
様
に
地
方
性
と
独
立
性
と
を
合
せ

持
っ
た
検
察
官
こ
そ
が
、
大
陸
法
や
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
官
吏
の
概
念
と

の
相
違
を
提
示
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
特
質
を
認
識
す
る
時
に
初

め
て
合
衆
国
の
訴
追
制
度
や
そ
れ
を
支
え
る
理
念
と
い
っ
た
も
の
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

(
1
)
 
第
二
節
〈
一
〉
参
照
。

第
一
節
〈
一
〉
参
照
。

向
上
、
並
び
に
註

(
2
)
(
3
)
参
照
。

同
上
、
並
び
に
註

(
4
)
参
照
。

例
え
ば
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
で
の
A
G
は
P

彼
ら
の
任
じ
た
代

理
官

(
a
m
E
Q
)
を
通
じ
て
個
々
の

8
5
q
で
の
犯
罪
の
訴
追
を

扱
っ
た
の
で
あ
り
(
}
』
・
同
M
O
由巾江口問・

h
b、
。
凡
ミ
ミ
み
き
さ
。
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研究ノート

。SHRNW6~ぱ
hvむ
さ
ミ
、
芯
九
お
も
同

amh同
町
お
お
町
恒
町
内
号
、

b札
WHえ円
H
h
H
H
O下

6 

smq-ωω
、H，E
弔問
h

F
・
O
-
吋
∞
・
∞
ω
(
呂町山
V

)

・
)
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
に

お
い
て
も
一
七
三

O
年
に
は
か
個
々
の

g
c口
々
で
は
一
人
の
王

の
代
理
人
が
い
る
べ
き
で
、
そ
う
し
た
白
3
0
2巾
可
が
、
任
じ
ら
れ

る

g
zロ
ミ
で
王
の
為
に
全
て
の
事
件
を
弁
護
し
、
取
扱
う
の
で

あ
る
。
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
(
叶
円
♀

8
・
H
N
2
・
N
∞0
・
ぎ
・

同》一円}内巾円?同
3』
W

向
。
、
刊
内
向
矢
、
司
、
。
M
町

S
R
O
司、
s
n
o
s
w
N
hミ
片
足
ケ
コ
』
・

(い回目冨
-
F
・
ω品∞・

ω印
N
(
E
N
E
)

に
拠
る
。
)
|
|
傍
線
筆
者

第
一
節
註
(
日
)
の
口
定
〉
わ
吋
参
照
。

第
一
節
註

(
4
)
参
照
。

7 8 

』
・
開
・
』
〉
【
リ
O

∞J子
、
H，Z
開
〉
冨
何
回
目
わ
〉
Z

H
》問。印刷
n
c叶
O
同
・
同
日

(
]
戸
市
町
∞

O
)

ミ
・
見
広
・
こ
の
点
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
の
見
解
は
か
自
治
と
独

立
の
精
神
は
、
植
民
地
の
生
活
を
支
配
し
て
い
た
u

の
で
あ
り
、

か
よ
り
以
上
の
自
治
と
独
立
の
欲
求
が
、
地
方
の
法
廷
の
概
念
を

強
め
る
領
地
の
拡
張
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
、
特
に
地
方
検
察
官
の

形
態
を
支
え
た
。
と
し
て
い
る
。

(
叩
)
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
の
優
れ
た
点
を
指
摘

し
て
い
る
の
は
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
一
九

頁
以
下
(
一
九
六
八
)
、
田
中
教
授
の
表
現
で
は

y
自
治
の
最
良
の

(9) 

学
校
。
で
あ
っ
た
。
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
制
に
つ
い
て
は
、
邦
語
に
よ

る
も
の
と
し
て
、
そ
の
土
地
所
有
制
度
に
つ
き
、
平
出
宣
道
「
タ

ウ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
研
究

(
1
1
5
)
」
明
治
学
院
論
叢
三
八
四

O
、
四
四
、
四
六
巻
(
一
九
五
五
五
七
)
、
政
治
学
的
視
点
か
ら

渋
谷
浩
「
初
期
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
植
民
地
の
政
治
社
会
論

(
上
ご
法
学
研
究
(
明
治
学
院
)
ニ
八
巻
(
一
九
八
二
)
、
一
般

的
な
も
の
で
は
中
村
勝
己
「
一
七
世
紀
末
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
一
タ
ウ
ン
に
つ
い
て
」
三
田
学
会
雑
誌
五
二
巻
一

O
号
(
一
九

五
二
)
、
同
「
植
民
地
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
一
タ
ウ
ン
に
つ
い

て
」
同
六
二
巻
一
。
、
一
一
号
二
九
六
九
)
を
参
照
。
欧
文
で

は
、
例
え
ば
ロ

1
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
を
取
扱
っ

た
、
〉
-
冨
・
開
白
円
。
ロ
・
同
コ
君

b
g
h
h
o玄
柏
町
唱
え
ミ

H
b
h
L
E
h
E
.
b
~

め
い
伝
尽
き

S
M
gむ
丸
町

bhbsh戸

Z
Jへ
〉

E
F
-
-
z∞
(EC品
)
参

照。

(
日
)

北法39(4・98)926

地
方
分
権
的
性
格
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
独
立
の
際
に
邦
(
コ

ロ
ニ
ー
)
の
連
合
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
も

現
れ
て
い
よ
う
。
一
七
七
六
年
の
連
合
規
約
(
〉
ス

E
B
え

の
。
丘
包
巾
自
己
O
ロ
)
と
い
う
名
称
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
邦
の
主

体
性
を
失
う
こ
と
な
く
一
つ
の
連
邦
国
家
を
形
成
し
た
の
で
あ

り
、
こ
の
規
約
で
は
各
邦
の
主
権
、
自
由
、
独
立
を
尊
重
し
な
が



ら
、
中
央
政
府
の
徴
税
権
、
通
商
規
制
権
、
常
備
軍
の
保
持
等
を

禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
連
合
規
約
は
、
一
七
八
一
年
、
メ
リ
l
ラ

ン
ド
の
批
准
を
も
っ
て
発
効
に
至
っ
た
。
清
水
博
編
『
ア
メ
リ
カ

史
』
七
五
|
七
六
頁
(
一
九
六
九
)
、
田
中
前
掲
註
(
叩
)
九
五
頁

以
下
参
照
。

合衆国検察官制度成立史序説

(
ロ
)
』
〉
【
UO回J
子
的
N
h
h
w
S

ロ。丹巾∞・白同同町山・

(日

)
3
R
ま
た
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
、
現
在
で
も
ロ
ー
カ
ル
の
検
察

官
の
地
方
性
を
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
公
選
制
(
二
章
四
節

〈
一
ニ
〉
参
照
)
と
、
ロ
ー
カ
ル
の
行
政
に
よ
る
検
察
官
の
財
政
的

基
盤
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
収
入
・
支
出
の
べ
|
ス
が
地
方

に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
地
方
性
を
実
効
せ
し
め
る
要
因
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
』
ミ
・
同
門
}
内
出
・
但
し
、
近
時
、
私
人
訴
追
主
義
は

そ
れ
ほ
ど
容
易
に
姿
を
消
さ
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ

る
。
〉
・

ω
Z
Z
σ
q
m
-
』サ司、。苦曲、
3.SH町
、
さ
h
m
g
H
F
U
S
H
O
E
S

NHS
寝
室
ahhn-3.さ.おお~宇
g
n
s
S
F
h
p
h
虫
丸
ミ
円

HAHHO下

回

HG-bsh出
与
さ
ミ
4
g
s
h
h
h丘
町
九
師
向
。
ミ
・
ω
c
m
U
E
冨
何
除
問
〉
何
回
」
Z
目

C
C開

znJ『
A

F

(

]

{

由∞
A
H
)

・

(M)

連
邦
司
法
省
と
い
う
連
邦
検
察
官
を
組
織
化
す
る
試
み
が
成
功

し
た
の
は
一
八
七

O
年
の
こ
と
で
あ
る
。
〉
ロ
〉

2
z
g
g
σ
-
2
F

門
町
巾
巴
巾
℃
白
ユ
ヨ
巾
ロ
件
。
こ
ロ
丘
一
円
タ

E
S
N
N
・
同
∞
弓
・
特
に

ω
2
・
民

参
照
。司

法

省

に

つ

い

て

は

、

}

同

E
出
〈

!
ω
E↓
戸

。開閉》〉局、吋玄開
Z
叶
。
司
】
C
印、
H，R
何
日
同
，
印
国
【
印
、
同
。
河
吋
〉
2
0

司
C
Z
(
U

ぴコ

、H
，E
開

15 

、H
J
C
Z
印・

E
l
(
昌
宏
)
・
国

-
n
c
g
E
z
g
h
w
n・冨〔
U
司
〉
戸
〉
Z
U
・

3
0何回〉
F

』
5
ゴ
白
・
出
∞
|
(
凶
器
吋
)
等
を
参
照
。

A
G
に
つ
い
て
は
二
章
一
節
〈
一
〉
、
フ
ラ
ン
ス
の
司
5
2
5
R

E
s
-
に
つ
い
て
は
二
章
二
節
参
照
。

本
章
一
節
〈
一
〉

2
。
参
照
。

こ
の
点
、
註
(
日
)
に
同
じ
。

D
A
の
任
名
権
者
は
地
方
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
ペ

ン
シ
ル
パ
ニ
ア
で
は
知
事
が
任
命
権
者
で
あ
り
、
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ

で
は

A
G
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
で
は
ロ
ー
カ
ル
の
判
事
、
ヴ
ァ

1
ジ

ニ
ア
に
至
つ
て
は
陪
審
で
あ
っ
た
(
』
〉

g
∞JR-Sも
ミ
ロ
。
芯
∞
・
国
同

N
C
)

。
そ
れ
故
統
一
的
な
組
織
性
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え

る。

D
A
の
任
命
権
を
統
治
の
道
具
と
す
る
に
は
独
立
期
の
各
邦

の
統
治
形
態
は
ま
だ
余
り
に
多
種
多
様
で
あ
り
過
ぎ
た
の
だ
ろ

旨フ。

北法39(4・99)927

(
日
)
(口)
(
日
)

19 

こ
の
点
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
の
代
官
と
の
類
似
点
と
指
摘
す

る
説
も
あ
る
。
一
七

O
四
年
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
巳
Z
5
3
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
た
か
全
て
の
刑
事
犯
を
法
に
お
い
て
訴
追
し
。
と
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い
う
文
言
は
そ
れ
を
表
し
て
い
る
し
(
E
E
F
伺
宰
ミ
ロ
o
Z
印
・

2
出
N
)
、
一
六
六
六
年
に
任
じ
ら
れ
た
メ
リ
l
ラ
ン
ド
の

A
G
、

宅
三
宮
g

h白
Z
R
は
刑
事
訴
追
に
際
し
、
全
刑
事
事
件
に
政
府
の

代
理
と
し
て
出
席
し
た
と
い
う
(
同
河
州
〉
阿
司
ヨ
ν
J
阿
司
戸
同
円
L

〉P白開Fω〉忌冨何田印.門
ο同

〉Z。同司》口Z呂-窃印出P冨由何Z
叶ご-豆Z何〉詰悶戸口吋冨〉晃悶〈戸F〉EZU(戸同呂坦8ω器∞巴
)
.
P
8・

ョ
・
的
基
ミ
ロ
o
S
∞
・
同
門
同
日
に
拠
る
)
。

(
加
)
こ
の
点
に
つ
き
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
と
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
す

る
説
も
あ
る
。
一
七
世
紀
初
頭
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
A
G
は
王

の
法
手
続
の
主
導
者
と
し
て
の
地
位
を
固
め
、
訴
追
の
提
示
に
完

全
な
裁
量
権
を
持
つ
に
至
る
が
宙
開

HE--
同
3
4
M
3
常
h
R
同
ミ

S
O
込
ミ
H
F
句
、
ミ
ミ
ミ
の
き
由
さ
さ
h
S
H
-
N
日
〈
目
問
。
-
z
E
円
?
河
・

5
?
H
2
2
8
∞
)
に
よ
れ
ば
、

A
G
は
百
ロ
m.凹
ω
叩ユ
g
E
(
王

の
弁
護
人
)
と
の
主
導
権
争
い
に
勝
ち
、
一
六

O
四
年
か
ら
そ
の

地
位
を
得
る
に
至
っ
た
と
い
う
)
、
植
民
地
で
も
こ
れ
ら
コ
ロ
ニ
ー

の
A
G
の
権
限
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
基
づ
く
、
と
多
く
の
法
廷
が
述

べ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
-
M
E
R
-
5
・
的
基
ミ
ロ
。
円
。
?
忠
告
・

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
に
つ
い
て
は
主
に
巧
戸
口
〉
冨
回
目
〉
宗
・

印
同
，
。
z
-
h
p
h
c豆
沼
田
ι
↓
〉
目
白
山
。
司
斗
回
開
戸
〉
者
m
O
司
何
Z
C
F
〉
Z
U

E
門
的
一
円
出
口
市
コ
2
・
ω
宕
(
昌
司
)
及
び
本
稿
二
章
一
節
〈
一
〉
参

照。

(
幻
)
植
民
地
時
代
の
ロ
ー
カ
ル
の
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
一
節
〈
一
〉

参
照
。
ま
た
、
連
邦
に
お
い
て
も
初
期
に
は
個
々
の
法
廷
が

D
A

を
任
命
し
て
い
た
。
同
町
山
、
・
s
t
v
ミ
ロ
。
E
N
C
・
担
同
H
a
-

邦
文
に
よ
る
合
衆
国
の
植
民
地
法
研
究
は
数
少
な
い
。
特
に
刑

事
法
、
刑
事
司
法
関
係
で
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
な

も
の
で
は
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
前
掲
註
(
叩
)
、

同
『
英
米
法
総
論
(
上
、
下
)
』
(
一
九
八

O
)
一
八
七
頁
以
下
、

伊
藤
正
己
、
木
下
毅
『
新
版
・
ア
メ
リ
カ
法
入
門
』
四
三
頁
以
下

こ
九
八
四
)
が
あ
り
、
刑
事
に
つ
い
て
は
ロ
ス
コ
l
・
バ
ウ
ン

ド
、
法
務
府
検
察
研
究
所
編
『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
刑
事
裁
判
』

(
検
察
研
究
所
資
料
二
九
)
(
一
九
五
一
)
が
唯
一
の
も
の
で
は
な

い
か
。
刑
事
法
の
み
な
ら
ず
法
制
史
の
分
野
に
お
い
て
も
空
白
な

部
分
が
多
い
。

九
引
r

川町
h

川町奈川司、ミφJHh〉垣間何回
L
(

リ
明
司
開
門
開
U
F
由
〉
Z
-
〉
回
目
印
、
『
。
河
吋
O
司
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〉
玄
同
回
目
円
い
〉
Z
F
〉
宅
・
ω
H

(
]
で
吋
由

ω)

可

CMMC「
PHN』己目、コ打開

〉

回
目

[fl 

4 
0 
同
4 

C 
可1
[f) 

)> ;J> 
&;::玄
何何

百戸
rコ

E当
(") F: 
問問

呂田

Z
〉
戸
』
c
m叶-〔
U

開
・
]
戸
(
H也
市
山

C
)

一
回
・
(
V
Z
〉
司
-
v
f
h
河
-
g
-
Z
〉
戸

]C印ゴ【
U開
【
z
n
o
F
O
Z
E
F
〉
忌
何
百
円
U
F
]
5
0∞
l
H由
由
。
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第
二
章

合
衆
国
検
察
官
の
沿
革
と
そ
の
要
因

本
章
に
お
い
て
は
合
衆
国
の
検
察
官
が
植
民
地
時
代
に
、
い
か
な
る
過

程
で
、
い
か
な
る
影
響
の
下
に
そ
の
姿
を
現
し
、
地
位
を
確
立
し
、
そ
の

特
質
を
形
成
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
第
一
章
で
主
張
さ
れ
た
諸
説
の

言
う
具
体
的
根
拠
を
検
証
し
つ
つ
、
解
明
す
る
。

第
一
節

イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
影
響

合衆国検察官制度成立史序説

ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
時
代
の
法
制
度
に
最
も
影
響
を
有
し
た
国
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
採
用
は
広
い
範
囲

で
行
わ
れ
、
司
法
制
度
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
検
察
官

制
度
に
も
影
響
を
与
え
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
は
一
七
世
紀
後
半
ま
で
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
へ
の
一
七
三
二
年

と
い
う
例
を
除
い
て
他
の
全
て
の
植
民
地
に
与
白
ス

2
(勅
許
状
)
を
発
し

て
い
た
。
け
れ
ど
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
植
民
地
の
法
制
度
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
支
配
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
々
開
拓
時
代
の
植
民
者
の
設
定
し

た
法
制
度
や
司
法
制
度
を
少
な
か
ら
ず
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
は

一
言
う
も
の
の
、
コ
モ
ン
・
ロ

1
体
系
と
共
に
司
法
制
度
の
定
着
は
イ
ギ
リ

ス
法
の
影
響
で
あ
る
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
「
植
民
地
は
王

(5) 

制
の
前
任
者
を
再
置
し
た
」
と
評
さ
れ
た

A
G
の
設
置
か
ら
も
伺
わ
れ

る
。
本
国
に
お
い
て
王
を
手
続
上
代
理
し
て
い
た

A
G
を
、
コ
ロ
ニ
ー
に

お
い
て
知
事
(
の
0
4
巾
ョ
。
『
)
の
法
的
補
佐
と
し
て
置
く
こ
と
に
よ
り
、
植

民
地
政
府
が
法
的
な
統
制
を
見
習
う
こ
と
を
容
易
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ

(6) 

p

フ。
そ
れ
故
、
従
来
の
ア
メ
リ
カ
検
察
官
の
片
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
司
法
制

度
の
母
国
た
る
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
果
し
て

A
G
は
植
民
地
で
検
察
官
制
度
成
立
に
当
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
布
石
と
な

り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
、
学
説
で
指
摘
さ
れ
た
諸
要
因
を
以
下

に
検
討
し
た
い
。

〈
一
〉
〉

2
2
5

可。
g
qと
(
法
務
総
裁
一

A
G
)

① 

沿
革

A
G
は
元
来
イ
ギ
リ
ス
(
本
論
文
中
の
イ
ギ
リ
ス
と
は
法
制
上
の
イ
ギ

(8) 

リ
ス
、
す
な
わ
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ヴ
ェ
ー
ル
ズ
の
範
囲
を
呈
一
口
う
)
で

生
れ
た
官
更
で
あ
る
。
歴
史
上
最
も
最
初
に

A
G
の
語
が
登
場
し
て
く
る

の
は
一
三
九
八
年
の
・

d
z
u
z
r巾
え

Z
C氏
。
『
べ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

(
9
)
 

お
き
さ
な
h
h
g
n
S門
司
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
王
の
代
理

人
と
い
う
概
念
と
し
て
は
一
二
五
四
年
か
ら
六
八
年
に
か
け
て

F
E吋
2
・

8
骨
∞

g
r
と
い
う
人
物
が
尽
き
を
司
、
さ
之
官
(
王
の
為
の
訴
追
者
)

北法39(4・101)929 
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と
し
て
事
件
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

植
民
地
時
代
の
本
国
イ
ギ
リ
ス
|
|
一
六

1
一
七
世
紀
ー
ー
で
は
、

A
G
は
王
の
為
の
法
手
続
に
主
導
権
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
裁
量
権
を
持

ち
、
全
て
の
国
の
機
関
に
助
一
一
一
口
を
し
、
議
会
に
対
し
て
も
助
言
を
し
て
い

(

日

)

(

ロ

)

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

A
G
も
私
人
訴
追
制
度
の
下
で
は
、
単

に
王
個
人
の
代
理
と
し
て
訴
追
権
を
行
使
す
る
に
止
ま
り
、
重
大
な
犯
罪

に
対
し
て
は
王
の
関
心
事
と
し
て
訴
追
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
そ
こ
に
、
一
般
的
な
公
訴
権
者
、
宮
豆
一
円
胃

B
R
E
Z吋
と
し
て
の
性

格
及
び
、
地
方
性
を
持
ち
地
方
の
管
轄
に
対
し
て
訴
追
を
行
う
官
吏
と
し

て
の
性
格
を

A
G
に
見
出
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
確
か
に
官
吏
に
よ
る

訴
追
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
王
個
人
の
代
理
人
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

②
植
民
地
の
〉
口
。
ョ
弓
の

g
R白
]

1
初
期
の
コ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
三
権
分
立
と
い
っ
た
原
理
や
そ
(M) 

れ
に
基
づ
く
制
度
も
見
ら
れ
ず
、
全
く
原
始
的
、
札
問
的
な
法
廷
で
あ
り
、

私
人
に
よ
る
訴
追
で
あ
っ
た
こ
と
も
法
曹
の
不
存
在
か
ら
容
易
に
推
察
し

{

日

)

(

凶

)

う
る
。
か
か
る
原
初
的
形
態
は
、
徐
々
に
王
政
の
支
配
の
結
果
イ
ギ
リ
ス

の
制
度
の
実
施
へ
と
至
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
植
民
地
に
司
法
制
度
を

与
え
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
の
執
行
権
も
植
民
地
に
与
え
て
い
く
こ
と
に
な

る。

記
録
上
最
初
の

A
G
は
、
一
六
回
三
年
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
に
国
王
の
代

理
人
と
し
て
現
れ
た
。
だ
が
当
時
は
さ
ほ
ど
重
要
な
地
位
を
担
つ
て
は
お

ら
ず
、
助
言
者
的
役
割
に
止
ま
り
、
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
王

の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
時
に
法
廷
に
立
っ
た
。
こ
れ
が
性
質
上
は
イ
ギ
リ

ス
の

A
G
と
同
様
の
義
務
と
権
利
を
持
っ
て
い
た

A
G
の
実
態
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
に
お
い
て

A
G
に
首
都
で
の
居
住
を
義
務
付

(
初
)

け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
六
七

O
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
遠
隔
地

に
お
い
て
彼
の
代
理
官
(
母
匂
ロ
ミ
)
が
必
要
と
さ
れ
始
め
る
の
は
一
六
八

(
幻
)

七
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
頃
に
な
る
ま
で

A
G
の
公
訴
へ
の
関
与
が
求
め
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の

A
G
で
あ
っ
た
〉
丘
町
。
ロ
匂
わ
町
四
円

E
巾
可
の

悲
嘆
に
も
現
れ
て
い
る
。

|
|
何
が
私
の
義
務
で
あ
る
か
分
ら
な
い
し
、
私
の
為
す
べ
き
こ
と
に

つ
い
て
も
他
の
官
吏
が
法
に
よ
っ
て
為
し
、
王
の
代
理
人
に
つ
い
て

(
幻
)

法
は
沈
黙
し
て
い
る
。

こ
れ
は
一
七

O
一
年
の
記
録
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に

A
G
の
無
価
値
さ

と
、
他
の
官
吏
に
よ
る
公
訴
の
遂
行
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

A
G
の
性
格

(
幻
)

は
、
未
だ
イ
ギ
リ
ス
本
国
と
同
様
、
私
人
訴
追
制
度
上
の
概
念
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
多
く
の
裁
判
所
が
。

A
G
の
権
限
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
基
づ
く
。

北法39(4・102)930
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と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
本
国
と

は
異
っ
て
植
民
地
で
は
彼
等
の
出
番
は
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2

と
こ
ろ
が
成
立
期
の
最
後
の
時
期
に
あ
た
る
連
邦
検
察
制
度
の
成

立
が
見
ら
れ
た
時
に
、

A
G
は
合
衆
国
連
邦
政
府
の
官
吏
と
し
て
姿
を
現

し
た
。
そ
の
機
能
は
も
は
や
王
の
代
理
人
と
し
て
で
は
な
く
、
独
立
を
勝

得
た
新
し
い
国
家
の
政
府
の
法
的
代
理
人
と
し
て
で
あ
っ
た
。

一
七
八
九
年
の
』

E
E白
弓
〉
己
(
裁
判
に
関
す
る
法
)
は
、
政
府
の
為

の
法
的
助
言
者
の
役
割
と
、
政
府
に
対
す
る
全
て
の
訴
訟
に
代
理
人
と
し

て
出
席
す
る
事
を
A
G
(司
法
長
官
)
に
求
め
て
い
た
。
た
し
か
に
一
見
、

ク
l
リ
l
教
授
の
言
う
よ
う
に
「
合
衆
国
は
本
国
で
の
前
任
者
を
再
び
置

い
た
」
ょ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
視
点
は
機
能
上
の
重
要
な
点
を
見
逃
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
、
諸

邦
は
そ
の
訴
追
形
態
を
私
人
訴
追
か
ら
検
察
官
(
官
吏
)
訴
追
へ
と
移
行

せ
し
め
て
お
り
、
連
邦
で
も
こ
う
し
た
実
状
を
踏
ま
え
て
、

A
G
は
連
邦

政
府
に
そ
の
代
理
の
客
体
を
置
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
イ

ギ
リ
ス
の

A
G
の
℃
ユ
〈
出
窓
(
私
的
)
な
側
面
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
連

邦
A
G
及
び
ロ
ー
カ
ル
の

D
A
(地
方
検
察
官
)
の
匂
ロ
Z
W
(
公
的
)
な

側
面
と
が
対
比
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
合
衆
国
の
訴
追
制
度
は

匂
ロ
豆
一
円
買

S
R
Z丘
C
ロ
(
公
衆
訴
追
)
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に

A
G
と
い
う
名
称
の
示
す
と
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
!
の

3 

継
承
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
連
邦
の

A
G
は
州
と
は
異
な

り
、
合
衆
国
に
官
吏
訴
追
の
定
着
し
た
時
期
に
生
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

執
行
権
限
が
大
き
い
こ
と
や
内
閣
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
表
面
上

は
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
の
〉
号
o
n
巳

mmロ
m
E
Z
(検
察
長
補
佐
)
や

P
R
R
2吋
札
口
令
色
(
検
事
総
長
)
に
似
て
い
る
こ
と
が
導
入
説
論
者
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の

A
G
が
、
匂
ロ
σ・

ロ
門
的
要
素
を
連
邦
に
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
少
し
無
理
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
に
匂
Z
E
R
的
性
格
を
与
え
、
そ
の
地
方
性
、

独
立
性
を
形
成
せ
し
め
た
の
は
導
入
説
の
雪
国
う
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
に
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
な
い
地

方
の
訴
追
官
の
出
現
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

引
続
き
各
説
の
論
者
の
根
拠
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
い
。

〈
ニ
〉
吉
田
Z
2
0
ご
宮
司

gn巾
(
治
安
判
事
)

訴
追
制
度
に
関
し
て
、
一
般
に
イ
ギ
リ
ス
は
私
人
訴
追
で
あ
り
い
わ
ゆ

る
検
察
官
制
度
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら

は
警
察
訴
追
の
形
態
が
定
着
し
、
訴
追
の
多
く
が
警
察
の
手
に
よ
っ
て
開

始
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
八
七
九
年
、
公
訴
局

長
(
同

Z
E
2
2
2
0同司
z
z
-
n
H
M
8
8
2
Z叶
一
口
早
》
)
の
設
置
以
降
、

北法39(4・103)931
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公
訴
局
に
よ
る
公
訴
提
起
も
行
わ
れ
て
き
た
。
更
に
、
一
九
八
六
年
全
国

的
な
公
訴
制
度
の
実
施
に
む
け
て
の
さ
巧
3
P
S
R
Z
Eヱ
公
訴
官
)
が
置

か
れ
、
統
一
的
な
検
察
制
度
の
整
備
に
踏
み
出
し
て
い
る
。

前
項
で
見
た
よ
う
に

A
G
は
植
民
地
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
で
王
の
代
理
人

と
し
て
そ
の
地
位
を
固
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
地
方
に
お
い
て
重

要
な
司
法
官
吏
は
治
安
判
事

(
J
P
)
で
あ
っ
た
。
元
来
イ
ギ
リ
ス
で
は

ノ
ル
マ
ン
の
征
服
以
後
、
へ
ン
リ
l
一
世
の
時
代
に
大
陪
審
(
告
発
陪
審
)

が
導
入
さ
れ
、
〉
ロ
m
刷
巾
〈
{
ロ
時
代
(
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
時
代
・
一
一
五

四
l
一
三
九
九
年
)
に
は
官
吏
を
求
め
な
い
陪
審
制
度
が
確
立
し
、
私
人

訴
追
に
よ
る
陪
審

H
8
R
-
E
2
5古
関
宮
司
が
一
般
的
に
な
っ
た
が
、
こ

の
制
度
が
一
六
世
紀
に
は
崩
れ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ラ
ン
グ
パ
イ

ン
教
授
は
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
法
史
上
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー
と
呼
ん
で
い
る

け
れ
ど
い
U
V

こ
の
告
発
陪
審
に
代
わ
っ
て
訴
追
機
能
を
担
っ
た
の
が
、
治

安
判
事

(
J
P
)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
イ
ギ
リ
ス
の
治
安
判
事

1

J

P
の
沿
革
は
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
時
代
(
一
三

O
七
|
七
二
年
)

の
各
州
で
選
ば
れ
た

n
5吉
弘

2
宮
町
(
平
和
の
擁
護
者
)
に
遡
る
が
、

J

P
が
実
質
的
に
司
法
機
能
を
与
え
ら
れ
る
の
は
一
三
四
四
年
で
あ
り
、

吉
在
日
。
ご
宮
司
2
2
と
い
う
名
称
は
一
三
六

O
年
の
制
定
法
か
ら
始

ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
任
務
の
管
轄
領
域
は
、
司
法
的
な
も
の
と
行
政
的

な
も
の
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
前
者
と
し
て
は
逮
捕
、
拘
留
、
捜
索
、

紛
争
解
決
等
で
あ
る
、
後
者
と
し
て
は
、
河
川
や
道
路
の
監
督
、
税
の
賦

課
、
旅
券
の
交
付
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
王
の
為
の
治
安
維
持
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
J
P
の
制

度
で
あ
っ
た
が
、
広
い
権
能
を
備
え
て
ゆ
く
に
つ
れ
次
第
に
重
要
な
地
方

の
官
吏
と
し
て
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
J
P
は
、
地
方
の
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
(
紳
士
)
の
中
か
ら
王
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ナ
イ

ト
(
騎
士
)
や
貴
族
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
広
い
職
務
を
担
え
る

者
は
多
く
は
な
く
次
第
に
裕
福
な
領
主
等
が
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

北法39(4・104)932

一
回
世
紀
に
入
り
証
人
と
陪
審
と
の
分
離
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
に
伴
っ
て
、
一
五
三
五

l
六
年
の
制
定
法
で
陪
審
は
彼

等
が
告
発
し
た
犯
罪
に
関
与
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
そ
の
為
、

他
の
機
関
が
そ
の
機
能
を
受
け
継
ぐ
必
要
が
生
じ
M
M
F

こ
こ
で
そ
の
機

能
、
す
な
わ
ち
被
告
を
告
発
す
る
と
い
う
機
能
を
も
つ
こ
と
の
出
来
た
唯

一
の
地
方
の
官
吏
が
J
P
で
あ
っ
た
の
だ
。

当
時
も
私
人
訴
追
へ
の
公
的
見
地
か
ら
の
抑
制
は
考
慮
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
り
、
特
に
い
わ
れ
の
な
い
訴
追
を
防
止
す
る
為
に
公
的
要
素
を
私

人
訴
追
の
中
に
組
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
告
発
陪
審
で

あ
っ
て
、
も
う
一
つ
は
、
逆
に
犯
罪
に
対
す
る
不
起
訴
を
回
避
す
る
為
の

2 

一
方



試
み
で
あ
る
。
メ
ア
リ

l
王
時
代
の
二
つ
の
制
定
法
が
こ
れ
を
示
し
て
い

る。

合衆国検察官制度成立史序説

そ
れ
は
、
重
罪
に
つ
き
J
P
に
訴
追
官
の
役
目
を
与
え
、
従
来
の
治
安

に
加
え
、
拘
留
、
保
釈
の
権
限
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

J
P
は、

E
3
2
(治
安
維
持
者
)
か
ら

u
g
R
2
Z円
(
訴
追
官
)
へ
と

自
ら
の
機
能
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
こ
と
が
私
人
訴
追

を
選
択
か
ら
義
務
へ
の
転
換
に
導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
メ
ア
リ
!

の
法
が
、
私
人
訴
追
が
為
さ
れ
な
い
時
に
は
J
P
に
捜
査
を
、
証
人
に
証

(
臼
)

言
義
務
を
課
そ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
か
ら
伺
え
る
。

3

つ
ま
り
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
に
よ
っ
て
も
、
「
治
安
判
事
た
ち
は
、
他

の
国
々
に
お
い
て
は
公
訴
宮
に
課
し
て
い
る
任
務
を
、
数
世
紀
に
渡
り
多

少
と
も
能
率
的
、
か
つ
完
全
に
果
し
て
き
た
と
見
て
差
支
え
な
い
の
で
あ

る
」
と
さ
れ
、
ま
た
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
教
授
も
、
メ
ア
リ

l
王
制
の
二
つ
の

法
が

J
P
に
告
訴
人
と
被
告
人
と
を
調
べ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
こ
と
を
指

摘
し
、
「
治
安
判
事
は
、
こ
こ
に
お
い
て
判
事
の
役
割
よ
り
も
む
し
ろ
検
事

{
時
)

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
原
始
的

8
R
l
z
r『
B
吉
岡
宮
弓
制
度
は
崩
れ
、
チ
ュ

1
ダ

l
、

ス
チ
ュ
ア
!
ト
王
朝
期
に
は
J
P
が
訴
追
機
能
を
負
い
、
一
九
世
紀
初
め

の
警
察
訴
追
の
台
頭
ま
で
三
百
年
に
渡
っ
て
そ
の
姿
を
保
つ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
の
地
方
性
に
由
来
し
た
J
P
の
機
能
に
つ
い
て
は
一
般
に
余
り

知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
特
に
訴
追
に
関
し
て
は
見
遇
さ
れ
て
き
た
と
言
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
近
時
の
研
究
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
私
人
訴
追
に
関
す
る

定
説
の
変
更
を
促
し
て
い
る
。
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
が
新
導
入
説
の
中
で

示
し
た
こ
の
J
P
の
再
評
価
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
!
に
内
在
し
て
い

た
訴
追
官
(
検
察
官
H
宮
Z
K
胃

2
2
z
g司
)
の
承
認
も
こ
れ
に
含
ま
れ

(
日
)

ょ
う
。
も
っ
と
も
J
P
の
訴
追
に
あ
っ
て
も
私
人
訴
追
の
原
理
上
の
出
来

事
で
あ
り
、
建
前
と
し
て

J
P
は
|
|
今
世
紀
で
は
警
察
官
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
|
|
あ
く
ま
で
一
人
の
私
人
の
訴
追
者
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。

②
植
民
地
の
治
安
判
事

1

前
述
し
た
よ
う
に
多
く
の
植
民
地
の
司
法
制
度
は
本
国
を
模
倣
し

た
も
の
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
べ
イ
の
植
民
地

{
訂
)

で
は
一
六
三
六
年
に
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
、
彼
等
が
本
国
で
知
っ
て
い
た

(
関
)

地
方
の
治
安
判
事
裁
判
所
を
模
し
て
自
由
民
一

E
E
R
(治
安
判
事
)
を
置
い

た
。
こ
れ
は
一
六
九
二
年
に
J
P
の
法
廷
と
な
っ
た
が
、
依
然
そ
の
職
責

は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
民
事
で
は
訴
額
四

0
シ
リ
ン
グ
以
下
の
事
件
、
刑

事
で
は
伝
統
的
に
軽
微
事
件
を
扱
っ
て
い
た
。
こ
の
J
P
は
広
い
裁
量
権

を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
は
結
果
的
に
統
治
や
法
の
機
能
に
つ
い
て

の
指
導
者
の
考
え
に
合
致
し
、
小
さ
い
共
同
体
で
あ
っ
た
植
民
地
で
は
う

4 
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ま
く
機
能
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
限
ら
ず
、
植
民
地
時
代
、
コ
ロ
ニ
ー
、
特
に
中
・

(
創
)

南
部
に
お
い
て
最
も
重
要
な
法
廷
は
J
P
の
法
廷
で
あ
り
、
唯
一
の
司
法

(
臼
)

官
吏
は
J
P
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
任
に
当
た
る
者
は
法
的
訓
練
を
受
け

(
m
m
)
 

て
い
な
い
田
舎
の
紳
士
で
あ
り
、
財
産
や
影
響
力
の
あ
る
人
物
で
、
知
事

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
て
い
た
。

2

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
J
P
は
訴
追
機
能
を

有
し
つ
つ
、
植
民
地
に
根
付
い
て
い
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
背
景
に

は
、
現
実
問
題
と
し
て
植
民
地
に
法
曹
が
少
な
か
っ
た
為
に
、
必
然
的
に

素
人
裁
判
官
の
J
P
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
地
方
性

に
由
来
し
た
J
P
が
植
民
地
人
の
自
治
、
独
立
の
傾
向
と
合
致
し
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
検
察
官
の
特
質
の
一
っ
か
地

方
性
。
は
検
察
官
の
み
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
植
民
地
の

司
法
制
度
か
ら
も
概
観
し
う
る
よ
う
に
広
く
法
制
度
全
般
に
反
中
央
集
権

(ω) 

的
性
格
を
繁
栄
さ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
ら
の
述
べ
る
と
お
り
訴
追
機
能

を
負
っ
た
J
P
が
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
し
た
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
も
、
植
民

地
に
お
い
て
か
か
る
機
能
が
実
際
に
働
い
た
と
い
う
史
的
事
実
が
示
さ
れ

て
い
な
い
。
た
だ
「
公
訴
官
」
や
「
官
吏
訴
追
」
の
概
念
が
コ
モ
ン
・
ロ

l

上
珍
し
い
も
の
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
法
へ
の
分
析
に
止
ま
つ

て
い
る
の
で
あ
り
、
新
大
陸
の
訴
追
J
P
が
、
検
察
官
制
度
に
い
く
ら
か

影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
論
証
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

北法39(4・106)934

〈=一〉

ω宮
ユ
同
町
(
執
行
官
)
と
わ
O
ロ印

g
Z巾
(
巡
査
)

①
イ
ギ
リ
ス
の
状
況

1

一
四
世
紀
頃
イ
ギ
リ
ス
で
生
れ
た
シ
エ
リ
ア
は
、
地
方
で
選
任
さ

れ
、
多
く
の
機
能
を
有
し
、

J
P
と
並
ぶ
地
方
の
執
行
官
と
し
て
大
き
な

権
限
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
陪
審
員
の
選
任
、
招
集
や
、
被

告
人
の
引
致
等
私
人
訴
追
制
度
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
法
廷
官
吏
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
王
の
財
政
的
な
利
益
保
護
の
為
に
、

ω庄
司
巾
(
今
の
カ
ウ
ン
テ
イ
)
で
の
軍
事
、
治
安
の
責
任
も
負
っ
て
い
た
と

い

'W
し
か
し
、
経
済
的
な
社
会
の
発
展
と
都
市
の
拡
大
は
讐
察
組
織
の

台
頭
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
シ
エ
リ
フ
は
徐
々
に
そ
の
重
要
性
を
失
い
、

一
七
世
紀
に
は
名
誉
職
的
な
地
位
に
落
着
く
の
で
あ
っ
た
。

2

一
方
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル

(
g
B
E
E
S
と
呼
ば
れ
る
官
吏
が
シ
エ

リ
フ
の
下
に
位
置
す
る
形
で
働
い
て
い
た
。
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
は
シ
エ
リ
フ

の
属
す
る

ω
E
Z
の
中
に
あ
る

P
E岳
と
呼
ば
れ
る
行
政
区
画
に
一
人

ず
つ
配
さ
れ
、
領
地
や
荘
園
の
官
吏
と
し
て
人
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い

た
が
、
一
四
世
紀
、

J
P
の
発
展
に
伴
っ
て
、
そ
の
依
拠
し
て
い
た
十
人
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(η) 

組
の
相
互
保
障
制
度

(
B
E
E
-
-
1
a
m巾
間
百
円
巾
自
)
の
瓦
解
と
共
に
J

P
の
配
下
へ
と
移
り
、

J
P
の
任
命
に
よ
る
法
執
行
官
吏
と
し
て
命
脈
を

(η) 

保
ち
、
そ
の
後
の
自
治
体
警
察
の
誕
生
ま
で
活
躍
し
た
。

②
植
民
地
の
状
況

1

初
期
の
コ
ロ
ニ
ー
で
は
、
自
己
の
共
同
体
の
平
和
や
治
安
を
維
持

す
る
制
度
・
組
織
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
者
は
、
二
二
世
紀
に
本
国

の
自
治
都
市
(
∞
o
g
z
m
y
)
で
発
達
し
、
後
の
各
地
方
の
警
察
組
織
の
先

駆
け
と
な
っ
た
項
目
門
岳
(
監
視
人
)
制
度
を
用
い
よ
う
と
し
た
。

一
六
三
一
年
、
ボ
ス
ト
ン
で
ま
ず
こ
の
さ
え
与
制
度
が
発
足
し
、
二
ハ

四
三
年
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
下
に
あ
っ
た
ニ
ュ

l
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
(
お
)

(
後
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
)
に
オ
ラ
ン
ダ
式
の
巧
包
号
制
度
が
登
場
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
し
ば
ら
く
し
て
一
六
三
四
年
に
ボ
ス
ト
ン
に
、
一
六
六
四

年
イ
ギ
リ
ス
統
治
下
に
移
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
、
そ
れ
ぞ
れ
コ
ン
ス
タ

{
沌
)

ブ
ル
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
王
領
植
民
地

へ
の
支
配
強
化
と
時
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
適
用

と
共
に
イ
ギ
リ
ス
法
制
の
支
配
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
一
般
に
各
植
民
地
で
は
タ
ウ
ン
に
コ
ン
ス
タ
プ
ル
が
、
後
に

は
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
シ
エ
リ
フ
が
置
か
れ
、
知
事
や
円

OER--(補
佐
機
関
)

(
打
)

の
任
命
の
下
で
法
執
行
官
吏
の
地
位
を
得
る
に
至
っ
た
。
特
に
ニ
ュ

l
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
で
は
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ブ
ル

(
河
)

を
選
出
し
て
い
た
と
い
う
。
植
民
地
は
本
国
と
同
様
、
シ
エ
リ
フ
、
コ
ン

ス
タ
ブ
ル
の
設
置
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
シ
エ
リ
フ
に
つ
い
て
本
国
が

そ
の
機
能
を
縮
小
し
J
P
や
警
察
に
司
法
、
治
安
維
持
の
任
務
を
移
行
さ

せ
て
い
く
の
に
反
し
て
、
「
郡
保
安
官
」
と
し
て
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
法
執
行
官

(
河
)

吏
の
役
割
を
担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

2

し
か
し
な
が
ら
、
初
期
の
原
始
的
形
態
は
と
も
か
く
、
イ
ギ
リ
ス

の
法
制
度
が
導
入
さ
れ
た
時
期
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

i
と
同
様
に
コ
ン
ス

タ
ブ
ル
は
私
人
と
並
ん
で
訴
追
(
℃

5
8
2
5巾
ロ
同
)
の
権
利
を
有
し
て
い

た
。
と
は
言
う
も
の
の
や
は
り
第
一
の
訴
追
機
関
は
大
陪
審
で
あ
っ
て
、

特
に
直
接
民
主
制
の
色
彩
の
強
か
っ
た
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
別
と
し

て
、
多
少
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
つ
つ
も
概
ね
本
国
の
シ
ス
テ
ム
と

(
剖
)

変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
を
例
に
採
る
と
、
実
体
法
に
つ
い
て
の

規
定
は
多
い
が
手
続
法
に
つ
い
て
は
管
轄
の
み
が
記
さ
れ
て
い
た
だ
け
で

(
舵
)

あ
っ
た
。
実
際
の
手
続
の
執
行
に
つ
い
て
は
各
管
轄
に
委
ね
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
郡
法
廷

(
g
cロ
ミ

g
C
2
)
に
記
録
上
現
れ
た
告
訴

制
度
で
は
、
ま
ず
私
人
の
告
訴

(g目
立
白
宮
丹
)
か
告
発
(
匂
括
的
巾
尽

5
8同)

が
あ
り
、
続
い
て
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
か
君
主
与
の
告
訴
、
告
発
、
タ
ウ
ン
の

8
Z
2
5
2
(行
政
委
員
)
の
告
訴
、
告
発
、
十
人
組

(zpzmHEロ)、

〔

的

問

}

大
陪
審
の
告
発
、
等
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
一
六
九
二
年
、

北法39(4・107)935
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r
n
c
E
n
Eユ
q
に
よ
っ
て
シ
エ
リ
フ
に
権
限
が
移
行
さ
れ
る
ま
で
コ

ン
ス
タ
ブ
ル
は
私
人
訴
追
に
次
い
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で

(
制
)

あ
る
。

一
方
で
、
前
述
し
た
君
民
各
制
度
は
、
独
立
後
の
門

H
S
宮
可
。
-
ゆ

と

E
m
Z
巧
巳
n
y
と
の
区
分
を
経
て
警
察
組
織
の
形
成
へ
と
発
展
し
、
他

方
で
、
シ
エ
リ
フ
は
、
ロ
ー
カ
ル
の
官
吏
と
し
て
徐
々
に
訴
追
機
能
を
検

察
に
移
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
明
確
な
区
分

は
、
一
九
世
紀
初
め
の
検
察
官
の
公
選
化
に
よ
る
制
度
確
立
ま
で
待
た
な

(
邸
)

く
て
は
な
ら
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
成
立
期
の
地
方
の
訴

追
官
吏
と
し
て
は
、
シ
エ
リ
フ
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
方
が
主
役
で
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
公
選
化
の
波
が
検
察
官
に
及
ぶ
発
展
期
以

前
に
お
い
て
は
、
シ
エ
リ
フ
が
限
ら
れ
た
州
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
公
選
に

(

閏

間

)

よ
る
地
位
を
得
て
い
た
こ
と
、
当
時
、
ま
だ

D
A
(地
方
検
事
)
は
司
法

(
凹
引
)

条
項
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
行
政
官
的
地
位
と
訴
追
の
権
限
を
シ
エ
リ

フ
に
代
わ
っ
て
持
つ
に
至
る
の
は
発
展
期
以
後
に
譲
る
こ
と
、
等
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

4

し
か
し
、
シ
エ
リ
フ
が
訴
追
官
吏
と
し
て
検
察
制
度
成
立
に
あ

た
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
こ
れ
ら
の
点
か
ら
の
み
言
及
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
重
要
性
は
、
第
三
節
の
オ
ラ
ン
ダ
の
影

響
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
新
大
陸
へ
の
シ
エ

3 

リ
フ
の
継
承
の
事
実
と
そ
の
働
き
だ
け
を
確
認
し
て
お
く
に
止
ど
め
て
お

き
た
い
。

北法39(4・108)936

〈
四
〉
の

E
E
Eミ
(
大
陪
審
)

〈
二
〉
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
植
民
地
時
代
に
本
国
で

J
P
に
訴
追
機

(
同
凹
)

能
を
取
っ
て
代
ら
れ
た
大
陪
審
(
告
発
陪
審
)
制
度
が
、
何
故
新
大
陸
に

お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
王
領
植

民
地
、
自
治
植
民
地
に
お
い
て
検
察
官
に
よ
る
官
吏
訴
追
制
度
が
採
用
さ

れ
て
き
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
大
陪
審
が
重
要
な
権
利
と
し
て

合
衆
国
に
お
い
て
も
存
続
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
本
項
で
、
訴
追
機
関
と
し
て
の
陪
審
の
機
能
を
検
察
官
制
度
と

の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
と
共

に
、
な
お
か
つ
植
民
地
時
代
か
ら
独
立
期
に
至
る
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
訴

追
機
関
の
発
達
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

①
告
発
陪
審
の
登
場

へ
ン
リ

1
一
世
の
時
代
に
出
現
し
始
め
た
と
さ
れ
る
告
発
陪
審
は
、
制

定
法
上
は
へ
ン
リ

l
二
世
の
治
下
、
一
一
六
六
年
の
〉
凹
巴
唱
え

C
R
g
-

a
oロ
と
一
一
七
六
年
の
〉
出
田
町
巾

O
同

Z
。ュ

E
ヨ
ヌ
。
ロ
に
よ
っ
て
確
立
す

る。
当
初
は
、
犯
罪
の
発
見
、
逮
捕
、
訴
追
の
義
務
を
負
い
、
同
時
に
国
王



の
財
源
の
確
保
を
図
っ
た
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
た
行
政
的
機
関
で

あ
っ
た
。
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し
か
し
へ
ン
リ

i
四
世
の
治
下
に
登
場
す
る
審
理
陪
審
の
機
能
を
同
じ

陪
審
員
が
兼
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
的
な
機
関
へ
と
そ
の
姿
を
変
え

る
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
一
四
世
紀
に
入
り
、
証
人
と
陪
審
の
分
離
が

為
さ
れ
、
陪
審
は
告
発
陪
審
(
大
陪
審
)
と
、
審
理
陪
審
(
小
陪
審
)
に

分
か
れ
た
。
当
時
、
大
陪
審
は
当
初
か
ら
の
訴
追
機
能
と
、
告
訴
に
対
す

る
審
査
機
能
と
を
兼
備
え
た
機
関
で
あ
っ
た
術
ャ

J
P
の
項
で
見
た
よ
う

に
次
第
に
訴
追
機
能
を
J
P
に
譲
る
こ
と
と
な
り
、
一
六
世
紀
以
降
は
そ

の
性
格
を
私
人
訴
追
に
対
す
る
抑
制
的
機
能
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
訂
「

②
植
民
地
に
お
け
る
大
陪
審

-
植
民
地
に
渡
っ
た
人
々
は
、
他
の
司
法
機
関
と
同
様
に
陪
審
制
度

も
も
た
ら
し
た
。
一
六
三
五
年
に
は
ま
ず
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ベ
イ
に

大
陪
審
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
植
民
地
で
は
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
を
中
心
に
陪
審
制
が
維
持
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
ウ
ン
で
陪
審
員
が

選
ば
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
が
東
部
全
域
を
支
配
す
る
頃
、
一

七
世
紀
後
半
か
ら
彼
等
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
権
利
と
し
て
国
王
に
陪
審

を
受
け
る
権
利
を
要
求
し
た
。
こ
れ
は
審
理
陪
審
の
問
題
で
あ
る
が
、
訴

追
機
関
と
し
て
の
大
陪
審
に
つ
い
て
も
、
西
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
で
は
一

六
六
八
年
法
に
「
一
二
歳
以
上
の
何
人
も
、
い
か
な
る
犯
罪
を
も
大
陪
審

も
し
く
は
法
廷
に
告
知
で
き
る
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
最

も
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
は
前
項
で
取
上
げ
た
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の

告
訴
、
告
発
で
あ
っ
て
、
一
般
の
私
人
訴
追
よ
り
も
コ
ロ
ニ
ー
で
は
官
吏

の
告
発
が
当
初
か
ら
多
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
王

領
植
民
地
な
ど
で
は
大
陪
審
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
て
い
持
「
バ
ウ
ン
ド
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
の
離
脱
理
由
は
、

(
問
}

イ
ギ
リ
ス
の
制
度
へ
の
嫌
悪
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
が
、
何
故
植
民
地

人
は
イ
ギ
リ
ス
に
反
発
を
覚
え
つ
つ
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
大
陪
審

制
度
を
望
み
、
官
吏
訴
追
(
検
察
宮
制
度
)
の
み
の
採
用
、
す
な
わ
ち
大

陸
型
訴
追
制
度
を
実
施
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

③
大
陪
審
と
独
立
運
動

1

ヤ
ン
ガ

l
教
授
は
、
こ
の
原
因
を
検
察
官
(
〉
同

Z
E巾三
U
2
2包

等
)
に
よ
る
訴
追
を
抑
圧
的
な
も
の
と
と
ら
え
た
独
立
運
動
と
、
大
陪
審

が
本
国
寄
り
の
訴
追
官
に
対
し
て
し
ば
し
ば
植
民
地
人
の
立
場
を
代
弁
し

(
即
)

た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

例
え
ば
、
一
七
三
四
年
の
「
ゼ
ン
ガ

l
事
件
」
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
大
陪
審
が
二
度
に
わ
た
っ
て
起
訴
を
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

A

G
が
略
式
起
訴
公
正
常
B
丘
一
。
ロ
)
す
る
と
い
う
植
民
地
人
感
情
に
反
し
た

訴
追
が
行
わ
れ
た
。
者

2
w
q
』。ロ『

E-
の
発
行
者
で
あ
る
ゼ
ン
ガ

1
氏

は
植
民
地
の
行
政
官
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ス
ビ

l
を
手
厳
し
く
攻
撃
し
て

北法39(4・109)937
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(
問
)

コ
ス
ビ

l
は
彼
を
誹
毅
罪
で
訴
追
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(
胤
)

た
し
か
に
重
商
主
義
政
策
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
民
地
支

配
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
本
国
と
植
民
地
人
と
の
反
目
は
、
一
八
世
紀
に

入
り
次
第
に
強
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
も
、
植
民
地
人
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
大
陪
審
が
本
国
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
法
の
違
反
者
を
不
起
訴
に

(
邸
)

す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
が

右
の
ゼ
ン
ガ

l
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

お
り
、2 本

国
政
府
は
王
の
歳
入
を
補
償
す
る
目
的
で
、

Z
目

i
m白
色
。
ロ
〉
ロ
ニ
ま
由

を
制
定
し
、
そ
の
確
実
な
執
行
の
為
に
海
事
に
関
す
る
三
日
'
〉
仏

B
-
s
q

(
附
)

門

V
O
Z
吋
門
(
植
民
地
海
事
裁
判
所
)
を
設
け
、
非
陪
審
で
法
の
執
行
に
務
め
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
本
国
政
府
の
圧
政
と
考
え
ら
れ
、
植
民
地
人
が

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の
権
利
と
し
て
大
陪
審
を
要
求
し
た
の
も
当
然
の
こ
と

{
即
}

と
一
宮
問
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
思
想
的
な
系
譜
が
植
民
地
に
あ
っ
た

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
自
然
法
思
想
で
あ

(
醐
)
る
。
こ
の
影
響
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
革
命
が
始
ま
る
ま
だ
以
前
に
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
決
議
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
憲

法
上
の
権
利
は
神
と
自
然
と
の
法
に
反
す
る
こ
と
な
し
に
は
奪
い
え
な
い

(
瑚
)

も
の
で
あ
る
、
と
定
め
て
い
た
。
植
民
地
の
人
々
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の

(m} 

権
利
要
求
は
、
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
を
持
ち
つ
つ
独
立
運
動
へ
と
結
実

し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
の
離
脱
は
コ
モ
ン
・
ロ

i

の
権
利
放
棄
を
意
味
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

3
し
か
し
、
ヤ
ン
ガ

l
教
授
ら
の
大
陪
審
を
法
制
史
上
積
極
的
に
評

価
す
る
論
に
対
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
役
割
を
消
極
的
に
解
す
る
論
も
あ
る
。

例
え
ば
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
、
大
陪
審
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ

1
の
制
度

に
よ
る
告
発
の
濫
用
へ
の
抑
制
の
為
に
法
律
専
門
職
で
あ
る
検
察
官
の
必

要
性
が
増
大
し
た
、
と
し
て
大
陪
審
の
広
が
り
と
検
察
官
制
度
と
の
相
関

性
を
こ
の
立
場
か
ら
解
釈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
積
極
的
評
価
論
者
が
「
検
察
抑
制
機
能
と
し
て
の
大
陪
審
」

(m) 

と
い
う
位
置
付
け
を
し
て
い
る
の
と
は
反
対
に
、
「
大
陪
審
(
告
発
陪
審
)

抑
制
機
能
と
し
て
の
検
察
官
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
初

期
の
司
法
制
度
の
時
代
の
、
私
人
訴
追
の
濫
訴
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必

要
か
ら
官
吏
訴
追
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
発
達
過
程
の
分
析
か
ら

引
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
こ
の
「
大
陪
審
抑

制
機
能
の
検
察
官
」
を
発
生
期
、
す
な
わ
ち
私
人
訴
追
か
ら
官
吏
訴
追
へ

の
移
行
期
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
ヤ
ン
ガ

l
教
授
は
本
国

と
の
緊
張
関
係
に
高
ま
っ
た
成
立
期
に
お
い
て
そ
の
分
析
対
象
を
求
め
た

よ
う
で
あ
る
。

4

か
か
る
視
点
の
相
違
が
異
な
っ
た
評
価
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
検
察
官
が
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
上
に

北法39(4・110)938
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発
達
し
た
公
衆
を
代
表
す
る
訴
追
機
関
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
後
者
は
大
陪
審
こ
そ
が
公
衆
(
地
方
・
地
域
)
に
板
差
し
た
訴
追

機
関
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
検
察
官
制
度
史
の
見
地
か
ら

見
る
と
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
が
導
入
説
を
唱
え
る
中
で
、
検
察
制
度
を
コ
モ

ン
・
ロ

l
上
(
す
な
わ
ち
大
陪
審
)
へ
の
接
木
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
の

に
対
し
て
、
ジ
ヤ
コ
ビ
!
女
史
が
発
達
説
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
比
判
し
、

大
陪
審
を
検
察
官
制
度
発
展
の
一
要
因
と
見
な
し
、
検
察
官
制
度
の
発
達

的
性
格
を
強
調
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
を
押
進
め
る
と
ア
メ
リ
カ
固
有
の
訴
追
の
公
衆

性
と
官
吏
訴
追
と
い
う
複
合
的
特
質
の
分
離
を
促
し
て
し
ま
い
、
公
衆
の

為
の
訴
追
理
念
か
ら
結
果
的
に
遊
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
現
実
的
に
は
、
広
大
な
管
轄
と
い
う
地
理
的
な
、
ま
た
犯
罪
の

増
加
へ
の
対
抗
と
い
う
必
要
性
か
ら
、
略
式
起
訴
(
検
察
官
起
訴
)
に
訴

(m) 

追
の
主
流
が
移
っ
た
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
合
衆
国
は
人
民
の
権
利
と
し
て

の
大
陪
審
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
二

O
世
紀
に

入
っ
て
、
す
な
わ
ち
発
展
期
に
お
い
て
略
式
起
訴
が
主
流
と
な
っ
た
時
代

で
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

5
結
局
、
発
生
期
の
「
大
陪
審
代
替
機
能
」
と
い
う
べ
き
検
察
官
、

成
立
期
の
「
検
察
抑
制
機
能
」
と
し
て
の
大
陪
審
、
そ
し
て
発
展
期
の
「
必

要
的
機
能
」
と
し
て
の
検
察
官
、
ど
れ
を
見
る
に
せ
よ
、
大
陪
審
へ
の
権

(
回
)

利
要
求
は
決
し
て
検
察
官
制
度
の
創
設
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
検

察
官
を
共
同
体
の
秩
序
維
持
者
と
し
た
地
方
性
に
同
じ
く
起
因
す
る
と
こ

(
凶
)

ろ
の
「
公
衆
性
」
、
す
な
わ
ち
植
民
地
共
同
体
利
益
の
保
障
を
本
国
法
に
要

求
す
る
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
検
察
官
に

流
れ
る
地
方
分
権
の
思
想
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
良
い

だ
ろ
う
。

1 

田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
こ
九
六
八
)
四
一

頁
以
下
、
同
『
英
米
法
総
論
(
上
)
』
(
一
九
八

O
)
一
八
七
頁
以

下
、
伊
藤
正
己
・
田
島
裕
『
英
米
法
』
(
一
九
八
五
)
四

O
頁
以
下
、

以
藤
正
己
・
木
下
毅
『
新
版
・
ア
メ
リ
カ
法
入
門
』
(
一
九
八
四
)

四
三
頁
以
下
、
特
に
コ
モ
ン
・
ロ
|
の
継
受
に
つ
い
て
は
五
八
頁

以
下
参
照
。
他
に
バ
ウ
ン
ド
の
翻
訳
と
し
て
、
内
田
力
蔵
訳
『
ア

メ
リ
カ
法
の
発
展
と
そ
の
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
離
脱
点

(
1
、
2
)
』

社
会
科
学
研
究
三
巻
二
号
(
一
九
五
一
1

一
一
)
参
照
。

前
掲
田
中
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
三
頁
。

コ
ロ
ニ
ー
の
法
制
度
の
研
究
で
困
難
を
覚
え
る
こ
と
は
、
必
ず

し
も
各
植
民
地
が
同
じ
よ
う
な
制
度
の
発
展
、
展
開
を
し
て
い
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
植
民
地
全
体
の
本
国
か
ら
の
離

脱
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
制
度
は
徐
々
に
イ
ギ
リ
ス
の
制

北法39(4・111)939
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(
H
)
ω
ロ『吋巾ロ門出ご

hNh色、司
RN
ロ
O
門巾

ω
・同門

N印
ω
・

(
日
)
〕

HW

』〉
(UO回
J
?

吋
E
w
〉冨何回
N目。〉
Z

旬
月

o
m
開門
υc↓。
F
H
N

(
H
g
c
)
田
中
前
掲
註

(
1
)
三
四
|
五
頁
参
照
。

(
凶
)
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
に
よ
れ
ば
、
J
」
れ
ら
の
単
純
な
裁
判
所
は
政

府
を
代
表
し
、
訴
追
を
行
な
う
官
吏
の
な
い
こ
と
を
求
め
た
。
裁

判
所
自
体
が
政
府
を
代
表
し
た
。
の
で
あ
り
、
の

g
q巳
h
o
Z
3
(
植

民
地
裁
判
所
)
が
そ
れ
に
当
っ
た
。

(口)

』〉
(UO回J
「・印刷
h』官可
hN
口
。
宮
川
回
目
噌
回
同

Nω

一
ωロコ・巾ロ円可・

MNhhv『Q

D
C
Z
ω
・
三

M
g・
例
え
ば

c
g
R白
]
(
い
。
ロ
ユ
は
知
事
ゃ
れ
。
ロ
ロ
門
口

(
補
佐
機
関
)
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
二
、
三
審
制
度

の
導
入
に
よ
っ
て
上
級
審
と
な
り
、
代
わ
っ
て
治
安
判
事
に
よ
る

の
o
z
E可
noロ
ユ
等
が
下
級
審
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
形
態
も

邦
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
一
概
に
は
言
え
な
い
。

(
国
)
戸
巾
。
口
、
吋
・
ロ
ヨ
『
5
・
向
。
忠
実
ソ
た
な
お
む
唱
え

H
F
m
h
a
s
ο
s
~門司可印刷.芯

志
向
向
。
hoミ
8

3

h

s
町司、
M.E-
ロ
〉
豆
-
C
・円、
.
H
P
N
ω
・
立

(
同
申
告
)
・
ヴ
ア
|
ジ
ニ
ア
以
外
に
は
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
に
一
六
八

六
年
、
カ
ロ
ラ
イ
ナ
に
一
六
九
四
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
に
一

六
八

O
年
、
メ
リ
l
ラ
ン
ド
に
は
一
六
六
六
年
、
そ
れ
ぞ
れ
A
G

が
登
場
し
た
。

(
凹
)

』〉打。回〈
-
h
R
K
V
司hN
ロO
一行巾]{印・白門同
ω
・

(
却
)
こ
の
点
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
に
よ
る
が
、
デ
l
ビ
ッ
ド
(
前
掲

註
(
国
)
)
論
文
で
は
、
首
都
居
住
が
求
め
ら
れ
る
の
は
一
七

O
三

年
だ
と
し
て
い
る
。
(
ど
ち
ら
に
せ
よ
遅
い
時
期
に
は
違
い
な
い
)

(幻

)
7
8四
戸
認
可
ぬ
ロ
O
R
E
-
同
門
同
日
・
既
に
〉
2
0
5
R
W

(
U
O
Z
口
々
に
は
一
六
六
五
年
か
ら
検
察
官
が
居
た
と
い
う
。
こ
の

形
態
を
一
七
一
一
年
に

ω
U
2
Z当
g
a知
事
が
全
郡
に
広
げ
る
布

告
を
出
し
て
い
る
(
口
出

i
p
的
基
ミ
ロ
O

お
お
-
S
E
)。
こ
の
事

実
は

A
G
の
系
譜
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、

D
A
の
発
生
の
沿
革

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
第
一
章
一
節
〈
一
〉
参
照
。

(
泣
)
同

3
・
∞
忍
ミ
ロ
。
ぽ
少
巳
口
同
ロ

-
E
更
に
、
一
六
八

O
年
に

任
じ
ら
れ
た
わ

F
2
E
-
a
は
、
。
王
の
代
理
を
司
る
べ
き
法
に
つ

い
て
無
知
で
あ
っ
た
。
と
植
民
地
裁
判
所
に
対
し
て
一
七

O
一
年

に
報
告
し
た
と
い
う
。
口
出
〈
広
・
的
良
、
S
D
O
S
H∞
・
回
同
品
。
・

(
幻
)
英
米
の

A

G
の
相
違
を
簡
潔
に
描
い
た
も
の
と
し
て
、

相ハ
E
E
R
h
r
盟
諸
巾
ケ
コ
ミ

b
hむ
き
ミ
む
ミ
ミ
ミ
同
円
高
h
g札

b
s
n
同
志
向

h
H
S遺
児
可
。
向
ミ
ミ
~
ミ

HF同
門
」
ミ
同
町
、
め
室
内
的
・

5--

H

由
-wouc同
何
戸
・
]
-
m
M
h
H
(
]
{

由由{})・

(M)

』・

3
田均一口白
-

K

曲
、
宮
町
ミ
由
民
、
山
き
さ
A
Y
C
S
町S
P
E
s
h『
HC

S
H
v
h
a町、
m
h
N
3
同恒町内啓司、勺なき.円
H
A
N
N
Oさ
3
J
a
吋
開
玄
戸
開
戸
・
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心
・
吋
∞
・
∞
ω
(
同
由
一
山
由
)
・
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一
七
六
一
年
に
も
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
知
事
が

A
G
の
無
用

な
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
同
ハ
ミ
一
・
む
も
ミ
ロ
O
R
由
・
同
門
口
H
I
N
-

(
M
m
)

ゎ
・
巧
同
司
『

2
・
h
t
g
h合
F
H
S
H
p
h

同な
s
q
。¥
M
V町
、
町
ミ

H
R
h
m円3
3、
与
え
も
¥
弓
∞
少

ω
吋
国
〉
虫
、
円
、
.
閉
山
-
A
R
m
Y
H
O
∞
|

(
E
N
g
・
お
よ
び
田
中
前
掲
註

(
1
)

一
六
八
頁
以
下
を
参
照
。

(幻
)

(

U

。。]巾ア叩己目)円回一一口
C
R
U
-
白同

ω]巳・

(
却
)
代
理
性
を
個
人
に
置
い
た
の
で
は
な
く
、
政
府
と
い
う
人
民
か

ら
統
治
を
付
託
さ
れ
た
機
関
に
置
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
が
訴
追
に
お
け
る

U
5
F
性
で
あ
る
。
当
白
コ

g-

25 

印刷h
』守司
h
N

口。門巾
N
A
凶・国円
H
C
由・

(
却
)
関

E
g
g
R
h
r
ω
一
巾
肉
巾
-
-
足
、
ミ
ロ
O
丹
市

N
U
-

三
回
日
・

(
却
)
ク
レ
ス
教
授
に
よ
る
分
析
。
但
し
こ
れ
は
批
判
材
料
と
し
て
提

示
さ
れ
た
。
一
章
二
節
註
(
泣
)
参
照
。

(幻
)
A
G
が
連
邦
に
設
け
ら
れ
た
当
時
は
、
最
高
裁
判
所
の
任
命
に

よ
る
官
更
で
あ
っ
た
。
一
章
一
節
〈
二
〉

4
参
照
。

(
幻
)
例
え
ば
グ
ロ
ス
マ
ン
教
授
の
指
摘
(
一
章
二
節
〈
一
〉
)
参
照
。

(
お
)
イ
ギ
リ
ス
の
私
人
訴
追
一
般
に
つ
い
て
は
、
田
村
豊
『
英
国
刑

事
裁
判
の
研
究
』
(
一
九
三
九
)
一
一
八
頁
以
下
。

J
・
べ
イ
カ
1

(
小
山
貞
夫
訳
)
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
概
説
』
(
一
九
七
五
)

四
六
九
頁
以
下
参
照
。

35 34 

響
察
訴
追
に
つ
い
て
は
、
田
村
、
同
右
二
四
九
頁
以
下
参
照
。

可円。印巾
nz巴
。
口
。
町
内
巾
ロ
凹
巾
凹
〉
円
円
]
{
∞
叶
山
Y

】・

0
虫、口
z-
〔

VEg--
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Z
〉
F
n
c
c同
叶
印
〉
Z
U
句問。。問。己回開咽
H
O
∞!(]{由品目、『)・

(
お
)
邦
文
で
は
内
田
力
蔵
「
検
察
官
一
イ
ギ
リ
ス
」
比
較
法
研
究
三
八

号
(
一
九
七
七
)
、

p
・
デ
プ
リ
ン
(
児
島
武
雄
訳
)
『
検
察
、
瞥

察
と
人
権
』
(
一
九
五

O
)
、
深
山
晴
三
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ

イ
ル
ズ
に
お
け
る
職
権
訴
追
権
の
研
究
」
警
察
学
論
集
七
巻
六
、

八
号
こ
九
五
四
)
、
土
屋
正
三
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
刑
事
訴
追

(一ー
l
四
)
L

警
察
研
究
コ
二
巻
二
号
二
九
六

O
)
、
堀
田
牧
太

郎
「
イ
ギ
リ
ス
の
検
察
制
度
序
説
」
早
稲
田
法
学
会
誌
二
六
号
こ

九
七
五
)
。
但
し
深
山
氏
は
私
人
訴
追
で
な
く
「
市
民
訴
追
」
と
さ

れ
る
。

(
幻
二
九
八
五
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
長
い
間
の
懸
案
と
な
っ
て
い
た
検
察

制
度
の
全
面
的
導
入
に
踏
切
り

(poお
2
t
oロ
。
問
。
片
岡
巾

5
2

〉
2
5∞
印
)
、
一
九
八
六
年
四
月
よ
り
段
階
的
に
実
施
さ
れ
た
。
本

法
に
つ
い
て
は
、
明
・
∞
巾
ロ
ロ
目
。
ロ
・
同
J
p
h
~
〈
町
宮
」
、
暗
G
M
m
S
R
o
s

h
ミむ暗殺川町さ
S
H
M
(
H
)
M
2君
。
さ
N
t
s

、
さ
的
町
内
定
及
。
お
惨
さ
凡
町
内
・

円い回目玄
-
F
・
河
・
』
出
口
・

5
g
(同
富
田
)
を
参
照
。
イ
ギ
リ
ス
の
刑
事

訴
追
全
般
に
つ
い
て
は
、
。
・
国
〉
宮
司
、
『
(
)
戸
(
U

回目

E
Z〉F
H
》同

O
B

u
c
z
-
ω
邑
開
円
四
・
(
同
混
同
)
が
詳
し
い
。



(
招
)

(
呂
町
昂
)
国
C
Fロ・

同》・

0
虫
、
口

z
・
同
，

E
〉
F

回
d

「
』
C
同
〈
・
一

7
1

印
巧
。
同
1

『
戸
〉
出
向
田
、
H

，O
同
可
。
司
開
Z
の
F
Z
Z
F〉
者

ω
H
N
N叶
(ω
己
巾
仏
-

E
N
N
)
他
。
邦
文
で
は
、
沢
登
佳
人
他
『
刑
事
訴
訟
法
史
』
(
一
九

六
八
)
一
三

O
貰
以
下
、
詳
し
く
は
本
章
一
節
〈
四
〉
参
照
。

(

却

)

】

-rgmσ
巾
一
口
・
同

u
r
h
O
3
E
s
ミ
.
、
忘
九
N
.

町
、
さ
的
問
門
誌
な
喝
、

h
H
H

h
o
S
3悼む
s
h
h
N宮
、
、
同
吋
〉
ロ
白
・
』

-Hh開
。
〉
F

回
目
印
叶
・
出

ω
(
H
S
ω
)
・

(
州
制
)
こ
こ
で
言
う
J
P
H
治
安
判
事
は
地
方
の
治
安
判
事
を
指
す
。

J
P
は
一
般
に
都
市
の
J
P
と
、
地
方
J
P
に
分
け
ら
れ
る
(
田

村
、
前
掲
註
(
犯
)
七
六
頁
以
下
)
。
し
か
し
各
市

2
2
2
m
y
)

に
J
P
が
設
け
ら
れ
る
の
は
地
方
よ
り
も
後
の
こ
と
で
、
一
八
三

五
年
か
ら
で
あ
り
、
訴
追
の
役
割
へ
の
関
与
は
見
ら
れ
な
い
。

(冨
S
E
n
-匂
色
。
。
告
。
吋
国
広
O
ロ
〉
円
件
同
∞

ω印
・
。
何
〈
ロ

z
-
M足、司、む
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ロ
。
門
巾

ω印
・
国
門
同
)

(
H
U
)

治
安
判
事
に
関
す
る
研
究
は
既
に
我
が
国
で
も
数
多
く
為
さ
れ

て
い
る
。
成
立
史
を
取
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
小
山
貞
夫
「
治
安

判
事
成
立
史
試
論
(
一
|
三
)
」
法
学
二
七
巻
て
三
、
四
号
(
一

九
六
三
)
、
同
「
一
回
世
紀
に
お
け
る
治
安
判
事
裁
判
所
」
法
学
二

八
巻
三
号
(
一
九
六
四
)
が
詳
細
か
つ
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
必
)
田
村
、
前
掲
註
(
犯
)
七
一
頁
。

(
時
)

ロ
虫
、

F-z-
九
お
も
ミ
コ
O件巾

ω
?
国同

Y
H∞
開
門
目
当
・

ω
凹

g
H・
M
-

。・

N
-

(
斜
)

i

号
、
・
又
は
同
丸
三
回
斗

Y

E
開
門
目
当
・

ω
n
-
H
・
』
己
丘
一
円
巾
。
ご

Z

可
巾
同
門
巾
〉

2
z
g
.

(
必
)
当
時
の
J
P
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
荒
井
政
治
「
チ
ュ

l
ダ

l

朝
の
治
安
判
事
」
社
会
経
済
史
学
二

O
巻
二
九
五
四
)
三
、
三

六
頁
を
参
照
。

(
日
明

)
J
P
の
権
限
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
田
村
浩
一
「
初
期
に
お
け

る
治
安
判
事
制
度
の
展
開
」
法
学
雑
誌
六
巻
一
号
こ
九
五
九
)

参
照
。

(
幻
)

ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
は
郷
土
(
可

2
5田
口
)
よ
り
以
上
の
も
の
全
て

を
三Z
Zコ

フ。

51 50 49 48 

小
山
、
前
掲
註
(
H
U
)

「
試
論
(
三
)
」
四
四
八
頁
以
下
。

N
叶
出
巾
ロ
ヨ
国
円
-
A
F
H
印
ω印
|ω
品・

円
、
回
口
問

σ巾
-
ロ
・
同
誌
も
苛
む
ロ
。
一
行
巾

ω少
同
門

ω]{印・

シ
ュ
リ
フ
か
ら
J
P
へ
の
権
限
の
移
行
に
つ
い
て
は
、
田
村
浩

一
「
治
安
判
事
の
研
究
序
説
」
法
学
雑
誌
五
巻
三
号
(
一
九
五
九
)

七
八
頁
以
下
参
照
。
当
時
シ
エ
リ
ア
は
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
代

理
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
止
ま
り
、

J
P
に
治
安
維
持
機
能
を

譲
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
直
江
真
一
二
二
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
権
力
機
構
と
刑
事
法
序
説
(
2
)
」
東
北
法
学
四
五
巻
五
号
(
一

北法39(4・115)943 
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九
八
二
)
参
照
。

(
臼
)
冨
白
江
田
口

σ包
-
m
g
Eぽ

E
E
|印
?
冨
白
江
田
口

nogg-g-

印
門
田
門
口
同
巾
呂
田
・
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
}
国
・
「
塁
。

国何回
2
・
司
問
。
∞
開
門
U
C
叶
-
Z
の
わ
回
目
冨
開

-
Z

叶出開

HN
開
Z
〉-印印〉
Z
打開・

N
H
Jふ九日

(E2).

(
臼
)
戸
白
ロ
mσ
巾一口・~むも司、
R
N

口。同町
ω
少
同
門
ω
回一
1ilωNω

・

(
日
)
内
田
前
掲
註
(
お
)
一
八
頁
に
よ
る
、

}

ω

↓甲
E
U
F

回目印叶
C
同
〈
。
司
司
回
開
。
回
目
富
岡
Z
〉
F

F
〉
巧
。
司
開
Z
の
F
L
P
Z
U
(
同∞∞
ω)
・

55 

m，・
4
司
-EKF弓
E
2
0・、
H

，
E
E
E
d
z
d
g
R
呂
田

40同司

。
司
何
Z
O
F〉
Z
0
・
N
ω
N
l
ω
(
]
5
0
∞)・

ま
た
デ
プ
リ
ン
郷
も
こ
の
二
法
が
J
P
の
訴
追
機
能
の
職
責
を

も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
描
い
て
い
る
(
デ
プ
リ
ン
、
前
掲
註

(
お
)
八
|
九
頁
)
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
に
よ
っ
て
も
こ
の
点
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
予
審
的
機
能
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の

吉
母
門
コ
ロ
え
2
2
Zロ
(
予
審
判
事
)
に
似
て
働
い
た
と
し
て
い
る
o

p
巧ロ

E
Sタ
日
常
』
守
む
さ
町
、

s
y
o的
h
S
F
。
百
戸
「
閉
山
'

印山
wa
・品
C
H
(
]
戸由印日)・

(
印
)
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
や
そ
の
他
の
新
し
い
論
者
の
分
析
は
「
私

人
訴
追
」
を
虚
構
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
詳
し
く
は
三
章
て
二

節
)
が
、
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
は
、
そ
れ
に
関
し
て
具
体
的
事
例 〉

に
よ
っ
て
官
吏
訴
追
の
歴
史
的
根
拠
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
メ
ア
リ
1
法
の
二
つ
の
制
定
法
と
チ
ュ

1
ダ

!

王
朝
の
時
代
資
料
か
ら
六
つ
の
事
件
を
取
上
げ
、
法
廷
記
録
や
法

廷
公
文
書
の
な
か
っ
た
当
時
の
J
P
の
訴
追
機
能
を
探
り
、
二
五

六
O
年
頃
に
は
既
に

J
P
は
私
人
訴
追
が
為
さ
れ
な
い
時
の
事
件

を
取
上
げ
る
人
だ
っ
た
。
と
結
論
づ
け
て
い
る

o
r
g
m
z
-
p

s
y
a
g
z
s・
ま
た
同
教
授
は
、
現
在
ま
で
こ
う
し
た
機
能
が

注
目
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
ビ
ア

l
ド
と
、
ホ
ル
ズ
ワ

l

ス
の
過
ち
を
指
摘
し
て
い
る
。
ビ
ア
l
ド
の
著
作
は
J
P
の
沿
革

を
知
る
上
で
貴
重
な
も
の
だ
が
、
-
担
当
吋
岳

2
5
の
な
い
と
こ
ろ
で

は
J
P
の
か
か
る
機
能
は
把
握
さ
れ
に
く
か
っ
た
し
、
ホ
ル
ズ

ワ
l
ス
は
チ
ュ

1
ダ

1
王
朝
の
J
P
の
捜
査
機
能
を
外
国
の
継
ぎ

木
と
と
ら
え
て
、
そ
の
重
要
な
役
割
を
描
く
こ
と
を
怠
っ
た
と
す

る
。
~
叫
hh・【
U

・
∞
開
〉
河
口
-

H
，Z
開
。
=
，
円
円
い
開
。
司
』

CEHn開
O
司
叶
回
開
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同》開〉(リ何回
Z

開
Z
の戸〉
z
u
-
Z

円叶由。回目。円
Z

〉
Z
U
H
)
開〈何回‘。
T
冨開
Z
叶

(
5
2
)
一
回
。
F
U
印
者
。
問
、
『
戸
〉
民
拐
、
同
，
。
同
4

0
司
開
Z
の巳印
Z
F
h
r
巧
w

〈・

AREV-
印N
∞
l
N
由

(
E
E
)
・

(
訂
)
田
中
前
掲
註

(
1
)

一
九
頁
以
下
。

ω
R
2
2ア
的
基
ミ
ロ
O
R

ω
・同庁

ω∞
叶
'

(
回
)
問
、
二
三
頁
。
マ
ジ
ス
ト
レ
イ
ト
と
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
で
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は、

J
P
の
前
身
と
さ
れ
る
。

(
印
)

(
印
)

(
臼
)

(
位
)

】〉の。∞
J

子印刷肉、唱、ぬロ
O
丹市川]戸印・国丹

Hω

N
E
E
-
R
 

ω
Z
H
吋
『
叩
ロ
ロ
ア
印
刷
、
『
ぬ
ロ
O
同巾

ω
由同

ω
品目山|由・

句
史
、
・
例
え
ば
、
免
状
の
発
行
や
、
犯
罪
捜
査
を
し
、
あ
る
コ
ロ

ニ
ー
で
は
税
の
収
集
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。

(
臼
)
新
大
陸
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
定
義
は
定
か
で
は
な

、
A
O

、L
V

(制

)
ω
〉〈開
F
E
侍
者

Z-
〉
回
目
印
同
，
C
同
4
2
E
F
O
Z『
〉
戸
〉
呂
田
白

同門一〉・印
CH(H由叶
ω)
・

(
日
)
』
・
寄

2
・守口

3
a
g丸
、
『

gsspbω
〉
Z
Z
C
〉広

。司叶回目
w

〉室開閉山同門い〉
Z

〉
(
U

〉ロ回出
J

『
。
司
句
。
巳
↓
-nm
〉
zuω
。。〉戸

ω
Q
開Z
自

S
・
E
N
(冨
呂
)
に
よ
れ
ば
、
。
訴
追
J
p
u
は
し
っ

か
り
と
ア
メ
リ
カ
に
根
付
い
た
と
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
教
授
ら
の
論
稿
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
シ
ュ

l
レ
ン
シ

l
教

授
は
、
こ
の
結
果
は
コ
ロ
ニ
ー
の
唯
一
の
論
理
的
選
択
で
あ
る
と

す
る
。

(
印
)

反
中
央
集
権
的
性
格
と
い
う
地
方
の
自
治
精
神
は
、
急
に
コ
ロ

ニ
ー
で
芽
生
え
た
の
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
に
も
そ
の
精

神
は
生
き
づ
い
て
い
た
、
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
警
察
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
中
央
の
正
規
の

統
制
に
服
さ
な
い
、
寸
地
方
的
自
主
性
」
の
貫
徹
を
内
田
教
授
は
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
し
(
前
掲
註
(
お
)
五
八
頁
)
、
田
村
教
授
も
、

治
安
判
事
を
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
頑
強
な
地
方
主
義
と
、
ノ

ル
マ
ン
の
中
央
集
権
的
傾
向
と
の
調
和
で
あ
る
」
と
し
た
。
前
掲

註
(
日
)
七
七
頁
。

(
町
)
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
拠
れ
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
か
ら
三
世
の

時
代
(
二
ニ

O
七
l
一
三
七
七
年
)
に
、
人
民
の
中
か
ら
選
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
品
巧
・
∞

E
R
m↓。
Z
開
・
(
リ
。
三

宮何日
4
4
L
P
呂
田
O
司
叶
回
開
戸
〉
者
印
。
明
開
Z
のF
〉
Z
0
・
A
F
N
H
(

〉
・
句
史
γ

印日
B-rw
え
号
巾
百
円
由
同
開
門
凶
・

0
同
口
町
印

1ls・
5
3
)
イ
ギ
リ
ス
法

の
分
野
で
は
、
「
州
長
官
」
と
も
訳
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
コ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
意
味
を
重
視
し
て
「
執
行
宮
」
と
し
た
。

(
伺
)
こ
の
点
、
当

R
R開
Z
2何
回
目
戸
吋

E
開
2
5
Z
3
2
5

。
Z
叶
国
何
何
〈
開
。
司
。
。
「
。
Z
R〉
d
o
Z
H
A凶()ωlH品
ω0
・
N
O
N
-
N
]
呂

(
E
E
)
が
詳
し
い
。

J
-
ベ
イ
カ

i
、
小
山
貞
夫
訳
『
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
法
制
史
概
説
』
一
一
一
一
|
二
四
頁
こ
九
七
五
)
、
田
村
、
前
掲

註
(
犯
)
二
五

O
頁
参
照
。

(
伺
)
〉
・
、
『
・
わ
〉
問
、
叶
何
回
・
〉
回
目
的
、
H

，
。
同
ペ
。
司
開
Z
O
F
a
z
ゎ
o
c
E
J
E
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与
さ
出
川
山
町
m
C
.
F
.
出
〉
印
町
内
円
z
m
F
〉
者
〉
Z
U
〉
己
、
H
4
5
回
目
叶
吋
-
z

HW〉同「
J

円
F向
ktmm〉(UECm開叶、H，m-叶印(H申品。)・

(
回
)
』
〉

g四戸
g
h
v
w
G
2
0
Z
5
・
巳
H
H
0
・

(
部
)
』
ミ
・
巳
N
H
・
例
え
ば
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
と
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ

ア
は
郡
シ
エ
リ
フ
と
8
5
5
円
(
検
屍
官
)
が
公
選
で
あ
り
、
メ

リ
l
ラ
ン
ド
も
シ
エ
リ
フ
を
公
選
に
し
て
い
た
。
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(
肝
)
』
ミ
・
由
丹
N
ω
・

(
回
)
本
稿
〈
二
〉
及
び
註

(η)、
(
ね
)
及
び
、
篠
倉
満
「
大
陪
審

の
機
能
と
動
揺

ω」
熊
本
法
学
一
八
号
七
七
頁
以
下
(
一
九
七
二

参
照
。

(
回
)
大
陪
審
、
す
な
わ
ち
告
発
陪
審
制
度
の
歴
史
と
沿
革
に
つ
い
て

は
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
斎
藤
敏
「
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
度
」

日
大
法
学
三
二
巻
一
号
(
一
九
六
六
)
五
二
頁
以
下
、
篠
倉
満
「
英

米
の
小
陪
審
制
度
と
大
陪
審
制
度
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
一
一
一
号
一

六
一
頁
以
下
(
一
九
七
三
)
、
平
場
安
治
「
陪
審
裁
判
の
歴
史
的
意

義
ー
ー
そ
の
起
源
に
つ
い
て
」
法
律
学
大
系
第
二
部
法
学
理
論
篇

一
三
八
号
こ
九
五
三
)
を
参
照
。

欧
文
で
は
、
~
山
町
h
h
h
s
h
ミ
百
台
、
・
〉
・
吋
・
(
い
〉
問
、
吋
何
回
・
〉
出
-
m
吋
O
同
J
1

0司

4
Z
開
明
Z
C
F
目
印
国
(
U
O
C
問
、
H
，
、
]
F
N坦
|
(
H
U
K
E
)
一
司
・
。
虫
、
口
z
・

↓
間
同
〉
戸
田
〈
』
C
同
aF
叶
|
(
同
甲
山
由
)
一
回
・
間
内
巾
ロ
ロ
巾
門
守
h
r
』
・
∞
ユ
m
m
凹
・

同匹

5
5ミ
g
h
同
t
h
b
N
h
込
町
内
H
M
ミ
S
向
。
ミ
$
『
S
3
c
s
s民

営
q
e
a
m
s
-
n
R
-
「
岡
山
・
ぉ
-

M

臼
|
(
呂
町
印
)
・

法
制
史
の
分
野
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
の
起
源
を
め
ぐ
る

議
論
に
つ
い
て
は
、
小
山
貞
夫
「
陪
審
制
と
職
権
的
糾
問
手
続
へ

の
史
的
岐
路

l

|
英
米
法
と
大
陸
法
に
つ
い
て
の
一
つ
の
覚
え

書
き
」
『
広
中
先
生
還
歴
記
念
一
法
と
法
過
程
』
(
一
九
八
六
)
五

三
頁
以
下
が
参
考
に
な
ろ
う
。
ま
た
近
時
、
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制

に
関
す
る
詳
細
な
研
究
が
得
ら
れ
た
。
丸
田
隆
『
ア
メ
リ
カ
陪
審

制
度
研
究
|
|
'
ジ
ュ
リ
l
・
ナ
リ
フ
ィ
ケ
l
シ
ヨ
ン
を
中
心
に

ー

l
』
(
一
九
八
八
)
。

(
卯
)
篠
倉
、
前
掲
註
(
朗
)
九
二
頁
以
下
。

(
引
)
同
右
、
一

O
四
頁
以
下
参
照
。
審
理
陪
審
の
登
場
は
一
一
一
一
五

年
、
ロ

1
マ
法
王
イ
ン
ノ
セ
ン
ト
三
世
が
神
判
を
禁
じ
た
こ
と
に

因
る
と
言
う
。

(
但
)
同
右
、
一

O
五
頁
参
照
。
r
g
m
z
z
-
M
尋
s
g
z
s
-
同
二
5
・

(
伺
)
同
右
、
篠
倉
教
授
は
こ
の
二
つ
の
機
能
を
札
問
的
調
査
機
能
(
訴

追
機
能
)
、
保
護
的
選
別
機
能
(
抑
制
機
能
)
と
い
う
よ
う
に
分
け

て
い
る
。

(
似
)
同
右
、
一

O
八
頁
。
近
時
、
陪
審
制
度
に
関
す
る
詳
細
な
歴
史

研
究
が
公
に
さ
れ
た
。
め
町
内
-

H

J

〉
・
。
問
問
問
Z
-

〈開河口円、吋

北法39(4・119)947 
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〉円いの
O
田口
-Z
の
叶
。
。
o
z
印(
U

同開
Z
打
開
い
可
何
回
印
可
開
わ
↓
目
〈
何
回
。
Z

叶出開

開
-
4
の
F
a
z
n
E
言
Z
〉戸、吋回目〉
F
』
C
2
i
ロ

0
0
1
E
S
(凶
器
叩
)
・
特

に一

O
五

1
一
五
二
頁
参
照
。

(
何
)
篠
倉
満
「
大
陪
審
の
機
能
と
動
揺

ω」
熊
本
法
学
二
二
巻
一

O

三
頁
註
(

1

)

(

一
九
七
四
)
に
よ
る
、
J

円。
c
z
の何回・、
H

，Z
何一旬開。戸開・印

刷》〉
Z
開門
J

、
吋
問
問
。
同
hpzu
』
C
同
〈
目
Z
叶回開

d
z
-
4
開。

ω
司〉叶
a一何回

忌
2
1
5
s
-
∞
|
(
回
申
告
)
を
参
照
。
以
下
、
ヤ
ン
ガ

l
教
授
の

諸
説
は
こ
れ
に
拠
る
。
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
に
お
け
る
陪
審
の
状

況
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
丸
田
、
前
掲
註
(
的
)
三
七
頁
以
下

参
照
。
ま
た
大
陪
審
に
よ
る
起
訴
と
、
治
安
判
事

(
J
P
)
、
コ
ン

ス
タ
プ
ル
等
の
官
吏
に
よ
る
略
式
起
訴
の
並
存
を
示
し
た
文
献
と

し
て
、
∞
-
n
z
〉
2
2
・

sybロ
。
門
巾
斗
∞
・
民
自

1
・
を
参
照
。

一
七
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
に
大
陪
審
が
存
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
様
々
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ァ

1
ジ

ニ
ア
で
は
大
陪
審
に
捜
査
機
能
が
有
り
、
一
六
四
二
年
に
そ
れ
が

用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
事
件
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
(
吋
君

。
ミ
ミ

p
q
s
s
sミ
丸
信
む
き
可
ぎ
A
Y
'
出
馬
〈
・
戸
-
河
・

記

!
?
S
C
(
E
E
)
)
し
、
植
民
地
の
状
況
に
つ
い
て
大
陪
審

が
報
告
書
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
六
八
八

年
、
ニ
ュ

1
ジ
ャ
ー
ジ
ー
で
も
一
六
八

O
年
頃
に
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
(
戸
国
・
関
口
}
Y
M
3
p
h
Cミ
誌
、
H
R
O
‘
喝
目
、
密
室
凡
さ
室
、
一

、。
R
~
N
W
-
h
c
s
c
司
、
む
凡
司
、
F
H
H
〉
目
。
。

E
豆・

F
-
m
-
∞・

HHCω
・
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H
H
H
O
(
同坦印印))

篠
倉
、
前
掲
註
(
町
)
一
一
三
頁
参
照
。

田
中
、
前
掲
註

(
1
)
二
七
頁
参
照
。

わ

0
5
2
-
R
』

cm叶

-s-zt〈
何
回
目
星
冨

E
2
2
5開
ゴ
印

(
防
)

(
引
)

(
悌
)
(HA山一山由ー
l
H
・3
N
)
吋
回
開
司
HZ
わ出。
z
ゎ
o
d
問、同
a
m開
{
u
c
m
u
-
H
N
U
(
』・

同
.
∞
ヨ
主
同
色
.
E
E
)
.

(
叩
)
メ
リ
l
ラ
ン
ド
で
は
一
六
三
八
年
、
大
陪
審
に
よ
る
正
式
起
訴

(zeaggCを
定
め
た
法
令
を
通
過
さ
せ
て
い
る
が
、
知
事
の

承
認
が
得
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
官
吏
訴
追
が
一
般
と
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
も
一
六
三
八
年
、
正
式
起
訴
の
保
障
を
含
む
権
利
章
典

(、
H
d巾
(
U
Y

同吋同巾司。同

F-σ
巾
吋
丹
可
出
ロ
仏
間
M

ユ
〈
ロ
巾
仏
m
m
m
m門出口仏内仏

σ回、

広
田
河
。
回
、
包
回
一
my口市田印丹
O

S

巾
宮
町
白

-u-ZE∞
O
同
Z
2司
J

円
。
品

目ロ門ご
3
0巾匂巾ロ骨一
H
d
n
F

巾
印
)
を
定
め
た
が
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
、

ω
(
U
-
z
-
〉
Z
O岡田口司印噌吋回目凶わ
C
F
C
Z
E
F
句何回出。。

。
司
〉
玄
何
回
目
n
k
F
Z

回
目
印
、
吋
(
)
同
吋
・
ロ
印

l
H
E
O
S品
)
参
照
。

(瑚

)
m・
3己
E-
吋
常

i
z
E
S
R
ミ
司
室
内
F
E
N
t
§

与
さ
町
下

H.06
・
ω
-
F
ロz
o
a
F
・閉山‘

ω印
P
ω
印吋|∞(回申()∞)・

独
立
に
反
対
し
た
グ
ル
ー
プ
(
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
)
に
は
法
律
家

101 



が
多
く
、
独
立
派
の
反
イ
ギ
リ
ス
感
情
の
中
に
反
本
国
法
の
意
識

が
強
か
っ
た
こ
と
を
図
式
化
し
て
い
る
。
田
中
、
前
掲
註
(
肝
)

八
三
頁
。

(
脱
)
陪
審
は
独
立
期
に
は
本
国
と
の
抗
争
の
武
器
で
も
あ
っ
た
、
と

い
う
。
篠
倉
、
前
掲
註
(
何
)
一
二

O
頁。

(
間
)
関
口
戸
器
、
『
b
D
O
Z
8
・
白
門
戸
。
∞
|
由
一
河
・
。
・
』
。
y
ロ凹件。ロ・

MZF向
。
還
さ
凡
旨
q
l
M
M
3
M
m
S
N
O
三ミ

h
F
H
a
h
ミ
司
君
』
『
s
h
H
N
.

門司・

合衆国検察官制度成立史序説

S
S同
町
、
さ
門
町

a-
品
目
山
}
打
開
同
冨
・
円
、
.
h
w
(
U
E
F
曲目
Z
C
F
OのJ
子

百

戸

回
目
∞
・
ロ
-
N
C
(
回
申
立
)
一
邦
文
で
は
、
丸
田
、
前
掲
註

(
2
)
四
二

頁
以
下
に
詳
し
い
。
更
に
一
七
七
二
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
知

事
や
g
E
R
ロ
が
目
出
回
一
門
町
、
吋
叩
5
5
2
を
ス
パ
イ
と
し
て
起
訴
す

る
よ
う
に

A
G
に
命
じ
た
が
、
大
陪
審
が
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る

(
』
。
『
ロ
印
円
。
ロ
・
民
、
・
白
件
同
印
∞
)
。

特
に
一
七
六

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
そ
れ
程
厳
格

で
な
か
っ
た
支
配
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
七
年
戦
争
弓
5
2
v

自己

E
e
g
g
R
-
口
g
l
口
毘
)
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
勝
利
し
た

後
に
強
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
学
会
編
『
原
典
ア

メ
リ
カ
史

ω』
四
五
頁
以
下
ご
九
五

O
)
参
照
。

「
イ
ギ
リ
ス
当
局
は
、
コ
ロ
ニ
ー
の
陪
審
が
有
罪
判
決
を
拒
否
し

て
い
る
と
見
た
し
、
裁
判
官
も
陪
審
も
コ
モ
ン
・
ロ
l
の
法
廷
で

(
胤
)

(
姉
)

犯
罪
者
を
放
免
す
る
の
に
乏
し
い
弁
解
で
認
め
過
ぎ
る
と
感
じ
て

い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
め
応
・
〉
Z
U同岡山

J3・
言
、
ミ
ロ
。

s
s・出丹

NN印
.

106 

ラ
ン
ド
ル
フ
白
色
4
5
E
刻
印

E
o
q
u・
-
六
八
七
年
植
民
地
の

2
印
Z
B
凹

n
o
ヨ
g
u包
O
ロ
巾
円
に
任
じ
ら
れ
た
)
の
弁
に
よ
れ
ば
、

「
そ
の
同
情
故
に
陪
審
は
彼
等
自
身
が
法
の
違
反
者
だ
っ
た
」
の

で
あ
る
。

ω〉〈開
F
円
除
巧
〉
凶
・
む
も
ミ
ロ
O
R
E
-
白
門
会
品
|
印
・

イ
ギ
リ
ス
の
海
外
領
土
で
海
事
裁
判
権
を
持
っ
た
裁
判
所
の
こ

〉
」
。

107 

一
七
七
四
年
本
国
の
制
定
し
た
ρ
5
σ
R
〉
2
(
フ
ラ
ン
ス
か

ら
の
譲
渡
地
域
の
統
治
に
関
す
る
法
)
に
お
い
て
、
当
該
地
域
に

お
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
慣
習
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
治
下
と
同
じ

く
陪
審
を
受
け
ず
と
も
良
い
、
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る

植
民
地
人
の
反
発
が
大
き
く
、
E
E
S
S
E
巾

krn
仲
間
の
一
つ
と
さ

れ
、
独
立
運
動
へ
の
引
金
と
な
っ
た
。
田
中
、
前
掲
註

(
1
)
七

五
頁
。

Nrh-F〈開
F
F
h
w

垣
見
-
s
y
b
g
Z
2
・
白
神
田
∞
|

白
色
-
一
。
・
司
-
Z
開
、
コ
，
H
W
F

印
斗
回
開
月
。
。
、
吋
印
。
司
〉
冨
何
回
白
わ
〉
Z

(
U

目〈

E
N〉
目
。
z
-
E
N
|
印
(
回
申
告
)
ケ
ベ
ツ
ク
法
の
管
轄
領
域
は
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ
、
オ
ハ
イ
オ
河
に
挟
ま
れ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
イ

リ
ノ
イ
、
イ
ン
ヂ
'
イ
ア
ナ
、
ミ
シ
ガ
ン
、
オ
ハ
イ
オ
、
そ
し
て
カ

北法39(4・121)949 
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ナ
ダ
(
ケ
ベ
ツ
ク
)
と
い
う
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(

鵬

)

円

〉
-
z
s
g門
Y

同

38c

同実。、
s
s
E
Hピ
宮
室
内
S
O
S
H
F悶

h
s同司、
HE芯
河
内
せ
。
宮
町
民
。
ぉ
一
、
ミ
吋
.E誌
な
さ
む
さ
出

h
c
p
s
hむ
円

t-

N

印
口
開
閉
y
p
C
F
F
・
m-
∞宕

(HS由
)
酒
井
吉
栄
「
ア
メ
リ
カ
初
期

州
憲
法
研
究
序
説
」
愛
大
法
経
論
集
二
六
巻
(
一
九
五
九
)
四
一

頁
以
下
。
特
に
八
二
1

六
頁
参
照
。

(
削
)
田
中
、
前
掲
註

(
1
)
六
五
頁
参
照
。

(
山
)
陪
審
の
み
な
ら
ず
、
税
の
公
平
、
人
身
保
護
令
状
の
保
障
等
、

諸
々
の
も
の
を
植
民
地
は
望
ん
だ
。

(m)
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
重
商
主
義
政
策
に
対
抗
し
て
集
ま
っ
た

「、H
，
Zω
仲
間
ヨ
同
】
〉
♀
ゎ
。
口
開
門
巾
∞
田
口

2
・
5
」
の
決
議
刊
に
は
陪

審
審
理
は
貴
重
な
権
利
で
あ
る
、
と
記
し
て
あ
る
。
同
右
、
六

O

頁
参
照
。

篠
倉
、
前
掲
註
(
町
)
一
一
九
頁
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
植
民

地
の
自
由
獲
得
闘
争
の
歴
史
は
、
刑
事
法
の
分
野
で
は
、
小
陪
審
、

大
陪
審
を
受
け
る
権
利
の
為
の
闘
争
史
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
ブ
ラ
ウ
ン
氏
は
「
大
陪
審
制
度
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
苦
労

し
て
勝
ち
と
ら
れ
た
市
民
の
自
由
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る

(
篠
倉
満
「
ア
メ
リ
カ
の
大
陪
審
と
わ
が
国
の
検
察
審
査
会
制
度
」

法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
号
三
四
頁
ご
九
七
二
)
し
、
キ
ャ
ン
べ

ル
判
事
も
「
大
陪
審
は
訴
追
官
と
被
告
人
と
の
聞
に
立
っ
て
不
確

か
な
犯
罪
の
訴
追
か
ら
市
民
を
守
る
個
人
の
守
護
者
と
な
っ
た
」

と
積
極
的
評
価
を
与
え
て
い
る
(
当
・

-h白ヨ
同
法
巾
]
一
巳
-

m
w
s
s
h
N
H町

HF

向。s
s
丸
、
ミ
u、

:
2
』・
(
U

・円、
.
h
w
(
V
E
E
Z
O
F
O
O
J
R

N
-
H
2・
H
a
(巴吋
ω

)

)

よ
う
に
、
「
陪
審
審
理
は
植
民
地
に
お
け

る
イ
ギ
リ
ス
臣
民
の
全
て
に
固
有
の
権
利
で
あ
り
、
非
常
に
貴
重

な
権
利
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
叶
『
巾

ω
S
E匂
〉
2
n。
ロ
ぬ
括
協
の

決
議
が
独
立
期
に
合
衆
国
憲
法
修
正
第
五
条
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
権
利
要
求
の
存
在

を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
伊
藤
正
己
・
田
島
裕
・
前
掲
註

(1)

四
四
頁
参
照
。

(
山
)
(
旧
)

北法39(4・122)950

』〉門リ。回
J〉

MWNh』マ『
hN
ロ
O
同巾

H
?
]
{
∞
i
u
・

例
え
ば
篠
倉
、
前
掲
註
(
何
)
一
三
三
頁
に
拠
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
大
陪
審
の
本
来
的
機
能
は
「
保
護
的
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
山
)

(
山
)

』〉
(υO
回J
子
的
Nh』
守
『
ぬ
ロ
。
丹
巾
回
目
・
白
件
同
∞
|
∞
・

す
な
わ
ち
、
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
に
よ
れ
ば
、
発
生
期
の
検
察
官

と
い
う
の
は
、
コ
ロ
ニ
ー
に
お
け
る
私
人
訴
追
制
度
克
服
の
為
の

産
物
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ヤ
ン
ガ

1
教
授
ら
の
い
う
大
陪
審

の
活
躍
は
、
成
立
期
の
官
吏
訴
追
の
克
服
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
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(
m
)
p
n
O
R
-
袋
、
ミ
ロ
。

5
5・
白
門
口
・

(
即
)
「
大
陪
審
は
、
民
衆
と
法
を
結
び
つ
け
る
接
点
で
あ
る
」
と
い
う

ブ
ラ
ウ
ン
氏
の
主
張
が
こ
の
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
篠
倉
、
前

掲
註
(
山
)
三
四
五
頁
。

(
川
)
〈
白
ロ
〉
-
回
同

3
5
・

bpH3.円
H
K
C
S
Sミ
ー
l
h
E
5
3
.
2
~

E
N
N
h
F
呂
町

N巧【印・
F
-
m・
5
・

HqsuN)
・

(
凹
)
公
衆
性
に
つ
い
て
は
第
三
章
三
節
以
下
を
参
照
。

(
即
)
拙
稿
『
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
|
'
二

O
世
紀
に
お
け
る

合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
』
北
大
法
学
論
集
三
七
巻
六
号

(
一
九
八
七
)
、
第
一
章
第
一
節
〈
一
〉

2
1
3
参
照
。

(
肌
)
検
察
官
制
度
の
発
達
に
伴
っ
て
、
大
陪
審
の
存
続
、
廃
止
を
め

ぐ
る
論
争
が
激
し
く
な
っ
た
。
大
陪
審
は
「
統
治
と
法
執
行
の
官

更
が
民
衆
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
あ
る
の
だ
か
ら
(
検
察
官
の

公
選
制
を
意
味
す
る
と
恩
わ
れ
る
)
、
訴
追
者
を
守
る
為
に
必
要
で

は
な
い

(M2pncss下
、
ミ
u、

a
a
a
E
N詩
的
向
凡
町
民
芯
ミ
句
。
ふ
二
吋
仏

国
〉
同
〈
・
「
閉
山

-
E
0・印
2

2
申
告
)
)
」
と
い
う
主
張
が
あ
る
一

方
、
「
(
大
陪
審
は
)
実
際
に
は
検
察
官
の
捜
査
の
場
と
な
り
、
証

人
尋
問
に
お
い
て
は
有
効
に
機
能
し
う
る
し
、
地
域
内
で
の
犯
罪

捜
査
を
担
っ
て
い
る
の
だ

R
E
B℃
σ巾
-
f
M
ミ
ミ
ロ
。
芯

H
H
Y
巳

弓
印
)
」
と
い
っ
た
主
張
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

特
に
成
立
期
、
一
九
三

0
年
代
以
降
の
近
代
的
犯
罪
の
増
加
が

州
の
略
式
起
訴
公
正

2
5三
宮
口
|
|
|
必
ず
し
も
適
訳
と
は
き
一
口
え

な
い
。
む
し
ろ
検
察
官
起
訴
と
で
も
言
う
べ
き
か
)
へ
の
傾
向
に

拍
車
を
か
け
た
。
当
時
の
論
者
は
、
検
察
官
の
大
陪
審
支
配
を
積

極
的
に
認
め
、
略
式
起
訴
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
ミ
ラ

1
教
授

の
略
式
起
訴
へ
の
評
価
は
、
「
便
宜
性
」
「
安
価
」
「
有
効
性
」
そ
し

て
「
安
全
」
で
あ
る
(
』

5
吾
回
巾
冨
E
R
-
E否
ミ
s
s
s
ミ

営
え
を
さ
さ
H
m
s
n
-
3
.
s
s
b
N
h
a
s
-
∞
冨
E
Z何
回
。
、

E
F・閉山・

ω
日コy
h
p
{
)

∞
(
H
由
N
A
H
)

・)。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
氏
ら
の
言
う
大
陪
審
の
防
御
機

能
よ
り
も
、
訴
追
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ジ
ヤ

コ
ビ

l
女
史
が
「
多
く
の
検
察
官
が
大
陪
審
の
維
持
を
求
め
て
い

る
」
こ
と
に
官
吏
訴
追
制
度
と
の
併
用
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
の

も
同
じ
方
向
で
あ
ろ
う
。
守

m-pngJ円
・
む
も
ミ
ロ
o
g
z
w
出円

123 122 

ωω. 両
者
の
理
念
的
同
一
性
に
つ
い
て
は
三
章
二
節
参
照
。

例
え
ば
、
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

で
陪
審
員
が
選
ば
れ
、
本
国
と
そ
の
選
出
方
法
を
異
に
し
、
植
民

地
の
利
益
に
気
を
配
っ
た
と
い
う
。
篠
倉
、
前
掲
註
(
何
)

三
頁
参
照
。

北法39(4・123)951
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124 

こ
の
こ
と
は
本
国
と
の
鋭
い
緊
張
関
係
を
有
し
た
東
部
の
州
が

現
在
も
大
陪
審
制
度
を
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
西
部
の
州

が
早
く
か
ら
略
式
起
訴
を
主
に
し
た
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
こ
れ

ら
東
部
諸
州
が
コ
ロ
ニ
ー
で
タ
ウ
ン
を
持
っ
て
い
た
地
域
で
あ

り
、
伝
統
的
に
も
大
陪
審
へ
の
信
頼
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
伝
統
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
中
西
部
の
広
大
な
管
轄
を

持
つ
地
域
で
は
大
陪
審
の
開
催
が
地
理
的
に
も
時
間
的
に
も
困
難

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
訴
追
制
度
H

シ
エ
リ
フ
や
検
察
官
の

訴
追
が
定
着
し
た
為
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

フ
ラ
ン
ス
と
そ
の
影
響

フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
説
く
論
者
は
、
バ
ウ
ン
ド
教
授
ら
に
よ
る
イ
ギ
リ

ス
の

A
G
(〉
R
O司
ロ
巾
可
。
巾
ロ
巾
『
包
]
)
と
フ
ラ
ン
ス
の
目
出
.
。
nz円巾口同
1

仏
己
円
。
-

(1) 

(
国
王
の
代
官
)
と
の
接
合
説
、
そ
し
て
エ
ス
マ
ン
教
授
や

N
C
L
O
E

(2) 

に
よ
る
、
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
強
く
示
唆
し
た
前
期
導
入
説
の
二
つ
に
分

け
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
既
に
第
一
節
二
〉
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
接
合
説
の
足
場

で
あ
る

A
G
に
関
し
て
は
、
そ
の
地
方
性
に
由
来
し
な
い
性
格
や
、
公
衆

(℃ロ
Z
W
)
性
の
稀
薄
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
も
う
一

方
の
エ
ス
マ
ン
教
授
ら
の
言
う
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
の
強
さ
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
、
本
節
に
お
い
て
接
合
説
、
導
入
説
の
「
合
衆
国
は
フ
ラ
ン
ス

か
ら
検
察
官
制
度
を
学
ん
だ
」
と
い
う
主
張
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。
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導
入
説
の
論
拠

一
九
三
一
年
、
ウ
イ
ツ
カ

1
シ
ャ
ム
委
員
会

(
N
C
L
O
E
)
は、

訴
追
に
関
す
る
報
告
書
の
中
で
合
衆
国
検
察
官
に
関
す
る
考
察
を
試
み
、

イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
や
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
も
の
と
異
な
る
訴
追
官
を
か
フ
ラ

ン
ス
か
ら
借
用
し
た
官
吏
の
概
念
。
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
私
人
訴
追
の
原
理
に
拠
る
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
継
受
国
で
あ

る
合
衆
国
が
、
官
吏
訴
追
の
概
念
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

影
響
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
バ
ウ
ン
ド
教

授
な
ど
は
、
独
立
期
の
民
衆
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
不
満
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
熱

狂
的
支
持
を
そ
の
背
景
と
し
て
根
拠
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
合
衆
国
の

訴
追
制
度
に
関
す
る
本
国
か
ら
の
制
度
的
、
理
念
的
離
脱
点
を
、
他
の
法

制
度
と
同
様
に
独
立
期
に
置
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま

り
、
地
方
で
個
々
の
非
統
一
的
な
形
態
を
採
っ
て
い
た
コ
ロ
ニ
ー
の
訴
追

制
度
に
は
目
を
向
け
ず
に
、
建
国
後
の
連
邦
地
方
検
察
官
を
ア
メ
リ
カ
の

〈一〉



モ
デ
ル
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
期
の
国
王
の
代

(7) 

官
と
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
確
か
に
憲
法
史
の
上
で
も
、
独
立
期
に
フ
ラ
ン
ス
が
大
き
な
影
響

(8) 

を
与
え
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
重
要

な
思
想
的
概
念
、
権
利
概
念
を
も
た
ら
し
た
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
は
、
早

(9) 

く
て
一
八
世
紀
初
頭
に
大
陸
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
頃
に
は
既
に
各
地
に
制
定
法
上
の
官
吏
に
よ
る
訴
追
制
度
が
植

(
叩
)

民
地
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
点
、
官
吏
訴
追
の
概
念
を
フ
ラ
ン
ス
の
影

響
と
即
断
し
て
し
ま
う
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
考
慮
し
て
で
あ
ろ
う
か
、

N
C
L
O
E
は
、
以
下
の
よ
う
に
の

べ
た
。

合衆国検察官制度成立史序説

ー

l
ア
メ
リ
カ
の
公
的
な
検
察
官
(
。
呂
巳
己
買

S
R
5
0円
)
は
連
邦

で
あ
っ
て
も
、
州
で
あ
っ
て
も
、
植
民
地
の
郡
検
察
官

(gロ
ロ
守

主

Z
E弓
)
を
基
礎
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
白

2
0
5ミ
宮
口

q巳
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
国
門
目
〈
。
門
主

mmロ
m
g
}
及
び

u
g
n
z円
巾
ロ
コ
凶
ロ
『
。
一
の
一
つ

(
日
)

の
混
合
物

(
2
5宮
己
ロ
門
戸
)
な
の
で
あ
る
。
(
傍
線
筆
者
)

し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
官
吏
訴
追
の
制
度
に
最
終
的
な
影
響
を

与
え
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
匂

B
E
E
R
門2
5
-
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が

強
く
打
ち
出
さ
れ
、
複
合
説
と
も
合
い
通
じ
る
よ
う
な
表
現
を
取
り
な
が

ら
導
入
説
の
立
場
を
守
っ
て
い
る
。

導
入
説
の
検
討

ま
ず
初
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
点
は
、
エ
ス
マ
ン
教
授
ら
の
見

解
に
合
致
し
な
い
歴
史
的
事
実
が
一
七
世
紀
後
半
か
ら
現
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
代
的
な
意
味
で
の
検
察
官
は
、
二
ハ

(
日
)

八
五
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
議
会
の
郡
検
察
官
の
設
置
に
遡
り
、
制
定

法
上
は
一
七

O
四
年
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
郡
裁
判
所
に
同

2
0
5
3
を
置

(M) 

い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
の
検
察
官
(
当
時
は

gロ
ロ
ミ
巳

Z吋
白

ロ
巾
可
や
母
匂
巳
可
同

H
Z
2
3
と
呼
ば
れ
た
)
制
度
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
が

影
響
を
与
え
た
、
な
い
し
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
訴
追
の
概
念
が
も
た
ら
さ
れ

{
日
}

た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

2

一
七

O
O年
前
後
の
コ
ロ
ニ
ー
は
、
プ
リ
マ
ス
と
マ
サ
チ
ユ
|

(
日
)

セ
ツ
ツ
・
べ
イ
の
併
合
を
最
後
に
、
全
て
本
国
と
の
正
式
な
法
律
関
係
を

(口)

持
つ
に
至
り
、
こ
の
時
期
に
独
立
期
に
フ
ラ
ン
ス
が
与
え
た
程
の
強
い
影

響
を
見
出
だ
す
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
可
能
性
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
西
洋
岸
植
民
地
以
外
の
地
域
に
限
ら
れ
よ
う
。

(
凶
)

そ
の
一
つ
は
、

Z
巾耳目り

E
ロ
n
m
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
影
響
の
有
無
で

あ
る
。
二
ハ
世
紀
の
〉

g島
田
(
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
に
わ
た
る
新
大
陸
北

東
部
)
の
植
民
に
始
ま
り
、
一
六
八
三
年
ミ
シ
シ
ッ
ピ
河
に
沿
っ
て
メ
キ

シ
コ
湾
に
ま
で
至
っ
た
広
大
な
フ
ラ
ン
ス
領
戸
白
戸
。
ロ
庄
田
口
白
(
ミ
シ
シ
ッ

ピ
流
域
フ
ラ
ン
ス
領
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
地
域
は

〈
一
一
〉

北法39(4・125)953
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一
七
一
二
年
ま
で
軍
政
が
ひ
か
れ
て
お
り
、
勅
許
状
が
本
国
か
ら
発
せ
ら

れ
た
の
も
一
七
一
七
年
と
遅
く
、
本
国
の
訴
追
制
度
を
移
植
し
た
と
い
う

確
た
る
事
実
が
見
ら
れ
ず
、
原
始
的
な
宗
教
と
法
が
一
体
と
な
っ
た
司
法

手
続
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
パ
リ
慣
習
法
が
導
入
さ

れ
、
今
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
民
事
法
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
残
存
の
い
と

(
幻
)

ぐ
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
刑
事
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
一
七
八
七

年
の
北
西
領
地
条
例

{
Z号
任
者

g
Z
)
E
E白
ロ
円
巾
)
に
よ
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー

へ
の
転
換
が
|
|
例
え
ば
陪
審
制
の
導
入
、
人
身
保
護
令
状
の
適
用
が

ー
ー
ー
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
系
譜
を
許
す
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

Z
巾
豆
、
明
日
ロ
門
巾
か
ら
の
司
法
・
訴
追
制
度
の
影
響
は
一
七

O
O年
頃
で
あ
っ
て
も
、
独
立
期
で
あ
っ
て
も
考
え
ら
れ
な
い
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

一
七
八
九
年
法
と
連
邦
検
察
官
制
度

以
上
見
て
き
た
如
く
、
ア
メ
リ
カ
検
察
官
の
萌
芽
は
独
立
期
よ
り

も
ま
だ
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
影
響
は
な
く
、

接
合
説
、
導
入
説
共
に
こ
の
点
に
お
い
て
も
足
場
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
導
入
説
論
者
の
言
う
も
う
一
つ
の
根
拠
た
る
フ

〈
=
一
〉

ラ
ン
ス
の
国
王
の
代
官
(
官

R
R
2『
己

zg-)
及

び

包

5
2
ζ
E
m
E
-

と
、
連
邦
検
察
官
制
度
と
の
類
似
性
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
か
。

2

独
立
後
、
合
衆
国
は
一
七
八
九
年
に
吉
弘
在
白
弓
〉
♀
(
司
法
制
度

法
|
|
以
下
一
七
八
九
年
法
と
呼
ぶ
)
を
定
め
、

A
G
と
連
邦
地
方
検
事

を
置
い
た
。
け
れ
ど
も
地
方
検
事
は
当
初
は
行
政
(
連
邦
政
府
)
の
代
理

人
で
あ
り
、
全
犯
罪
を
訴
追
す
る
と
い
う
機
能
を
持
ち
つ
つ
も
、
「
植
民
地

ア
メ
リ
カ
で
発
展
し
た
地
方
の
検
事
の
土
着
の
形
態
に
近
か
っ
た
」
の
で

あ
り
、
か
か
る
状
態
は
南
北
戦
争
後
の
中
央
集
権
化
現
象
に
よ
っ
て
生
み

だ
さ
れ
た
一
八
七

O
年
の
司
法
省
創
設
に
よ
る
組
織
化
に
至
る
ま
で
続
い

た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
連
邦
検
察
制
度
の
行
政
の
代
理
性
、
官
吏
訴
追
制
、
民
事
手
続
へ

の
関
与
に
見
ら
れ
る
機
能
は
確
か
に
国
王
の
代
官
の
機
能
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。従
っ
て
、
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
新
大
陸
へ
の
検
察

官
の
機
能
的
な
継
受
(
導
入
)
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
白
色

gn白円

札
口

mz-は
「
社
会
の
利
益
の
公
の
代
理
人
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い

(
却
)

た
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
の
公
的
補
佐
職

zaggζ-mDm「
包
を
含
む
自
宮
町
お
a
u
c
v
}町
内
)
の
中
心
的
役
割
は
刑

事
よ
り
も
む
し
ろ
民
事
事
件
の
法
律
的
議
論
に
あ
っ
た
、
と
い
う
見
方
も

(
初
)

示
さ
れ
て
い
る
。



こ
の
民
刑
事
の
二
元
化
が
、
な
ぜ
合
衆
国
で
は

A
G
一
人
に
集
中

し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
こ
こ
で
生
じ
よ
う
。
初
代
A
G
ラ

(
訂
)

ン
ド
ル
フ
が
「
一
人
で
為
し
う
る
職
」
と

A
G
を
考
え
て
い
た
よ
う
に
、

連
邦
の
法
律
問
題
は
そ
れ
程
多
い
と
は
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
民
事
機
能
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
導
入
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
に
鷹
踏
を
覚
え
る
の
は
、
植
民
地
時
代
か
ら
の

A
G
の
機
能
を
思
い
だ

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

3 
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主
と
し
て
刑
事
の
義
務
を
負
っ
て
い
た

A
G
で
あ
る
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
お
い
て
も
国
王
の
財
産
に
対
す
る
不
法
行
為
へ
の
賠
償
請
求
、
没
収
財

産
の
取
得
手
続
と
い
っ
た
民
事
の
義
務
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
植
民

地
の

A
G
も
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
そ
の
職
を
学
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
民
事

の
任
務
も
共
に
連
邦
A
G
に
継
受
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
一
人
が
機

能
し
た
と
い
う
点
で
は
(
そ
の
名
称
の
同
一
性
と
共
に
)
連
邦
の

A
G
と

の
関
連
性
を
強
く
有
し
て
い
る
。

(
M
M
)
 

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
一
般
代
理
官

G
5
2
5
R
札
口
mE})
が
国
王
の

目
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
中
央
集
権
的
構
造
も
ま
た
独
立
期
の
合

衆
国
に
は
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
改
革
へ

の
動
き
は
前
述
し
た
如
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
連
邦
地
方
検
察

官

(
D
A
)
へ
の
実
質
的
な
集
権
化
が
始
ま
っ
た
の
は
一
八
六

0
年
代
以

降
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
一
八
六
一
年
に
議
会
は
よ
う
や
く

A
G
の
D
A
に
対
す
る
指

(
H
A
)
 

揮
監
督
権
を
明
確
に
し
た
が
、
こ
の
時
ラ
ン
ド
ル
フ
の
提
案
か
ら
実
に
七

(
お
)

O
年
が
経
過
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
遅
い
集
権
化
か
ら
見
て
も
、
バ
ウ
ン

ド
教
授
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
か
に
フ
ラ
ン
ス
へ
の
熱
狂
的
支

(
初
)

持
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
連
邦

A
G
と
そ
の
機
能
と
が
直
接
に
邑
〈

2
え

mmロ
m
E
-
か
ら
の
導
入
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
出
来
、
ず
、
ま
た
一
七

八
九
年
法
の
草
案
者
達
が
、
当
時
ど
の
程
度
フ
ラ
ン
ス
の
訴
追
制
度
に

|
|
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
や
コ

T
7の
制
度
以
上
に
|
|
シ
ン
パ
シ
ー

を
感
じ
て
い
た
の
か
を
史
的
資
料
か
ら
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

あ
る
。

接
合
説
の
立
場
を
採
る
グ
ロ
ス
マ
ン
教
授
は
、
国
王
の
代
官
の
発

展
し
た
共
和
国
検
事
(
胃

0
2
5日
仏
o
g
m
a
z
E
n
)
の
訴
追
行
為
だ

け
で
な
く
、
訴
追
の
開
始
、
警
察
へ
の
指
揮
と
い
っ
た
点
に
着
目
し
つ
つ

も
、
寸
D
A
と
の
相
似
性
は
、
そ
の
機
能
に
関
連
し
て
い
る
」
と
し
て
、
歴

史
的
な
関
連
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
し
、
複
合
説
に
立
つ
ク
レ
ス

教
授
も
「
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
の
証
拠
は
、
直
接
的
な
つ
な
が
り
よ
り
も
む

し
ろ
制
度
の
相
似
性
に
あ
る
」
と
し
て
い
た
。

ま
た
発
達
説
を
説
く
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
「
フ
ラ
ン

ス
の
検
察
官
は
厳
し
い
階
層
性
と
中
央
集
権
制
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
ア

メ
リ
カ
の
連
邦
検
事
は
、
ま
ず
殆
ど
制
限
さ
れ
な
い
独
立
性
を
有
し
て
い

4 
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た
」
の
で
あ
る
。

か
か
る
導
入
説
批
判
は
、
前
述
し
た
「
時
代
的
不
整
合
性
」
「
民
刑
二
元

的
機
能
の
継
受
へ
の
疑
問
」
「
非
集
権
性
」
「
一
七
八
九
年
法
と
の
関
連
性
」

等
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

5

す
な
わ
ち
連
邦
検
察
官
制
度
は
、
既
に
植
民
地
に
根
付
い
て
い
た

地
方
で
の
訴
追
官
の
制
度
の
上
に
連
邦
と
し
て
訴
追
制
度
を
導
入
す
る
に

際
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
に
似
た
も
の
と
な
っ
た
、
と
捉
え
る
こ
と
が
正

し
い
評
価
と
言
え
よ
う
。

先
に
述
べ
た
コ
ロ
ニ
ー
か
ら
の
連
続
性
、
新
大
陸
自
体
の
訴
追
制
度
の

内
在
性
、
こ
う
し
た
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
の
継
受

論
も
こ
れ
以
上
の
脈
絡
を
示
さ
ず
し
て
は
発
達
過
程
に
お
け
る
確
た
る
地

位
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

l 

接
合
説
に
つ
い
て
は
、
一
章
二
節
〈
一
〉
参
照
。
め
ミ

-HN28同

司

O
C
2
0・
(UE玄
-
Z〉
戸
』
己
的
、
H
A
n
明
言
〉
去
何
回
問
。

k
f
5
0
(
E
N
S
・

前
期
導
入
説
に
つ
い
て
は
、
一
章
一
節
今
一
〉
①
参
照
。

2 3 

Z
〉、

H
4
5
2〉
戸
【
U
。
ζ
F、日目的自

o
z
c
z
F〉
巧

O
回
印
何
回
耐
〈
〉

Z
円
U

開

〉

Z
U

開

Z
司
。
河
打
開
冨
思
L

叶

(

出

2
・
巾
一
ロ
田
町
同
巾
円
咽

n
p巾
色
白
田

z
n
F
O開
)
・

閉山開閉》
C
悶
叶
。
Z
司
問
。
由
開
(

U

口
、
コ

cz-
吋
(
]
{
叩
ω

]

{

)

・

閉
山
。
∞
円
。
巾
司
O
E
D門
戸
同
】
』
同
町
営
、
制
定
湾
内
向
。
」
司
、
認
さ
り

p
h
h
H
8
3

4 

み
さ
ミ
、

M
.
E
-
U
H
F
E
2
0
5
F
-
m
-
ω
E
-
ω
印

吋

∞

(
E
o
s
-
植
民

地
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
へ
の
不
満
、
反
発
に
つ
い
て
は
、
河
O
印

h
C開

旬
。

czu-
、
『
出
開
司
。
回
忌
〉
、
コ
〈
開
何
戸
P
O司
〉
去
何
回
目
(
い
〉

Z
円
、
〉
当
・
叶
ロ
・

印
(
]
{
由

ω
∞)・

北法39(4・128)956

(5) 

F
E
E
-
M
2
p
h
p冶
寝

SQ-sybロ
。

z
p
同門

ωω
印・

6 

可
。

c
z
u・
~
同
国
民
、
『
ぬ
ロ
O
同
巾
]
{
・
同
門
同
印
0
・

一
回
世
紀
、
胃

2
5
2円

E
s
-
(国
王
の
代
官
)
が
公
訴
を

支
配
し
、
一
六
七

O
年
に
ほ
ぽ
札
問
訴
訟
を
固
め
る
に
至
り
、
後

の
ヨ
E
2
5
2
匂
己
主
庁
(
検
察
官
)
へ
の
発
展
の
道
を
聞
い
た
。
そ

し
て
、
一
七
九
一
年
、
官

R
R
2円
吉

E
n
に
よ
る
訴
追
が
全
事

件
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
共
和
制
下
で
こ
れ
が
、
官
。

2
5ロ『仏巾

}曲目山岳ロ
Z
W
(共
和
国
検
事
)
と
な
る
。
後
掲
註
(
犯
)
の
諸
文

献
参
照
。

酒
井
吉
栄
「
ア
メ
リ
カ
初
期
州
憲
法
研
究
序
説
」
愛
大
法
経
論

集
二
六
巻
七
八
頁
以
下
ご
九
五
九
)
、
ハ
ロ
ル
ド
・

J
・パ

1
マ

ン
「
ア
メ
リ
カ
法
入
門

ωア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
的
背
景
」
司
法
研

修
所
報
二
七
巻
(
一
九
六
二
参
照
。

一
七
七
六
|
八

O
年
に
か
け
て
各
州
憲
法
は
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
主
義
を
採
用
す
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
著

作
『
法
の
精
神
』
が
ア
メ
リ
カ
に
現
れ
た
の
は
、

7 8 9 

一
七
四
八
年
と
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い
う
比
較
的
早
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(
叩
)
一
章
一
節
〈
一
〉
で
各
地
の
検
察
官
の
誕
生
が
紹
介
さ
れ
た
。

又
、
次
項
参
照
。

(
日
)
(ロ)
(
日
)

Z
(
U
F
O開
'
印
刷

hhqa
ロ
。
芯
ω
・
同
伴
吋

」
『
守
弘
同
出

ア
ル
ス
タ
イ
ン
は
∞

Z
ユ
止
と
胃

2
2
E
2
と
明
確
に
区
分
し

た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
こ
の
一
件
を
合
衆
国
に
お
け
る
近
代
検

察
官
の
第
一
歩
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
年
同
・
〈
田
口
〉
]
印
門
司

5
・

b
札口町同ミ門町、山号室九三
|
|
l
k
H

司
令
H
G
3
.
s
~

、RN
N
F
E
S
当日印・

戸
-
H
N
・
H
N
?
H
ω
A
H

ロ
A
F
ω
(
呂
印
N
)
・

(
H
)

一
章
一
節
〈
一
〉
参
照
。

(
日
)
川
口
氏
は
地
方
検
事
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
で
の
出
現
を
そ
の
進
歩

的
気
風
の
故
と
し
て
い
る
が
、
明
確
な
根
拠
が
見
出
し
え
な
い
。

川
口
光
太
郎
「
英
米
の
検
察
制
度
に
つ
い
て
」
司
法
研
究
三
五
巻

一
号
(
一
九
四
七
)
一
一
二
頁
以
下
。

プ
リ
マ
ス
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
へ
の
併
合
は
一
六
九
一
年
で

(
時
)
あ
る
。

(
口
)
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
(
一
九
六
八
)
六
頁

参
照
。

(
児
)

z
m
g
明
一
『
出
口
円
巾
と
は
、
ハ
い
白
ロ
白
色
町
グ
〉
円
白
色
町
田
-
F
O
E
-
田
区
ロ
即
の
総

称
で
あ
る
o

M
)
 
こ
の
戸
。
=
一
回
一
白
ロ
白
は
、
後
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
み
な
ら
ず
、

ア
l
カ
ン
ソ

l
、
ミ
ズ

l
リ
、
ア
イ
オ
ヮ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ネ
プ

ラ
ス
カ
、
ダ
コ
夕
、
モ
ン
タ
ナ
、
コ
ロ
ラ
ド
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
、

ミ
ネ
ソ
タ
の
各
州
に
ま
た
が
る
。

z
g弔問り
3
ロ
2
一
一
般
に
つ
い
て

は
、
わ
-
H
Y
Z
E
J
4
N
5
・
、
『
同
開
問
。
。
叶
印
O
司
〉
沼
田
山
目
。
〉

Z
O〈
戸
一

p
d
o
z
-
ω
毘

|
(
5
8
)
参
照
。
特
に
三
六
一
頁
の
地
図
参
照
。

(
却
)
ミ
シ
シ
ッ
ピ
流
域
の
法
制
度
一
般
に
つ
い
て
は
、
水
田
義
雄
「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
大
陸
法
的
遺
跡
」
比
較
法
研
究
九
・
一

O
号

ご

九
五
五
)
二

O
頁
以
下
参
照
。

(幻

)
ω
ミ
戸
日
除
名

E-
〉
回
目
印

8
2
2
E
5
2
R
〉

ζB-

【

2
4
ω
N
ω
|
(
阿君
ω
)

に
拠
れ
ば
、
そ
の
統
治
は
千
渉
主
義
で
あ

り
、
回
田
町
。
匂
(
宗
教
事
項
を
扱
っ
て
い
た
人
)
打
。
ロ
ユ
が
主
た
る

法
執
行
機
関
で
あ
り
、
ま
た
法
律
も
現
地
で
作
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
代
議
制
も
な
く
、

S
E
m
Z「
(
総
督
)
の
専
制
的
な
統
治
形
態

を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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(詑

)
P
2
0同
巾
己
ロ
司
国
立
回
・
一
五
八

O
年
改
訂
編
纂
に
よ
る
成
文
法
。

水
田
前
掲
註
(
却
)
三
六
頁
参
照
。

(
お
)
同
右
、
二
五
頁
。

(M)

正
式
名
称
は
、
〉
ロ

O
E
E田
口
円
巾
問
。
「
同
町
巾
の
C
〈巾

E
S巾ロ件。同
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片
町
内
吋
巾
門
司
一
円
。
号
。
町
長
巾

C
E
S【同

ω
g
g凹
Z
。吋
5
4司
巾
与
え
門
町
巾

m
Z
2
0
Z
Z
と
一
言
問
い
、
オ
ハ
イ
オ
河
北
西
部
の
統
治
の
基
本
方
針

を
定
め
た
。
田
中
、
前
掲
註
(
口
)
一

O
二
頁
以
下
、
水
田
、
前

掲
註
(
却
)
三
三
頁
以
下
。
M
W

町内・

ω〉〈開
F
E
待
者
〉
戸
印
刷
、

s

g
Z
N
H
・
白
門
叶
E

l
等
参
照
。

(
お
)
一
七
八
九
年
法
に
つ
い
て
は
田
中
、
前
掲
註
(
口
)
一
六
八
頁

以
下
。
他
に
、

h
v
m
-
(
U
・4
〈
釦

qg-匂
〈

S
ト
ぬ
宣
言
司
君
尽
き
。

ミ
.
S問
、
四
R
H
h
s
?
?
h
b町
民
ぽ
ミ
ヘ
山
内
町
。
¥
H
吋
∞
少
ω
叶
国
〉
同
〈
・
円
、
.
同
作

品川
W

(

]

{

由

Nω)
・

A
G
、
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
同
E
B
R
h
r
巴
晶
巾
ケ
吋
言

与
さ

g
q
eミ
ミ
ミ
.
N
円
高

hgh叫
塁
、
寄
与
き
さ

q
p誌，

ms~
。L「
F
F
町
匂
芯
凡
な
丸
め
芯
H
8
・

5
2
u
cヌ
開
戸
・
』
・
印
巴

(
E
S
)
が
詳
し
い
。

(
加
)
〕
開
.
』
〉
。
。
∞
J

子
、
吋
国
間
〉
宮
間
宮
内
〉
Z

旬
開
。
印
開
(
川
口
吋
。
戸
回
目
V
I
M
O

(
]
{
也
市

W
C
)

・

(
幻
)
司
法
省
(
巴
告
白
3
5巾
Z

E
』
5
H
W
巾
)
の
設
置
は
、
〉
巳
え

E
5・
NN
・
昆
吋
0

・門

H印。・同町

ω仲良・
5
N
に
拠
る
。
司
法
省
の

成
立
に
つ
い
て
は
、
』
・
開
〉
印
切
J

へ
|
∞
宮
司
戸
同
，
Z
開。何回》〉問、
H

，P
白
Z
叶

C
司』
cm-Hd再
開
一
円
、
吋
印
回
目
印
叶
。
同
ペ
〉
Z
U

明，
c
z
n
d。
Z
印(回申()九日)一

。〉戸〈
-z
ゎ。。戸回口。開
w

。回目。
-
z
o司
門
)
開
〈
開
戸
。
司
玄
開
Z
↓
。
司
叶
回
開

。司ヨ〔
U

開
。
司
↓
回
開
〉
叶
叶
C
同
Z
開〈の開甲山何回
Z
T
∞
印
(
同
沼
恒
)
一
一
回
・
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わ
C
F、

5
2
2
h
v
C
冨
n
m，E
E
2
0
・
司
自
何
回
〉
F

】
己
耳
目
白
一

(
U
Z
〉
可
叶
何
回
目
Z

寸
回
開
回
目
印
叶
，
O
同44
。
司
』
口
出
叶
回
打
開
〉
2
0
叶
回
開
明
開
U
P

何回
L
P
F

開凶
-
w
n
d
叶同〈戸

N
E
l
(
冨
ω吋
)
等
。
ま
た

ω巾
名
目
口
問
巾
可
-

M
3
F
同
h
n
hミ

S
S込
。
¥
H
F
町
、
町
、

ms~
の
き
町
還
さ
S

H
・
N

印

〈

-
E
E
Z
F
・岡山
-
H
8
・
H
g
l
o
s∞
)
が
南
北
戦
争
前
後
の
集

権
化
現
象
を
描
く
と
共
に
そ
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
キ
ー
は

本
法
に
よ
り
議
会
が
、
司
法
省
の
設
置
を
通
じ
て
全
て
の
合
衆
国

の
官
吏
へ
の
司
法
長
官

(
A
G
)
の
完
全
な
監
督
権
限
を
与
え
よ

う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
犯
)
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
訴
追
の
発
達
、
及
び
検
察
官
制
度
に
つ
い
て

は
、
沢
登
俊
雄
「
検
察
官
1

1

フ
ラ
ン
ス
」
比
較
法
研
究
三
八
号

七
七
頁
以
下
(
一
九
七
七
)
、
〉

-
C
当
ユ

mz・
、
司
室
内

p
nミ
ミ
ト

S
H旬
、
さ
町
内
、
ミ
ミ
・
主

F
・

c-
河・

ω
N
A
l
o
s∞
)
が
、
私
人
訴

追
、
官
吏
訴
追
か
ら
札
問
訴
追
へ
と
至
る
過
程
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
法
制
史
的
側
面
か
ら
は
、
沢
登
佳
人
他
『
刑
事
訴
訟
法
史
』

こ
九
六
八
)
一

O
O頁
以
下
が
あ
る
。
更
に
、
フ
ラ
ン
ス
検
察

官
制
度
へ
の
再
評
価
を
促
す
も
の
と
し
て
、
沢
登
佳
人
「
フ
ラ
ン

ス
刑
事
訴
訟
法
は
検
察
官
と
私
訴
原
告
人
と
の
協
同
に
よ
る
公
衆

訴
追
主
義
を
採
る
」
法
政
理
論
二
ハ
巻
一
号
ご
九
八
三
)
九
六
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頁
以
下
。
ま
た
従
来
の
検
察
官
概
念
が
フ
ラ
ン
ス
に
は
直
接
当
て

は
ま
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
の
が
、
北
村
一
郎
「
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
的
補
佐

(
B
5
2
5
5
u
z
z
w
い
わ
ゆ
る
検

察
)
の
概
念
」
『
東
西
法
文
化
の
比
較
と
交
流
』
(
一
九
八
三
)
七

O
一
頁
以
下
。
革
命
期
ま
で
の
検
察
官
制
度
史
を
詳
細
に
追
っ
た

も
の
と
し
て
、
高
内
寿
夫
「
フ
ラ
ン
ス
検
察
官
の
地
位
と
そ
の
刑

事
手
続
上
の
機
能

ωω
」
国
学
院
法
研
論
叢
二
ニ
・
一
四
号
こ

九
八
五
・
六
)
が
あ
る
。

(
却
)
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
に
お
け
る
検
察
の
構
造
」

社
会
科
学
研
究
二
四
巻
二
号
、
三
五
頁
(
一
九
七
二
)
参
照
。

(
却
)
北
村
、
前
掲
註
(
却
)
七

O
九
頁
。

(
泊
)
円
U

C
玄
F

白星。印・印刷
h』可『ぬロ
O
H
巾
N

ア
白
H
H
印由・

(
幻
)
出
国

-
F
Z
D
m・
3
8
3
塁
、
寄
託
町
的
。
¥
H
p
m
'
E
h
h

kh同きさ月ミ可

C
町s芯悶ミ『ミぬミ~ご叫§芯
(nUν足3ミ.ささN
.

臥伶r
門わU
悶包-言ζ.ω印昆∞.ω∞8ω|(戸H呂申お
ω宮品
e).
し
か
し
、
植
民
地
で
は

A
G
は

実
際
に
は
歳
入
に
関
す
る
事
項
等
に
は
勤
勉
で
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は

A
G
が
法
的
訓
練
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
為
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
占
…
、
円
、
.
吋
-
U白川斗門戸内りもミ
NRU.と
も
お
む
き
出
忌
町

hasο
も南町
n
a
S
F
E町
内
む
な
ミ

sshsh3.s-
ロ
〉
冨
-

cz-〈・円、
.
m
-
N
U
・
N

叶(同由∞ω)・

北
村
、
前
掲
註
(
犯
)
七

O
五
頁
以
下
。
一
般
代
理
官
(
℃

g
n
R・

2円
mmロ
mE])
は
国
王
代
理
官
(
包
〈
c
n
え
札
口
m
E】
)
の
下
、

各
地
方
で
働
い
た
。

(担
)

H

N

ω

円三
-
N
∞
印
・
こ
の
時
点
に
お
い
て
よ
う
や
く
、
連
邦
と
の
機

能
的
相
似
性
も
生
じ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。
本
法
は
以
下
の
様
に

定
め
る
。

33 
|
|
合
衆
国
の
司
法
長
官

(
A
G
)
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

合
衆
国
及
び
そ
の
領
土
の
全
て
の
地
域
に
お
い
て
、
検
察
官

官庁

zsa)
と
マ
ー
シ
ャ
ル
の
個
々
の
義
務
の
遂
行
の
状
態
に

関
し
て
一
般
的
な
監
督
(
田
喜
巾
ユ
三

g骨
日
巾
)
と
指
揮
丘
町

2
・

coロ
)
に
つ
き
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る

地
方
検
察
官
と
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
彼
等
の
公
務
に
つ
き
、
ま
た
個
々

の
職
務
の
状
態
に
つ
き
、

A
G
が
求
め
る
時
期
と
方
法
に
お
い
て

彼
に
報
告
を
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
∞
・
〉
の
問
。
印
印
冨
〉
Z
-
叶
回
開
司
問
。
印
開
門
U
C
叶{)同・

5
2
2
5
参
照
。

北法39(4・131)959

(
お
)
初
代
A
G
ラ
ン
ド
ル
フ
は
就
任
当
初
か
ら

D
A
へ
の
監
督
権
の

強
化
を
望
ん
で
い
た
。

ω町内・
(
U
C
V向

E
2
2・
h
R』
守
ミ
ロ
。
片
町
月
下
丹

N
Y
一
巧
R
Z
P
語
、
ミ
ロ
C
Z
N印・白
H

H

S
・

句
。
ロ
ロ
門
戸
的
刷
、
『
ぬ
口
。
-
F
W

品
・
国
同
ω
印
叶
|
∞
・

36 
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フ
ラ
ン
ス
刑
事
手
続
自
体
が
、
革
命
期
(
す
な
わ
ち
合

衆
国
独
立
期
)
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
当
時
、
フ
ラ
ン
ス
は
札
問
訴
訟
か
ら

抜
け
出
す
道
を
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、

沢
登
俊
雄
、
前
掲
註
(
泊
)
八
一
ー
ー
八
二
頁
。

(
幻
)
接
合
説
を
採
り
つ
つ
も
グ
ロ
ス
マ
ン
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
影

響
に
つ
い
て
は
謙
虚
で
あ
る
。
。
同
g
m
m
p向〉
2
・
皇
、
ミ
ロ
。
Z

2
・白
H

E
・
但
し
、
共
和
国
検
事
と
の
比
較
を
な
し
て
い
る
の
は
明
ら
か

に
時
代
的
に
整
合
し
な
い
。
ま
た

D
A
が
一
八

0
0年
代
に
公
選

職
と
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
点
に

つ
き
、
本
章
四
節
〈
三
〉
を
参
照
。

(
部
)
』
・
冨
・
町
内
5
8
・、司、
c
h
H
d
a
b
s
h州
、
さ
的
町
S
H
N
.
0
p
h
F
N
ω
〉
Z
Z〉

5

。司

4
Z何
〉
冨
何
回
出
わ
〉

Z
〉

(U〉
口
開
玄
J

問
。
司
司

C
E・H
A
n
印

〉

Z
ロ
ωO〔U
Z
F

な
お
、

ω円
い
円
問
一

Z
ハU
開
・
也
市

Y
H
C
ω
(
]戸山
V

叶
A
W
)

・

(却

)
P
S悶
t
J

認
可
a
g
R
N品
-
R
N
0
・
こ
れ
ら
複
合
説
、
発
達
説

の
立
場
を
説
く
論
者
の
指
摘
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
否
定

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
複
合
的
な
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と

を
強
調
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
。
例
え
ば
ジ
ヤ
コ
ビ

l

女
史
の
「
(
ア
メ
リ
カ
検
察
官
の
発
達
史
の
分
析
へ
の
カ
ギ
は
)
検

察
官
が
い
つ
か
、
ど
こ
か
で
、
あ
る
特
定
の
制
度
か
ら
伝
わ
っ
た

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
賛
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
(
傍
線
筆
者
)
足
・
白
片
品
・

北法39(4・132)960

第
三
節

オ
ラ
ン
ダ
と
そ
の
影
響

一
九
五
二
年
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
は
、
従
来
の
検
察
官
制
度
の
成
立
に
関

す
る
諸
説
を
、
英
仏
各
々
の
影
響
を
説
く
接
合
的
見
解
と
、
植
民
地
に
自

然
に
芽
生
え
た
と
す
る
見
解
と
に
区
別
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
試
論
と
し

て
、
第
三
の
仮
説
H
植
民
地
の
人
々
は
、
他
の
回
路
を
通
じ
て
非
コ
モ
ン
・

ロ
1
的
制
度
、
す
な
わ
ち
検
察
官
制
度
を
採
用
し
た
、
と
い
う
見
解
を
打

出
し
た
。

我
々
は
、
こ
の
ア
ル
ス
タ
イ
ン
の
所
論
を
学
説
の
整
理
上
「
導
入
説
」

の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
前
節
で
見
た
バ
ウ
ン
ド

教
授
ら
の
言
う
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
に
は
触
れ
ず
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
に

目
を
向
け
て
い
た
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
ニ
ュ

1
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
(
現

在
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
)
を
中
心
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地

(
Z
2
~
2
2
F
E

巾
ユ
田
口
仏
)
で
の
訴
追
官
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
以
前
か
ら
、
ま
た
支
配
後
も

存
続
し
た
こ
と
、
そ
し
て
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
で
の
制
定
法
上

の
検
察
官
官
芹

2
5
1
発
生
及
び
一
六
八
五
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
ブ
ィ
ア
で

の
郡
検
事
の
誕
生
と
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
と
の
地
理
的
、
性
格
的
連
関
性
と



(2) 

い
う
こ
点
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
彼
の
主
張
に
つ
き
検
討
を
加
え

た
い
。

合衆国検察官制度成立史序説

〈一〉

Z
g
ξ
Z
2
F
R
E口
。
と

ω
n
y
o巳
門
(
シ
ャ
ウ
ト
一
執
行
宮
)

ー
一
般
に
法
制
史
の
分
野
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
ア
メ
リ
カ
の
司
法
制

{3) 

度
・
法
制
度
に
影
響
を
与
え
た
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ラ
ン
ダ
は
-
七
世
紀
初
め
に
新
大
陸
に
進
出
、
一
六
二
三
年
に

ニュ

1
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
(
今
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
)
を
建
設
し
、
一
六

{
6
)
 

二
九
年
に
は
司
巳
5
0
5
E。
と
い
う
領
主
制
度
を
ひ
き
、
ハ
ド
ソ
ン
河

を
中
心
に
独
自
の
領
域

(
Z
g
ξ
Z
2
V巾
ユ
白
ロ
仏
)
を
形
成
し
、
英
蘭
戦
争
後

の
一
六
六
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
征
服
ま
で
こ
れ
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
は

た
し
て
か
か
る
史
的
事
実
は
、
一
切
の
影
響
を
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と

な
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
与
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

2

オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
を
行
っ
て
い
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社

百
三
与
者
自
己
邑
一
目
。
O
B匂
自
己
で
あ
る
。
こ
の
会
社
の
統
治
組
織

に
お
い
て
刑
事
上
の
訴
追
を
担
っ
て
い
た
の
が

ωロ一7
0
三
(
シ
ャ
ウ
ト
)
と

呼
ば
れ
た
官
更
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
当
時
、
母
国
で
の
司
法
制
度
ゃ
、

組
織
で
用
い
ら
れ
て
い
た
官
吏
を
、
植
民
地
に
お
い
て
も
そ
の
統
治
組
織

へ
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
支
配
の
記
録
は
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
乏
し
い
よ

う
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら

ω円
Z
E
(
シ
ャ
ウ
ト
)
に
つ
い
て

学
ん
で
み
た
い
。

一
六
六

O
年
、
四
月
九
日
の
オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社
に
関
す
る
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
勅
令
の
法
令
に
は
、
シ
ャ
ウ
ト
の
権
限
と
義
務
が
こ
う
示
さ

れ
て
い
る
。

ー
ー
ー
三
、
彼
(
シ
ャ
ウ
ト
)
は
既
に
作
ら
れ
公
布
さ
れ
て
い
る
い
か
な

る
布
告
・
法
律
・
制
定
法
・
法
令
に
つ
い
て
も
全
て
の
違
反
者
、
搾

取
者
を
職
権
で
訴
追
す
べ
き
で
あ
り
:
:
:

四
、
そ
し
て
、
シ
エ
リ
フ
(
後
年
の
資
料
な
の
で
シ
ャ
ウ
ト
が
訳

さ
れ
て
い
る
)
は
訴
追
を
始
め
る
か
、
誰
か
あ
る
者
を
拘
留
す
る
以

前
に
、
犯
罪
が
現
行
犯
で
な
い
場
合
は
拘
留
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
訴
え
る
べ
き
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
に
速
や
か
に
告
知

す
べ
き
で
あ
る
。

五
、
彼
(
シ
ャ
ウ
ト
)
は
事
件
が
起
訴
さ
れ
る
べ
き
場
合
は
、
市

長
(
切
己
認
0
5
5
R円
)
と
長
老

(ωnz呂
g
n
m
)
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
立
会
い
の
下
で
、
あ
る
い
は
秘
書
か
彼
の
代
理
と
共
に
二
人

の
賢
明
な

2
2
R
2
C
人
物
の
立
会
い
の
下
で
全
て
の
起
訴
を
為
す

べ
き
で
あ
る
。

六
、
略
:
:
:

七
、
彼
(
シ
ャ
ウ
ト
)
は
、
起
訴
状
を
作
製
し
準
備
す
る
際
に
、

北法39(4・133)961
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公
平
に
働
き
、
そ
の
訴
追
の
目
的
の
為
に
は
、
考
慮
に
値
し
、
事
件

に
属
す
る
全
て
の
状
況
を
明
白
か
つ
明
瞭
な
程
度
に
示
し
う
る
事
実

を
ど
ん
な
方
法
に
よ
っ
て
で
も
提
示
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ

る。

I
l
l
i
-
-
-
i
l
i
l
i
-
-
ご
は
筆
者
に
よ
る
註
。

3

以
上
か
ら
、
シ
ャ
ウ
ト
は
一
応
私
人
訴
追
を
原
則
と
し
な
が
ら
も

(
四
、
参
照
)
、
訴
追
義
務
、
そ
れ
も
起
訴
法
定
主
義
に
近
い
形
態
を
有
し

て
お
り
(
五
)
、
客
観
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
七
)
等
が
認
め
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
大
陸
型
の
検
察
官
の
系
譜
を
持
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

ま
た
当
時
の
法
廷
は
民
主
的
要
素
も
な
く
、
札
問
的
な
形
態
で
あ
っ
た

こ
と
も
伺
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

検
討

シ
ャ
ウ
ト
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
の
制
度
の
植
民
地
へ
の
移
植
は
こ
う
し
て

確
認
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
シ
ャ
ウ
ト
の
影
響
を
論
じ
る
最
大
の
根
拠
は

お
そ
ら
く
そ
の
機
能
の
残
存
で
あ
ろ
う
。

一
六
五
三
年
(
新
大
陸
に
お
い
て
資
料
上
最
も
古
い
シ
ャ
ウ
ト
)
の
記

録
で
は
、
(
い
。
門
口
巾
ロ
ロ
印
〈
白
ロ
吋
ぽ
口
町
。
〈
巾
ロ
が
ニ
ュ

l
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

の
法
廷
に

mnFOE-mRと
と
し
て
登
場
し
、
検
察
官
の
役
割
を
果
た
し
て

(
時
)

い
る
。
そ
の
後
、
ニ
ュ

l

・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
は
一
六
六
四
年
ま
で
こ

の
職
が
維
持
さ
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
征
服
に
よ
っ
て
就
任
し
た
ニ
コ
ル

〈
一
一
〉

(
百
円
町
田
丘

z
r
z
o
Z
)
知
事
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
に
代
っ
て
ロ
ロ
}
内
巾
唱
印
円
問
看

(
勅
令
を
発
し
た
ロ
c
w巾
え
ペ

R
W
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
法
)
を

(口)

定
め
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
導
入
を
計
ろ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ

北法39(4・134)962

治
下
の
裁
判
所
。
。
ロ
ユ
え

ω円
ぎ
ロ
ケ
∞
ロ
話
。

g
g
Z司
回
邑

ωnZHV巾ロロ巾

は
わ
ccえ
え

冨

5
a門
間
口
仏
〉
一
色
白
『
自
白
ロ
と
名
を
変
え
、
シ
ャ
ウ
ト
に

代
っ
て
シ
エ
リ
フ
が
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
見
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
は
こ
れ
で
そ
の
法
廷
や
官
吏
の
名
と
共
に
新
大

陸
か
ら
姿
を
消
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
一
般
的
に
も
ま
た
そ
の
様
に

理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
統
治
機
構
と
し
て
の

R
Eえ
か
ら
、
印

y
q日
へ
の
役
割
・
機
能
の

移
行
と
、
法
制
度
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
法
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
継
受
と
し

て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

①

ω
n
y
o
E
か
ら

ω宮
丘
町
へ

l

一
六
六
四
年
九
月
八
日
、
ニ
ュ

l
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
占
領
す

(
印
)

る
こ
と
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
初
代
知
事
に
ニ
コ
ル
を
任
命
し
、
知
事

は
翌
年
六
月
一
一
一
目
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
名
を
改
め
た
元
の
ニ
ュ

l
・
ア

ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
シ
ャ
ウ
ト
虫
門
旬
、
吋
。
口
忠
自
由
ロ
を
解
任
、
シ
エ
リ
フ
と

(
初
)

し
て

E
E
E
〉
E
Y
Oロ
可
を
任
じ
た
。
早
く
も
六
月
二
七
日
に
は
シ
ェ
リ

(
幻
)

フ
は
訴
追
官
と
し
て
法
廷
に
登
場
し
て
い
る
。
以
後
、
一
六
七
二
年
か
ら

の
オ
ラ
ン
ダ
一
六
カ
月
征
服
期
を
経
て
、
一
六
七
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
再



(n) 

征
服
と
な
る
ま
で
こ
の
シ
エ
リ
フ
の
機
能
の
残
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

{
幻
)

で
あ
る
。

ま
た
ニ
ュ

1
キ
ヤ
ツ
ス
ル
(
現
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
地
図
3
参
照
)
で
は

(M) 

当

時

の

E
m
y・ω『
百
円
以
内
・
聞
い
己
B
。
ロ
門
目
。
田
口
伴
者
巾
-
-
が
知
事
明
，

E
R
S

円、。

S
F
2
か
ら
次
の
よ
う
な
文
言
の
入
っ
た
書
簡
を
受
取
っ
て
い
る
。

ll--::Emv-虫
色
民
は
宮
町
。
三
の
役
得
と
特
権
全
て
を
職
務
上

亭
受
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
ニ
ュ

l
キ
ヤ
ツ
ス
ル
で
は
一
六
七
五
年
の
法
廷
記
録
で
も
シ
エ
リ

フ
が
訴
追
官
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
一
六
七
三
年
か
ら

七
四
年
に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ほ
ど
近
い
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
ベ

ル
ゲ
ン
(
地
図

2
)
で
も
の

z
g〉
お
丘
町
四
と
い
う
人
物
が
シ
ャ
ウ
ト
を

(
幻
)

務
め
て
い
た
。

合衆国検察官制度成立史序説

こ
う
し
た
一
連
の
事
実
か
ら
、
か
な
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
オ
ラ

ン
ダ
の
植
民
地
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
っ
た
後
も
、
シ
エ
リ
フ
が
訴

追
官
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

シ
ャ
ウ
ト
の
訴
追
機
能
は
り
ロ
wm唱
団
円
、
担
当
に
よ
っ
て
断
絶
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
一
節
〈
一
一
一
〉
で
見
た
イ
ギ
リ
ス
の
法
執
行
官
吏
で
、
植
民
地
に
移

入
さ
れ
た
シ
エ
リ
フ
へ
と
継
受
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

し
か
し
か
か
る
継
受
は
、
訴
追
機
能
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
法

制
度
上
様
々
な
点
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
検
察
官
制
度
と
は

2 

若
干
離
れ
る
が
、
次
項
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
周
辺
地
域
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
法

の
残
存
を
指
摘
し
、
オ
ラ
ン
ダ
法
継
受
に
つ
い
て
側
面
的
に
触
れ
て
お
き

た
し
。

②
 
オ
ラ
ン
ダ
法
の
残
存

l

ニ
コ
ル
知
事
は
、
各
タ
ウ
ン
に
一
人
の
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
色
。

sz-

豆
町
)
と
八
人
の
監
督
官

(
O〈
角
田
市
巾
『
印
)
を
選
ば
せ
、
立
法
・
司
法
機
能
を

担
わ
せ
、
又
こ
れ
ら
い
く
つ
か
の
タ
ウ
ン
を
ま
と
め
て
江
巳

E
m
(後
の

B
E
E
-
と
呼
ば
れ
る
司
法
管
轄
を
形
成
し
、
そ
こ
に
シ
エ
リ
フ
を
置
い

(

錦

)

(

却

)

た
。
更
に
J
P
の
法
廷
が
導
入
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
司
法
・
行
政
職

の
官
名
が
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
ニ
コ
ル
知
事
の
統
治
に
は
地
域
的
な
格
差
が
生
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
一
つ
に
は
オ
ラ
ン
ダ
の
統
治
下
に
お
い
て

も
他
の
ニ
ュ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
以
上
の
自
治
を
有
し
て
い
た
イ

ギ
リ
ス
人
の
コ
ロ
ニ
ー
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
オ
ラ

ン
ダ
支
配
に
も
関
わ
ら
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
人
も
少
な
く
、
当
時
か
ら
コ
ス
モ

(
担
)

ポ
リ
タ
ン
的
色
彩
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
こ
う
し
た
自
治
意
識
の
強
い
都

市
は
新
領
主
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
様
々
な
要
求
を
出
し
て
、
そ
の
自
治
の
特

(
詑
)

権
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
治
下
で
も
、
当
初
に
お
い
て
は
各
地
は
様
々
な
状

況
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
デ
ラ
ウ
ェ
ア
で
は

北法39(4・135)963
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イ
ギ
リ
ス
法
へ
の
移
行
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
経
過
を
辿
っ
た
と
言
わ
れ
て

お
り
、
そ
の
ロ
ー
カ
ル
の
者
E
C
吋
巾
}
己
-
(
元
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ロ
ニ
ー
)
の
裁

判
所
で
は
シ
ャ
ウ
ト
が
維
持
さ
れ
、
一
六
七
六
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
J

P
が
全
て
の
法
廷
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
ハ
ド
ソ
ン
河
上
流

で
は
軍
事
力
を
背
景
に
し
た
軍
制
が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
旧

2
2
ξ
z
a
F巾
ユ
回
口
色
一
地
域
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
法
体
系

の
中
か
ら
仲
裁
裁
判
所
制
度
や
官
吏
の
宮
『
片

E
Z巳
2
5
8同
(
部
分
的
交

(お〉

替
制
)
等
の
制
度
が
残
存
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

2
右
残
存
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
由
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

が
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
自
体
の
怠
慢
が
指
摘
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ

(
泊
)

法
の
慣
習
性
や
個
々
の
タ
ウ
ン
の
多
様
性
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
代
表
さ
れ
る

U
Z
W
巾
6
T
Z戸

地
域
の
人
種
的
、
制
度
的
に
多
様
な
状
況
が
、
画
一
的
で
急
激
な
変
革
を

阻
害
し
た
と
も
言
え
よ
う
。
執
政
者
た
る
ニ
コ
ル
知
事
が
イ
ギ
リ
ス
法
の

(
却
)

適
用
に
慎
重
で
あ
っ
た
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
次
第
に
イ
ギ
リ
ス
は
官
吏
の
任
命
権
を
強
化
し
、
そ

(ω) 

の
統
治
を
ニ
ュ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
近
づ
け
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
体
系
へ
の

同
化
を
進
め
て
い
っ
た
。
だ
が
ア
ル
ス
タ
イ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
オ
ラ
ン

ダ
法
は
(
そ
の
制
度
も
含
め
て
)
イ
ギ
リ
ス
法
の
補
完
的
役
割
を
担
い
、

決
し
て
消
し
さ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か

ら
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
影
響
が
イ
ギ
リ
ス
の
征
服
に
よ
っ
て
潰
え
た
の
で
は

な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
官
吏
の
機
能
が

z
g弓
Z
2
Eユ
田
口
弘
か
ら
継
受
さ

れ
た
と
い
う
指
摘
も
不
自
然
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

③
地
理
的
連
関
性

!
更
に
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
シ
ャ
ウ
ト
の
継
受
論
を
支
え
る
も

う
一
つ
の
重
要
な
根
拠
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
は
本
稿
冒
頭
で
指
摘
さ
れ

た
よ
う
に
、
一
七

O
四
年
に
制
定
法
上
初
め
て
の
検
察
官
を
定
め
一
六
六

二
年
に
は
既
に
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
(
国
釦
込
町
O
丘
一
地
図

2
参
照
)
で
郡
検

事
を
置
い
て
い
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
及
び
一
六
八
五
年
に
郡
検
事
を
設
け
た

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
と
、

z
g弓
Z
2
v
q
Eロ
仏
と
の
地
理
的
、
ま
た
時
代

(
位
)

的
な
連
関
で
あ
る
。

ア
ル
ス
タ
イ
ン
は
西
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
(
出
血
ス

F
E
を
含
む
)
が
、
二
ハ

五

O
年
以
降
オ
ラ
ン
ダ
の
治
下
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
と
、
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
の
近
く
に
二
つ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ロ
ニ
ー
の
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠

に
、
歴
史
上
検
察
官
と
い
う
官
吏
が
新
大
陸
に
お
い
て
出
現
し
た
の
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
地
域
で
の
オ
ラ
ン
ダ
法
の
影
響
の
結
果
で
あ
っ
た
と
推
論

(
必
)

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

北法39(4・136)964

ま
た
彼
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
一
六
八
六
年
ク
エ
ー

カ
ー
の
共
同
体
で
あ
る
パ

l
リ
ン
ト
ン
(
∞
ロ
ユ
宮
担
。
口
一
現
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
地
図

3
参
照
)
に
検
察
官
が
置
か
れ
た
。
こ
こ
は
オ
ラ
ン

2 



(
M
W
)
 

ダ
の
入
植
地
で
あ
っ
た
司
。
ュ

z
g
g
z
(地
図

2
参
照
)
と
近
接
し
て
お

り
、
更
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
の
ニ
ュ

l
キ
ヤ
ツ
ス
ル

(
Z巾
ぎ
の
白
凹
己
巾
一
一
地
図
3

参
照
、
イ
ギ
リ
ス
の
治
下
で
シ
ャ
ウ
ト
が
少
な
く
と
も
一
六
七
四
年
ま
で

維
持
さ
れ
て
い
た
)
は
、
一
六
六
四
年
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

(
叫
叫
)

の
コ
ロ
ニ
ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

合衆国検察官制度成立史序説

果
た
し
て
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
ア
ル
ス
タ
イ
ン
の
言
う
導
入
説
が
論
証

可
能
で
あ
ろ
う
か
。

3

個
々
の
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
に
検
察
官
当

E
g
g
-
M目安
5
が

任
じ
ら
れ
た
の
は
、
一
六
六
二
年
で
あ
る
。
こ
の
周
辺
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

河
渓
谷
は
オ
ラ
ン
ダ
の
領
地
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
ア

(
幻
)

ル
ス
タ
イ
ン
の
論
旨
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
へ
の
勅
許
状
の
発
給
も
同
じ
年
に
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
各
コ
ロ

(ω) 

一
一
ー
が
独
立
し
た
非
統
制
的
な
形
で
点
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

フ
ァ
レ
ル
教
授
は
、
こ
の
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
の
検
察
官
を
評
し
て
「
一

七
世
紀
に
は
代
訴
人
制

2
2
2
5
3
E℃
)
の
概
念
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の

(
印
叫
)

法
廷
に
馴
染
ん
だ
も
の
だ
っ
た
」
(
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
シ
エ
リ

フ
が
訴
追
官
と
な
っ
た
よ
う
に
)
と
述
べ
て
い
る
が
、
勅
許
状
の
発
給
と

同
時
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
突
然
ハ

l
ト
フ
ォ
ー
ド
の
裁
判
所
に
検
察
官
を
置

い
た
、
と
は
考
え
に
く
い
。
従
っ
て
、
一
六
五
三
年
の
こ
の
地
の
入
植
以

来
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
限
り
に
お
い
て

フ
ア
レ
ル
教
授
の
指
摘
が
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
し
か

に
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
河
以
西
(
出
血
『
R
O
E
を
含
む
)
が
イ
ギ
リ
ス
の

z
g司

Z
2
F
R
Eロ
己
征
服
後
の
U
Z
W
巾
〆
戸
担
当
の
管
轄
と
さ
れ
た
こ
と
を
考
え

(
臼
)

る
と
、
こ
の
地
域
が
ア
ル
ス
タ
イ
ン
の
言
う
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
下

に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

〉つ。

し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
興
味
深
い
の
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
河
流
域
の

コ
ロ
ニ
ー
で
の
検
察
官
の
発
生
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
地
図

3
参
照
)
。

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
、
一
六
八
五
年
に
郡
検
事

ω田
B
Z巴
出

q
g
E
を

任
じ
た
が
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
下
流
三

0
マ
イ
ル
に
は
ニ
ュ
ー

(M) 

キ
ヤ
ツ
ス
ル
こ
六
七
四
年
ま
で
シ
ャ
ウ
ト
が
存
在
し
て
い
た
)
が
、
ま

た
上
流
二

0
マ
イ
ル
に
は
パ

l
リ
ン
ト
ン
(
検
察
官
を
一
六
八
六
年
に
設

(
臼
)

置
)
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
し
て
お
り
、
明
。
ユ

Z
S
E
C
-
明
。
『
同
切
巾
〈
向
田
吋
巾
仏
巾

と
い
う
こ
つ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ロ
ニ
ー
が
近
辺
に
存
し
て
い
た
こ
と
が
一

(
日
)

つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
い
る
。

更
に
、
こ
の
パ

1
リ
ン
ト
ン
は
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
同
様
、

o
c
r巾‘回目、副委

の
治
下
に
入
る
(
デ
ラ
ウ
ェ
ア
河
以
東
)
が
、
こ
こ
も
そ
れ
以
前
は
オ
ラ

(
訂
)

ン
ダ
の
領
土
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
二
つ
の
河
川
の
周
辺
地

4 
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域
が
地
理
的
連
関
性
を
示
す
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

④
シ
ャ
ウ
ト
の
地
域
性

ー
更
に
、
シ
ャ
ウ
ト
か
ら
の
機
能
の
継
受
を
裏
付
け
る
第
三
の
論
拠

と
し
て
、
個
々
の
コ
ロ
ニ
ー
が
設
置
し
て
い
っ
た
訴
追
官
と
、
シ
ャ
ウ
ト

と
に
共
通
の
「
地
域
性
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
一
六
五
三
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
治
下
に
お
い
て
知
事
ス
タ
イ
パ
サ

(
日
)

ン
(
司

2
2
2
C
3巾
回
白
口
同
)
は
、
各
タ
ウ
ン
の
代
表
者
と
の
集
会
の
席
上
、

(
日
開
)

個
々
の
タ
ウ
ン
か
ら
の
シ
ヤ
ウ
ト
の
選
出
を
約
束
し
た
。
こ
の
制
度
は
、

ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
制
と
も
合
い
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
後
に
イ
ギ
リ
ス
治
下
で
も
シ
エ
リ
フ
が
そ
の
地
域
性
を
受
継
ぎ
、
訴

(ω) 

追
を
行
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
地
域
性
を
持
っ
た
シ
ャ
ウ
ト
の
機
能
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
統

治
を
通
し
て
コ
ロ
ニ
ー
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
(
故
に
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
一
六
七
七
年
に
建
設
さ
れ
た

(
飢
)

パ
1
リ
ン
小
ン
が
訴
追
宮
を
持
っ
た
こ
と
が
、
あ
た
か
も
「
自
然
発
生
的
」

に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
)

し
か
る
に
こ
こ
で
、
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
が
イ
ギ
リ
ス
の

A
G
、
フ
ラ
ン

ス
の
国
王
の
代
官
の
ど
ち
ら
も
シ
ャ
ウ
ト
の
よ
う
な
地
域
性
を
有
し
な
い

こ
と
か
ら
、
接
合
説
と
導
入
説
に
批
判
を
加
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば

8
1
1
1
1
1
1
L
F
I
-
-
I
l
l
i
-
-ー

な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
女
史
は
、
地
方
の
訴
追
官
の
出
現
に
最
終
的
に

影
響
を
与
え
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で

(“) 
あ
る
。

北法39(4・138)966

こ
の
点
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
(
一
六
八
二

年
に
建
設
)
が
検
察
官
を
設
け
た
翌
年
、
一
六
八
六
年
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
(“) 

ア
は
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
上
の

A
G
を
置
き
、

U
白4
正
門
。
可
円
四
を
任
命
し
、
各

地
に
そ
の
代
理
者
と
し
て
仏
巾
匂
口
々
を
設
置
し
た
が
、
こ
の
仏
巾
℃
口
々
は

A

G
と
同
じ
権
限
と
義
務
を
持
っ
て
働
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
既
に
地
域
の
訴
追
官

の
概
念
が
デ
ラ
ウ
ェ
ア
河
流
域
の
各
タ
ウ
ン
に
、
当
然
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
イ

ア
を
筆
頭
に
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
て
い
る
。

以
上
、
地
理
的
な
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
の
限
界
内
に
お
い
て
も
、
シ
ャ
ウ

ト
の
地
域
性
が
、
何
等
か
の
影
響
を
イ
ギ
リ
ス
治
下
に
移
っ
た
コ
ロ
ニ
ー

に
お
け
る
地
方
検
察
官
の
発
生
に
与
え
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
事
実
が
抽

出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

2 

我
々
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ウ
ト
を
め
ぐ
る
機
能
的
な

連
関
性
、
地
理
的
連
関
性
、
そ
し
て
「
地
域
性
」
と
い
う
性
格
の
相
似
性
、

の
三
点
か
ら
ア
ル
ス
タ
イ
ン
が
仮
説
と
し
て
打
ち
出
し
た
導
入
説
を
検
証

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン

の
一
言
う
と
こ
ろ
の
イ
ギ
リ
ス
治
下
に
お
け
る
訴
追
官
の

Z
巾当

Z
2
F
R
-

3 
]
白
ロ
仏
か
ら
の
実
務
継
受
を
断
言
す
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た



(
同
開
)

が
、
地
方
の
検
察
官
の
成
立
過
程
に
つ
き
シ
ャ
ウ
ト
と
い
う
官
吏
が
従
来

全
く
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
影
響
を
与
え
て
い
た
、
と
い
う
主
張
に
一

定
程
度
の
確
証
を
得
た
と
雷
同
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
近
年
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
ら
の
法
制
史
的
研
究
を
採
り
い
れ
、
合
衆

国
検
察
官
の
成
立
に
シ
ャ
ウ
ト
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
明
記
し
て
い
る

(
的
)

論
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。

シ
ャ
ウ
ト
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
法
制
史
的
に
未
だ
解
明

さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
シ
ャ
ウ
ト
の
性
格
が
ア

メ
リ
カ
の
検
察
官
に
い
く
ら
か
で
も
注
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

お
く
こ
と
は
、
ク
レ
ス
教
授
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
複
合
的
な
性
格
を
理

解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
が
述
べ

(
叩
)

た
「
発
達
過
程
に
そ
の
考
察
の
対
象
を
求
め
る
L

と
い
う
発
達
的
視
座
の

有
効
性
を
確
認
す
る
こ
と
の
一
助
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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〈
き
と
田
守
口
タ
恩
師
H3.ミ
と
な
さ
ミ

h
v
R
N
N
F

邑
印
N
ヨ
印
・
戸

-
H
N
2
5
1

富山
N)
・

h
h
弘同芯『

MS~

1 2 

ι

ミ
・
間
同

]{ωN|

水
田
義
雄
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
大
陸
法
の
遺
跡
」
比
較
法

研
究
九
・
一

O
巻
三
二
頁
以
下
(
一
九
五
五
)
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
、

ス
ペ
イ
ン
法
の
残
存
を
示
し
て
い
る
が
、
現
在
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

3 

4 

(
旧
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
)
に
は
オ
ラ
ン
ダ
法
の
残
存
は
な
い
と
指

摘
す
る
。
こ
の
点
、
後
述
。

ア
メ
リ
カ
学
会
編
訳
『
原
典
ア
メ
リ
カ
史

ω』
三
二
頁
(
一
九

5 

五

O
)
、
河
・

0
・
斗
固
さ
と
↓
何
回
・
吋
回
目
刊
の
。
F
O
沼
田
聞
に

S
1弓
g-

E
a
l
(
同
呂
町
)
に
よ
れ
ば
、
一
六

O
九
年
、
英
国
人
の
国

g骨
片
付

出
口
h
g
oロ
を
雇
っ
て
こ
の
地
を
得
た
と
い
う
。
ハ
ド
ソ
ン
河
の
由

来
は
こ
の
英
国
人
か
ら
来
て
い
る
。

同
右
。

領
主
は
、
オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社
か
ら
商
取
引
の
義
務
や
税

な
ど
の
一
時
的
免
除
を
与
え
ら
れ
た
。
小
作
人
は
、
余
剰
分
の
先

買
い
権
を
領
主
に
与
え
、
荘
園
の
裁
判
所
(
自
白
D
O
ユ
包
円
。
ロ
ユ
)

に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
(
U

・同
y
Z
E
Z
H
H
W
5
・
叶
回
目
山
問
。
。
同
，
m

O
司

〉冨何回出門
U

〉
Z
O〈同
F
H
N
〉叶
-
0
2
・
N
O
N
-
(
回
申
告
)
に
よ
る
。

ω応

お
な
ア
』
。
出
Z

明，
Hm同
開
・
、
吋
回
開
口
巴
↓
【
リ
出
〉
Z
ロ
C
C
K
戸開何回
N
n
o
F
O
Z
同開回

目Z
〉
冨
何
回
-
n
k
f
H
ω
ω
!
日
(
同
∞
由
也
)
一
、
吋
問
者
と
吋
何
回

-
S』
マ
ミ
ロ
C
Z
A
R
-

6 

三
巴
∞
i
∞.
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7 

初
期
の

Z
巾
g
Z
2
y
m門戸釦ロ円四は、

U
-
5
2
2
m
g巾
E
】
(
総
督
)

を
中
心
に
五
人
の

noロ
ロ
ロ
ロ
(
補
佐
機
関
)
に
よ
っ
て
三
権
を
掌
握

し
た
封
建
的
な
形
態
を
採
っ
て
い
た
。
百
件
巾
に
よ
れ
ば
、
こ
の
統

治
は
、
「
人
民
の
、
ロ

2
2
2
と
わ

g
ロ
門
口
に
よ
る
、
西
イ
ン
ド
会



研究ノート

社
の
た
め
の
政
府
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
は
全
て
本
国
の
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
で
作
ら
れ
、
死
刑
囚
は
本
国
に
送
ら
れ
た
と
い
う
。

(8) め
ミ
・
吉
田
同
開
・
話
、
ミ
ロ
。
件
。
少
白
ニ
ω】
l
N
・

ω円
y
o
E
(
シ
ヤ
ウ
ト
)
を
紹
介
し
た
日
本
の
文
献
は
殆
ど
見
当

た
ら
な
い
。
藤
原
守
胤
『
ア
メ
リ
カ
建
国
史
論
(
上
)
』
(
一
九
四

O
)
一
八
七
頁
が
唯
一
で
は
な
い
か
。
同
書
に
よ
れ
ば
「
執
行
官
」

と
い
う
訳
語
が
つ
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は

J
Z
2
5
3
と
訳
さ

れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

4
n
y
o
c同
法
廷
当
事
者
の
為
に
判
事
を
招
集
し
、
正
義
を
要
求

す
る
法
廷
の
官
吏
。
通
常

ω
Z吋
以
内
と
訳
さ
れ
る
。
日
nyoc同自民凹

g-

は

z
g司
zaF巾
ユ
即
ロ
己
に
お
け
る
重
要
な
官
吏
で
あ
っ
た
。
彼
の

義
務
は
シ
エ
リ
フ
や

A
G
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
間
で
遂
行
さ
れ

て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
0

0

切。
c
E何
回
沼
田
戸
〉
者

O
R
H
A。
zi

〉同
aF
∞
同
亙
考
古
・
印
わ
巾
ロ

E
3、
何
色
・
(
同
志
向
山
)

オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社
の
当
時
の
重
要
な
官
吏
に
は
、

百
件
巾
に
よ
れ
ば
「
会
社
の
簿
記
係
り
で
あ
る
}
向
。
。
匂
自
白
ロ
」
と
、

「
シ
エ
リ
フ
の
義
務
や
税
の
徴
収
を
請
負
っ
た

R
Z
Eど
が
い
た

と
さ
れ
、
他
の
論
者
に
拠
れ
ば
、
「
取
引
に
関
す
る
秘
書
の

E
U
R
E

包
括
。
」
と
「
秩
序
維
持
の
為
の

R
F
O
E
-
m
R包
」
で
あ
っ
た
と
い

う。
M

山
町
内
・
明
-
m
-
c
y
s
t》
ミ
ロ
。

zm-
白円

Z
N
一日出〉〈何回
h

白
色
町

巧
〉
H
-

〉
呂
田
叶
。
同

4
2
9
5
2
R
〉
y
呂田

-
2・
Nssa)・

こ
の
様
に
米
国
で
の
紹
介
に
お
い
て
も
、
シ
ャ
ウ
ト
、
及
、
び

Z
2〈

Z
丘
町
巾
ユ
向
ロ
仏
の
官
吏
の
組
織
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
が
、
訴
追

機
能
を
持
っ
た
∞
号
。
ロ
べ
な
い
し
は
印

n
g
E
A
-
R包
の
存
在
は

明
ら
か
で
あ
る
。

(9)

当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
司
法
の
状
況
を
示
す
資
料
は
入
手
し
え
な

か
っ
た
。
刑
事
手
続
に
つ
い
て
は
、
〉
同
W

印ぜ由巴
z
・
〉
国
訪

40同J
1

0
司
わ
。
z
↓-
Z
開H
L

叶〉
F
h
回目冨
-
Z
〉戸旬開。(い何回
)
C
問問
Y
ω
H
M
l
(
同窓山市山)。

現
行
法
、
法
制
史
及
び
オ
ラ
ン
ダ
法
一
般
に
つ
い
て
は
、
ロ

-n-

明，
c
w
w巾ヨ

ω
何色・

-
Z
叶問。
U
C
円い叶同
C
Z

叶。

U
C
叶，
Aυ

出
「
〉
垣
間
ぷ
)
同

北法39(4・140)968

明，
C
回目
(
U
Z
H
L
芸
J

呂
田
少
四
回
|
品
(
巴
叶
∞
)
。
特
に
訴
追
制
度
、
検

察
官
制
度
に
つ
い
て
は
匂
・

8
叶
H
N

参
照

o
e町民
N

8

・同
y
p
戸

。

E
Cロ
2
・
。
呂
田

4
0
2同開
5
2
F
R
R
宮
〉

4
B
E
E
-
-
-

切開
-b-cp由

Z
E，Z
開問
F
〉
2
0
印・

(
H
U
A
X
W
)

一
-
Z
叶何回
Z
〉寸目。
Z
〉
戸
別
znJヘ門戸
OHM-wu-
〉
。
司
。
。
富
岡
VKM
同〉
l

d
〈
問
戸
〉
者
同

l
Z
¥
0
・

zー
ロ
一
回
・
∞
叩
巾
ユ
E
m
-
h
s

oミ
ロ
ミ
ミ
ロ
ミ
円
b
h
-
3
.
s
s
b
~
、
さ
門
町
、
Nqm-
印
〉
Z
C
F
O

F
C
H
開室∞
O
C
問。・

広
印
|

〉
去
何
回
出
わ
〉
Z

F

・
月
間
〈
・
印
{
)
|
(
回
申
13)
・

邦
文
と
し
て
は
、
細
川
清
「
オ
ラ
ン
ダ
の
司
法
見
聞
記
」
法
の

支
配
五
二
号
(
一
九
八
二
)
を
参
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
一



O
年
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
征
服
後
、
オ
ラ
ン
ダ
の
統
一
的
な
司
法
制
度

は
フ
ラ
ン
ス
法
を
範
と
し
た
と
い
う
。
検
事
総
長
等
の
官
。

n
R・

2
で
l
m
m
ロ
母
国
]
は
、
明
ら
か
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
移
入
で
あ
ろ
う

が
、
下
級
検
事
は
認
可

W
R
a
z
E
S
(直
訳
す
れ
ば
「
交
通
係
り

検
事
」
)
と
い
う
。
こ
の
主
的
口
町
。
ロ
門

2
3
は
お
そ
ら
く
オ
ラ
ン
ダ
固

有
の
名
称
と
し
て
E

印
門
町
。
ロ
ペ
・
が
残
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
同
書
、
六

O
頁
参
照

oeha崎
町
ミ
ミ
~
?
n
o
c
z
Q
F
。司
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何
cmo-M-Y
』

c
u
-
Q〉
円
。
問
。
〉
Z-N〉
ゴ
o
z
-
Z
開
宮
山
〔
)
司
戸
甲
山
W
|

(
H
U吋
印
)
・

(
叩
)
凹
円

}gEa出
回
門
担
}
の

Em虫
色
3

に
関
し
て
は
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
は

以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

ー
ー
ー
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
検
察
官
や
保
安
官
の
よ
う
に
働
く

べ
き
だ
っ
た
が
、
植
民
地
で
は
付
加
的
な
義
務
を
見
出
だ
し
た
。

彼
は
出
呂
田
一
の
よ
う
に
働
こ
う
と
し
た
。
出
印

g-
は
法
的
権
限
を

与
え
ら
れ
た
一
種
の
財
政
的
職
員
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会

社
を
代
表
し
て
い
た
。
(
仇
町
向

-
E回日、
5
・
M

足
、
ミ
ロ
。

z

f
三

回

ω
C
)

と
い
う
。
こ
の
財
政
的
職
責
と
は
税
の
徴
収
で
あ
っ
た
(
め
戸

司目印同開・同
N
h』
U

『ぬ口。門
mw

由・国門
H
ω
]
[
)

。

す
な
わ
ち
、
訴
追
官
吏
シ
ヤ
ウ
ト
に
財
政
官
吏
フ
イ
ス
カ
ル
の

機
能
が
植
民
地
に
お
い
て
合
体
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
言
語
的
に
オ
ラ
ン
ダ
は
低
地
ド
イ
ツ
語
の
一
種
に
属
す
る
の

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
五
世
紀
頃
、
ド
イ
ツ
(
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
グ
リ
プ
ロ
イ
セ
ン
)
で
王
の
代
理
人
と
し
て
財
政
的
な
責
任
を

負
っ
て
い
た
フ
イ
ス
カ
ラ
ー
(
百
件
丘
三
)
に
由
来
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
的
に
も
一
六
八
四
年
ま
で
オ
ラ
ン
ダ
は
、

ド
イ
ツ
皇
帝
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社
が
出
虫
色
の
名
称
を
一
七
世
紀
、
新
大

陸
で
用
い
た
こ
と
も
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
細
川
、
前

掲
註

(
9
)
五
五
頁
参
照
。
フ
イ
ス
カ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
内
田
一

郎
「
ド
イ
ツ
検
察
制
度
の
成
立
」
早
稲
田
法
学
三
九
巻
二
号
、
一

O
頁
(
一
九
六
三
)
、
句
R
b
h
g
・
何
回
Z
印、H
，
。
〉
宮
司
開
Z
-

回
開

。
何
回
わ
回
目
わ
司
、
自
己
何
回

ω
H
P〉叶印〉
Z
当〉戸、『印円
U
E
〉司、
H

，
E

U開己、
H

，印【
U出

F
〉
Z
U
回目印
N
C
問
。
開
。
開
zd司〉問、
H

J

N

!

日(]{由一
w
N
)
・

(
日
)

(
H
∞
毘
)
句
史
・
〉
-
印
守
口
タ
印
刷
A
B
S
D
O
芯

H

・国同

E
C
ロ
-
E・

(
ロ
)
起
訴
強
制
主
義
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
点
、
松
尾
浩
也
・
一
二
井

誠
「
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
起
訴
法
定
主
義
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
三
八
九
号
こ
九
六
八
)
五
五
頁
、
内
田
一
郎
「
ド
イ
ツ
に
お

け
る
起
訴
法
定
主
義
」
早
稲
田
法
学
四

O
巻
二
号
(
一
九
六
四
)

戸
白
岩
田
同
ロ
色
。
『
門
出
ロ
印
ロ
円

2
0同
Z
ヨ司

Z
2
y
oユ山口【凶

ω
早
l
印

北法39(4・141)969
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二
一
頁
以
下
、
等
を
参
照
。

特
に
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
客
観
義
務
を
紹
介
し
た
も
の
と
し

て
、
阿
部
泰
昌
「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
検
察
官
の
客
観
義
務

ω」

金
沢
法
学
一
一
巻
二
号
(
一
九
六
六
)
四
七
頁
以
下
参
照
。

(
U
)

大
陸
型
検
察
官
に
つ
い
て
は
内
田
力
蔵
「
検
察
官
|
|
自
由
主

義
国
の
総
括
」
比
較
法
研
究
三
八
号
(
一
九
七
七
)
一
二
七
頁
以

下
。
横
山
晃
一
郎
「
ソ
ビ
エ
ト
型
検
察
官
と
大
陸
型
検
察
官
」
九

大
法
政
研
究
四
三
巻
二
号
(
一
九
七
六
)
一
八

O
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
、
註

(
7
)
参
照
。

(
日
)
〉
]
印
片
山
、
ロ
巾
・
伯
母
、
ミ
ロ

o
z
f
白
門
口
。
ロ
・

8
に
拠
る
、
『
出
向

岡山開門い
O
問
。
印
。
司

Z
何
者
〉
玄
印
叶
何
回
同
)
〉
ζ
2
5
Z
H
A山町一山、吋。同町一??吋

13 

〈。]由・(同∞由吋)・

(
口
)

r
g
F開
除
君
主
-
的
基

s
g
z
∞
・
血
仲
立
町

l
u
一

吋
Z
4
〈〉問、同開印・
M
H
hーも
3

H

口。
-fmwp
出品い
N
O
ω

・

(
日
)
〉
]
田
守
口
市
・
話
、
ミ
ロ
。
丹
市
戸
同
門
ロ
N

ロ
・
邑
・

(
四
)
勅
許
状

(nEえ
巾
円
)
の
発
給
は
一
六
六
四
年
で
あ
り
、
ニ
コ
ル

知
事
は
着
任
後
、
各
官
吏
に
王
へ
の
服
従
の
宣
誓
を
要
求
し
、
一

六
六
五
年
か
ら
制
度
の
改
革
に
取
掛
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

は
、
六
月
一
一
一
目
、
市
長
(
富
喜
一
。
円
)
に
イ
ギ
リ
ス
人
、
H
d。
g
g

t
司
王
え
を
任
じ
、
五
人
の
包
巳

q
g
E
(参
事
会
)
に
は
二
人
の
イ

(
却
)

(
幻
)

ギ
リ
ス
人
を
、
そ
し
て
シ
エ
リ
フ
に
も
イ
ギ
リ
ス
人
を
任
命
し
た
。

こ
の
統
治
形
態
は
機
能
的
に
は
以
前
と
殆
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
、

「
西
イ
ン
ド
会
社
の
た
め
」
の
統
治
形
態
が
、
「
イ
ギ
リ
ス
(
王
)

の
た
め
L

の
統
治
へ
と
変
わ
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。

en

h叫
町
ミ
ミ
守
・
〉
・
開
・
宮
門
阿
内
E
Z
Mご

Mzpm
叫

3sga円H
h
o
s
¥さ
さ

む
ミ
忌
芯
同
門
誌
史
民
的
』
町
選
恒
吋
N
.
芯
」
〈
B
t
M
d
込
・
ヨ
〉
早
向
・
回
目
的
斗
・
同
州
・

2
日・

S叶
ll
申

(
E
C
H
)

一一回何回印出回

8
認
可
N
h
w

関
口
出
戸
。
。
己
問
、
同
凹

〉
Z
U
F
〉者
-
Z
H
W
K戸
間

4
Z
E
ξ
J問。河同
-
H
由
(
邑
吋
∞
)
・

〉
-
田
仲
可
ロ
タ
的
H
H
』
司
、
む
口
。
丹
市
ゲ
同
同
同
ω
N
-

H
F
R
・
ロ
-
留
に
拠
る
〈
・
、
H
，Z
開
河

R
O問
。
。
司

Z
E司
〉
冨

北法39(4・142)970

印
叶
何
回
巴
〉
三

ω]=(]{
∞mv
吋)・

(
幻
)
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

1
条
約
に
よ
る
終
戦
。
守
町
寝
苦
言
~
?

(
お
)
司向山町内戸
M
N
h

』マ『
h
N

ロO
丹
巾
少
白
門
N
C
A
F
-
-
印・

〉】回同可ロ巾・的
N

も
さ
ロ

o
z
y
白
骨
広
ω
に
拠
る
ヨ
・
昌
・
見
開
。
。
閉
口
由

。司

Z
E弓〉富山、『何回同)〉云(同∞也、吋)・

24 

シ
エ
リ
フ
の
長
。
代
理
主
弓
ロ
ミ
・
∞
宮
丘
町
)
、
補
佐
官
g
U
S
E
-

田町

R
E
)
、
等
に
分
れ
る
。
∞
F
〉
わ
内
印
円
、
〉
巧

U
R
d
o
Z〉
51一
品
包
・

(
]
{
也
九
日

ω)
・

(
お
)
〉
}
凹
守
口
タ
袋
、
ミ
ロ

o
g
y
白
門
口
印
ロ

-
h
に
拠
る
凶
ロ
ロ
。
印
・

閉山何日:回目印叶・

ω↓
-z・
J

ヘ-
A
F
S
J



(
初
)

(
幻
)
ミ
・
同
門
ロ
ω
ロ
-

N
切
に
拠
る
、

司】閉山印、『

ω開回目何回
]{N
印(]戸∞∞。|戸市出品川副)・

h相
官唱
H 

I:l.; 

H
Z司
君
』
何
回
印
円
〈
〉
閉
め
回
目
〈
何
印

合衆国検察官制度成立史序説

、
門
司
君
〉
目
、
目
印
・
む
も
ミ
ロ
c
g
?
間同
N
C
ω
l
A
F
・
シ
エ
リ
フ
、
コ
ン

ス
タ
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
本
章
一
節
〈
三
〉
参
照
。

(
却
)
冨
n
自
己
巾
ア
雲
、
『
Q
D
O
Z
E
-
巳
己
申
・

(
却
)
例
え
ば
、
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
の
。
可
巳
ミ
∞
但
可
よ
り
西
の
コ

ロ
ニ
ー
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
タ
ウ
ン

(
Z
g司
吋
。
巧
戸
田
巾
U
E

2
2仏・

2
5
7
Z
M
?
の
E
〈
2
8門戸』由同出回目
g)
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
街
は
一
六
六
三
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
独
立
宣
言
を

し
、
大
統
領
守
町
ロ

ω
8
2
を
選
ん
だ
と
い
う
。

(
況
)
こ
の
点
か
ら
逆
に
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
影
響
は
強
く
な
い
の
で
は

な
い
か
と
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
が
ア
ル
ス
タ
イ
ン
の
導
入
説
を
批

判
し
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
法
残
存
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な

い
の
は
片
手
落
ち
の
感
が
す
る
。

(
沼
)
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
代
議
制
、
官
吏
の
公
選
制
、
市

長
の
円

LEE-
ロ
0
5
5丘
一
。
ロ
(
複
数
任
命
方
式
一
六
人
の
白
5
2・

5
E
か
ら
知
事
が
一
人
を
選
び
だ
す
と
い
う
方
法
。
オ
ラ
ン
ダ
の

方
法
で
あ
っ
た
)
等
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
冨

n
Eロ
-a-

28 

的足、可ぬロ。門巾]{山
Y

同件吋。
N

・

(

犯

)

巧

F
R喜
一
口
は
元
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ロ
ニ
ー
の

ω
d
E
S
S
E巳
の
こ
と
で
あ
る
。

em・
4
司・

ω
E
E
B
0・回目的白

-0. 
同..... 

吋一N
H

叶

O
E
n〉戸〉、同，
F
〉印・

Z
N
(呂印申)・

(
担
)
オ
ラ
ン
ダ
の
重
要
な
法
制
度
の
一
つ
で
あ
り
、
陪
審
が
開
始
さ

れ
る
ま
で
使
わ
れ
た
。
冨

n
Eロ
-a-程
、
ミ
ロ
。
5

5
・
丘
町
宰
1

叶

Hω.例
え
ば
、
監
督
官
(
。
〈
2
8
2凹
)
は
八
人
の
う
ち
毎
年
四
人
づ

っ
交
替
し
た
。
ま
た
こ
の
方
法
は
後
に
陪
審
員
の
選
出
の
際
に
も

用
い
ら
れ
た
。
』
ミ
・
白
仲
立
N

・

(
お
)
継
受
と
し
て
断
言
で
き
な
い
が
、
重
要
な
も
の
と
し
て
「
信
教

の
自
由
」
が
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
治
下
で
定
着
し
て
い
た
こ
の
権
利

を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

U
Z
W
巾
.
凹
戸
田
巧
も

z
g司
Z
2
F
R・

-
田
口
己
に
板
付
き
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
足
・

(
お
)

由同叶
H
]戸
.

(
幻
)
』
ミ
・
由
同
吋
(
)
印
・

(
お
)
旬
、
・
白
門
戸
「
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
で
は
タ
ウ
ン
ミ

1
テ
ィ
ン

グ
が
、

oz-8.印
戸
田
巧
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
存
続
し
、
広
い
権
限
を
有
し
、
官
吏
を
公
選
し
て
い
た
。

(
却
)
ミ
・
巳

S
印
・
ニ
コ
ル
知
事
の
同
化
制
策
の
遅
れ
に
イ
ギ
リ
ス

人
達
が
反
発
し
、
母
国
と
同
様
の
権
利
や
待
遇
を
求
め
た
。

北法39(4・143)971
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(
幼
)

(
H
U
)
 

(
位
)

(
日
)

足
・
同
門
叶
0
0

・
例
え
ば
陪
審
制
の
導
入
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。

〉
戸
凹
同
日
、
ロ
タ
印
刷
も
『
ぬ
口
。
4
5
y
同門戸
ω∞-

H
F

札、-
』
号
、
・
お
そ
ら
く
出
・
切
巾
〈
巾

3
5己
巾
と
、
出

-
z
g
g
c
を
指

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
地
図
2
参
照
。

(
叫
)

(
必
)

(
川
切
)

hh
同
・
白
丹
同
ωω.

Z
旬
、
日

5
・
M
S
S
D。
門
巾
少
同
ニ

S
Z
8・

〉
日
間
守
口
タ
ミ
』
マ
ミ
ロ
。
S
Y
巳
巴
印
地
図
2
、
3
、
参
照
。
ま

た
、
ニ
ュ

l
キ
ヤ
ツ
ス
ル
は
、
二
ハ
五
一
年
明
?
の
白
色
B
町
と
し

て
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
に
、
さ
ら
に
一
六
五
四
年
に
は
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
領
ヨ
・
吋
ユ
三
々
と
な
り
、
再
び
一
六
五
三
年
に

z
g司
〉
5
・

え
巴
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
手
に
戻
り
、
最
終
的
に
は
一
六
六
四
年

に
イ
ギ
リ
ス
が

Z
巾
さ
わ
回
目
己
巾
と
名
付
け
た
。

(
灯
)
〉
}
印
門
司
ロ
タ
話
、
ミ
ロ
。
円
巾
「
巳
呂
町
一
一
Z
E
4何
回
い
-
程
、
ミ
ロ
。
門
巾

少
町
民

H
S
の
地
図
に
拠
っ
て
も
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
周
辺
は

E
・

0
0
0
仏
国
。
旬
開
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ロ
ニ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、

ω〉
〈
戸

E
h
r
巧

E-
包
も
ミ

g
Z∞
・
回
二
∞
吋
呂
田
℃
又
は

出円

Z
C
Eわ
〉
戸
〉
、

HHE-
的
足
、
ミ
ロ
o
g
ω
ω

に
よ
れ
ば
オ
ラ
ン
ダ
の

コ
ロ
ニ
ー
と
は
さ
れ
て
い
な
い
(
白
血
立
問
。
丘
を
含
む
巧
宮
骨

2
・

4
弓

g
p
q
p
w
E、
の
三
つ
の
タ
ウ
ン
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
か
ら

の
移
住
に
よ
っ
て
一
六
三
五
|
七
年
に
生
れ
た
)
。
こ
の
点
、
法
制

史
上
の
解
明
を
待
ち
た
い
。
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
河
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
の

進
出
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
敵
対
関
係
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
論
者
も
い
る
。
~
山
町
?
の
・
「
回
目
一
回
1

・吋，
E
W
C自の
-
Z
印
O
司

叶
出
何
回
回
目
、
コ
印
図
。
。
F
。z
z
-
F
ω
J
ヘ印叶何]話回日、吋∞|]{自由{}・
N
ω
(
回申印由)・

(
同
日
)
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
三
頁
(
一
九
六
八
)

(約

)
ω
ミ
開
門
戸
開
除
名
良

-
M
Sミ
ロ
O
Z
∞
・
同
時
冨
∞
|
叶
・

(
叩
)
〉
]
田
守
口
巾
・
程
、
ミ
ロ

o
z
y
巳

EA山
口
・
自
に
拠
る
、
ベ
EW

皆
目
回
目
。
問
。
oc同
吋
口
広
告
。
司
項
目

E
〉
玄
∞
〉
言
明
F
』

O
Z
Z
印。

z-

北法39(4・144)972
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同叶叶
N

l

吋ω
(
E
A
H
N
)

・

例
え
ば
、
一
六
三
九
年
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
基
本
法
に
は
、
自
由
m
2
i

可
丘
町
の
選
任
に
つ
い
て
は
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
司
法

官
吏
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
当
時
、
イ
ギ
リ
ス

の
コ
ロ
ニ
ー
に
地
方
の
訴
追
官
の
芽
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ

の
こ
と
は
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
法
に
お
け
る
検
察
官
の

登
場
に
一
体
何
が
決
定
的
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
問
題
を
提
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
前
掲
註

(
4
)
『
原
典
ア
メ
リ
カ
史

ω』

一
六
八
頁
以
下
参
照
。

(
臼
)
∞
〉
〈
開
F
F
何
色
町
当

E-
認
可
Q
5
5
∞
唱
え

N
h
冨
告
・
又
は
本

稿
、
地
図
2
参
照
。



(
日
)
と
え
吉
巾
-

M

お
も
ミ
ロ
。

s

f
白門

E
h
ロ
・
お
に
拠
る
、

宮間
Z

2
何

回

号

、
H
，

E
2
0〈
-
Z
Q
R

。。
C
Z
Q
F
O司

222'

印
-
己
主
Z
E
H
m叶

(
Z
E
l印ω)
・
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

n
o
zロ
円
一
一
の
会

議
に
お
い
て
、
一
六
八
六
年
シ
エ
リ
フ
を
司
っ
て
い
た
出
常
持
三

が
検
察
官
の
任
を
兼
ね
る
こ
と
に
異
議
が
出
て
、
そ
の
後
こ
の
二

つ
の
職
が
分
け
ら
れ
た
。
ア
ル
ス
タ
イ
ン
は
こ
れ
を
近
代
的
検
察

官
の
始
ま
り
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
検
察
官
の
発

生
の
時
点
を
、
シ
エ
リ
フ
と
い
う
警
察
官
吏
と
、
訴
追
官
と
の
分

離
時
に
こ
れ
を
認
め
る
為
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
足
・
同
門
広
印
・

(
回
)
旬
、
・
同
門
H
M
ω

・

(
回
)

ω
E
2
5・
む
も
さ
ロ
。
丹
市

ωω
・
白
己
申
N

・
又
は
本
稿
、
地
図
2
、

3
参
照
。
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Z
2
4開
5
・
認
可

Q
B斤
冊
目
・
同
門

H
S
呂
田
℃
又
は
本
稿
、
地
図

2
参
照
。

(国

)
ω
〉〈何
F
F
何
伶
巧
〉
阿
-

M

宮
、
ミ
ロ
。
斤
巾
∞
・
国
同
N
O
叶
・
一
六
四
七
年
に

着
任
し
た
準
軍
人
。
し
か
し
、
専
制
的
な
統
治
を
嫌
い
、
各
タ
ウ

ン
の
代
表
者
と
の
合
議
を
望
ん
だ
と
い
う
。

(
印
)(ω) 
HFhh同
.

第
一
節
〈
三
〉
で
見
た
よ
う
に
、
元
来

ω宮
江
氏
に
も
そ
の
地
域

性
は
多
少
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
本
国
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
こ
で
言

う
タ
ウ
ン
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
広
い
地
域

(
凹

Z
S
H
今
の
円
。
ロ
ロ
ミ
)
を
担
っ
て
い
た
。

(
臼
)
〉
-
∞
片
山
、
ロ
巾
・
程
、
ミ
ロ
。

z

f
民
民
品
ロ
・

ω∞・

(
臼
)
』
・
開
・
』
〉
。
。
切
d

〉

叶

Ew
〉冨何回己
(
U

〉
Z

司問。印刷
nc
↓o
F
ω
!日

(
冨
∞
。
)
・
し
か
し
、
同
時
に
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
、
シ
ャ
ウ
ト
が
基

本
的
に
は
西
イ
ン
ド
会
社
の
為
に
働
い
た
こ
と
、

A
G
や
国
王
の

代
官
も
王
の
為
に
働
い
た
こ
と
に
共
通
性
を
見
出
だ
し
、
合
衆
国

検
察
官
の
基
本
的
性
格
た
る
「
独
立
性
」
に
反
す
る
と
し
て
い
る
。

(
回
)
第
一
章
三
節
〈
一
〉
参
照
。

(
臼
)

』〉【
U
O
∞
ア
言
、
ミ
ロ
。
門
司
由
N

・
白
ニ
品
・
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
表
現

を
借
り
れ
ば
、
「
田
n
y
o
E
か
ら
田
宮
正
問
へ
の
進
化
は
う
ま
く
い
っ

た
」
の
で
あ
る
。

(
臼
)
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
は
一
六
八
一
年
、
巧
ロ

E
S
3
5
へ
の
勅

許
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
。

(

侃

)

】

-

H

・

3
8江
口
?
み
も
も
G
Sた
円
刊
と
円
。
遣
問
問
。
s
m
S町
、
師
、
。
さ
ミ

守
的
尋
問
お
町
、

m
g
司
令
ミ
ミ
恩
師
玄
町
内
凡
両
足
。
塁
。
:
ω
ω
H，
開
宮
戸
開

F
・
c・一可∞・∞
ω

|

(
呂町一
w
)

・
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(
町
)

(
伺
)

』

-
E
h
?

そ
の
理
由
は
や
は
り
ぷ

2
2
5可
3

と
い
う
語
の
使
用
に
あ
る
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の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
単
に
名
称
の
上

で
ス
ポ
イ
ル
す
る
の
で
は
な
く
、
性
格
的
な
要
素
を
シ
ャ
ウ
ト
が

注
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
解
明
を
試
み
る
べ
き
で
は
な

、A

、AO

L
カ

(
的
)
例
え
ば
比
較
的
新
し
い
文
献
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
タ
イ
ン

教
授
が
検
察
官
の
歴
史
的
発
展
を
描
写
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
お

お
よ
そ
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
分
析
に
賛
同
し
て
い
る
。
ま
た
シ
ヤ

ウ
ト
に
つ
い
て
も
明
示
さ
れ
て
お
り
、
ア
ル
ス
タ
イ
ン
が
導
入
説

で
唱
え
た
オ
ラ
ン
ダ
の
影
響
は
複
合
説
・
発
達
説
と
い
う
滅
過
を

経
て
、
通
説
的
見
地
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

か
。
め
町
内
・
。
。
-a印
E
P
K叱「h
s
q
ミ
.
h
b
句
、
注
』
号
、
M
d
h同
S
S〉

一口開
Z(UJ
『(い問。司開口-〉
F
O
司打開-冨-甲山〉
F

〉
Z
U
』C
印、『-わ開〈・
ω
]
{
N
∞∞

(ω
・
出
・
関
白
色
田
町
包
・
巴
∞
ω)
一』・

ω者
〉
叶
c
z
h
r
F
・
冨
C
問。〉
Z
-

〉
ogHZ目印叶同〉叶
5
z
。司』
C
印
、
コ
わ
何
一
〉
Z
H
Z叶問。ロ
c
n
d
o
z
-
Eー

(
】
由
一
吋
印
)
・

ま
た
、
法
史
学
者
フ
リ
ー
ド
マ
ン
教
授
も
ア
メ
リ
カ
法
の
複
雑

な
要
素
を
指
摘
す
る
際
に
、

D
A
が
オ
ラ
ン
ダ
に
基
礎
を
持
つ
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

e
h
-
F
-
E
-
m，
呂
田
F
F
J
Z
-

〉
回
目
印
、
『
。
君
、

。
司
〉
呂
田
州
自
の
〉
Z
F〉者
N

ロ
門
戸
冨
(
冨
∞
印
)
・

(

初

)

』

〉

g
∞J子
足
、
言
ロ
。

zs-白
昨
日

ll晶
・

第
四
節

諸
要
因
の
帰
結
と
独
自
の
発
達

北法39(4・146)974

以
上
、
第
一
章
で
紹
介
さ
れ
た
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
成
立
過
程
を
め

ぐ
る
各
説
の
論
拠
を
検
証
す
る
為
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン

ダ
の
有
す
る
諸
要
因
を
、
機
能
的
見
地
、
歴
史
的
見
地
、
性
格
的
見
地
そ

し
て
地
理
的
見
地
と
い
っ
た
様
々
の
角
度
か
ら
分
析
、
検
討
し
て
き
た
。

本
節
で
は
発
生
期
、
成
立
期
、
そ
し
て
発
展
期
に
渡
っ
て
、
以
上
の
諸

要
因
の
帰
結
を
ま
と
め
、
「
(
検
察
官
制
度
は
)
社
会
、
政
治
の
発
展
の
論

理
的
帰
結
で
あ
る
」
と
い
う
発
達
説
の
立
場
か
ら
、
発
達
過
程
全
体
に
わ

た
る
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
(
〈
時
代
区
分
〉
を
参
照
)

発
生
期
に
お
け
る
発
達
(
一
七
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
)

イ
ギ
リ
ス
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
母
国
か
ら
伝
わ
っ
た

A
G
-

-P、
シ
エ
リ
フ
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
王
の
代
官
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ヤ

ウ
ト
、
と
い
っ
た
種
々
の
因
子
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
、
発

生
期
に
明
ら
か
に
影
響
力
を
持
ち
え
な
い
も
の
は
、
国
王
の
代
官
程
度
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
各
節
で
の
検
討
か
ら
示
さ
れ
た
と
言
い
得
る
だ
ろ

A
ノ
。 〈一〉す

な
わ
ち
、
国
王
の
代
官
に
つ
い
て
は
成
立
期
に
お
け
る
連
邦
検
察
官

(1) 

と
の
機
能
的
類
似
性
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
一
方
シ
ヤ



ウ
ト
に
つ
い
て
は
、
シ
エ
リ
フ
と
い
う
掛
け
橋
に
よ
っ
て
成
立
期
に
ま
で

(2) 

そ
の
影
響
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た

J
P
は
コ
モ
ン
・
ロ

1
上
の

(3) 

最
も
古
い
公
的
な
訴
追
官
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、

A
G
は
そ
の
姿
を

発
生
期
に
は
邦
(
州
)
に
、
成
立
期
に
は
連
邦
に
現
し
て
い
た
の
で
あ
っ

(4) 

た

ま
た
各
々
の
歴
史
的
背
景
に
応
じ
て
生
れ
た
官
吏
の
機
能
は
、
コ

ロ
ニ
ー
の
状
況
の
変
化
に
伴
い
変
遷
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

シ
ャ
ウ
ト
は
イ
ギ
リ
ス
の

z
g司

Z
2
z
q
gロ
仏
征
服
に
よ
っ
て
そ
の
名

称
が
消
滅
し
、
シ
エ
リ
フ
は
本
国
で
の
治
安
維
持
の
官
吏
以
上
の
責
任
を

(6} 

負
う
に
至
っ
た
。
ま
た

A
G
は
初
期
に
は
名
目
上
の
官
更
で
あ
っ
て
、
実

際
的
な
権
限
は
本
国
の
「
王
の
代
理
官
」
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。

J
P

は
自
己
の
管
轄
領
域
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
よ
り
以
上
に
広
げ
た
か

(8) 

の
よ
う
に
見
え
た
。

2 
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更
に
ま
た
こ
れ
ら
の
ど
の
官
吏
を
主
に
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

個
々
の
コ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
も
成
立
過
程
で
の
分

析
の
前
提
と
さ
れ
よ
う
。
J

グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
一
八
世
紀
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
(
シ
ヤ
ウ
ト
の
継
受
を
め
ぐ
っ
て
我
々
が
検
討
を
重
ね
た
地
域
で
あ
る

こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
)
の
刑
事
訴
追
の
パ
タ
ー
ン
を
描
く
に

あ
た
っ
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

|
|
一
八
世
紀
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
刑
事
訴
追
は
、
植
民
地
そ
れ

自
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
面
的
(
ヨ
己
丘
町
田

nE)な
も
の
で

あ
っ
た
。
訴
追
の
パ
タ
ー
ン
は
植
民
地
の
あ
る
場
所
と
別
の
場
所
と

で
は
全
く
か
け
離
れ
て
い
た
。

我
々
は
既
に
一
七
世
紀
で
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
法
廷
が
は
な
は
だ

統
一
性
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
学
ん
で
い
た
が
、
一
八
世
紀
の
イ

ギ
リ
ス
の
統
治
下
に
移
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
状
況
で

あ
っ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
シ
ュ

l
レ
ン
シ

1
教
授
は
植
民
地
の
、
特
に
一
七
世
紀
の
司
法
制

度
の
特
徴
を
、
①
権
力
分
立
の
不
足
と
、
②
議
会
に
よ
る
司
法
権
の

執
行
の
二
点
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
検
察
官
が
現
在
の
よ

う
に
行
政
部
の
官
吏
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
は
ま
だ
時
間
を
要

す
る
の
で
あ
っ
て
、
三
権
分
立
の
原
理
が
検
察
官
制
度
の
成
立
と
ど

の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
か
が
成
立
期
以
降
の
分
析
の
課
題
と
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
)

こ
う
し
た
多
様
な
状
況
の
中
で
、
成
立
期
に
見
る

D
A
の
出
現
の

潜
在
的
な
、
地
方
の
訴
追
官
へ
の
歩
み
は
ゆ
る
や
か
な
が
ら
進
ん
で
い
た

の
で
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
生
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
く

つ
も
の
経
路
に
よ
る
外
的
要
因
が
、
コ
ロ
ニ
ー
個
々
の
状
況
で
あ
る
内
的

要
因
と
結
び
つ
き
、

D
A
と
い
う
実
体
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
が
こ
の

時
期
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

3 
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あ
る
場
所
で
は
、
州
A
G
の
代
理
人

sazq田口
0
5
3
m
g巾
E-)

(ロ)

を
地
域
で
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
所
で
は
、
知
事
や

n
oロ
ロ
門
口
に

任
命
さ
れ
た
J
P
に
訴
追
機
能
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
コ

ロ
ニ
ー
で
は
法
廷
に
コ
ロ
ニ
ー
の
全
犯
罪
を
訴
追
す
る
官
吏
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
察
官
制
度
発
展
の
歩
み
が
展
開
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
地
域
性
、
独
立
性
と
い
っ
た
合
衆
国
検
察
官
の
根

幹
と
な
る
基
本
的
な
性
格
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な

ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
「
発
生
期
に
お
け
る
発
達
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
発
達
こ
そ
が
、
次
期
に
お
い
て
「
特
殊

ア
メ
リ
カ
的
」
と
言
わ
れ
る

D
A
の
出
現
へ
の
萌
芽
な
の
で
あ
り
、
特
定

の
国
の
ス
タ
イ
ル
を
直
接
ア
メ
リ
カ
に
取
入
れ
、
そ
の
姿
が
保
た
れ
た
の

で
は
な
く
、
コ
ロ
ニ
ー
と
い
う
環
境
の
中
で
止
揚
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
と
き
同
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
各
要
因
の
影
響
力
を
描
写
し
た
に
せ
よ
、
各
邦
(
独
立
時

二
二
)
全
て
に
渡
っ
て

D
A
の
出
現
過
程
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
た
だ
少
な
く
と
も
、
我
々
は
米
国
で
最
も
早
く
訴
追
官
が
現
れ
た
中

部
大
西
洋
岸
コ
ロ
ニ
ー
の
周
辺
状
況
と
、
そ
の
歴
史
的
発
達
過
程
へ
の
分

析
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
の
道
標
を
辿
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
今
、
三
百
年
後
の
今
日
再
生
し
つ
つ
あ
る
こ
の
道
標
の
手
引
き
と
な

る
も
の
が
発
達
的
視
座
H
発
達
説
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

北法39(4・148)976

成
立
競
に
お
け
る
発
達
(
一
八
世
紀
初
頭

1
一
七
八
九
年
)

発
生
期
に
見
ら
れ
た
諸
要
因
の
結
実
は
、
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
成
文
法
に
よ
る
巳

Z
2
4
の
設
置
、
と
い
う
形
で
我
々
の
前
に
提

示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
は
そ
の
結
実
を
先
取
り
し
た
コ
ロ

ニ
ー
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
地
方
検
事

(
D
A
)
と
い
う
形
態
を
制
定

法
上
に
表
し
た
初
め
て
の
事
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

多
か
れ
少
な
か
れ
諸
要
因
の
歴
史
的
結
実
は
、
そ
の
他
の
植
民
地
に
も

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
や
パ

l
ジ
ニ

ア
で
の
検
察
官
の
出
現
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
で
創
成
さ
れ
た
も
の
が
他
の
地

方
に
受
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各

地
に
お
い
て
発
生
期
の
閣
に
熟
し
た
検
察
官
訴
追
へ
の
歩
み
が
、
制
定
法

の
中
に
初
め
て
表
さ
れ
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
ゃ
、
地
域
毎
に
訴
追
官
を
置
い

た
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
の
歩
み
と
同
様
の
発
達
過
程
を
辿
り
え
る
内
的
要
因

を
含
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
理
念
的
に
も
コ
ロ
ニ
ー
に
相
応
し
い

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ま
た
、
各
地

の
発
達
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
諸
要
因
が
地
方
検
察
官
と
い
う
制
度
に

結
び
付
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
び
付
き
は
、
単

に
合
同
や
集
合
体
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
こ
と
も
理
解
さ
れ
ね
ば

〈一一〉



(
幻
)

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

合衆国検察官制度成立史序説

す
な
わ
ち
、

D
A
の
出
現
は
、
中
部
大
西
洋
岸
の
コ
ロ
ニ
ー
に
お

い
て
は
、

A
G
と
そ
の
代
理
主
岳
ロ
ミ
)
、
シ
ャ
ウ
ト
か
ら
地
域
の
訴
追
官

た
る
地
位
を
譲
り
受
け
た
シ
エ
リ
フ
等
、
早
く
か
ら
独
自
に
設
け
ら
れ
た

訴
追
宮
(
巳

Z
5
3
)
を
そ
の
背
景
に
持
っ
た
為
に
、
中
南
部
の
コ
ロ
ニ
ー

で
は
新
大
陸
に
移
入
さ
れ
地
方
の
司
法
官
吏
と
し
て
権
限
を
広
く
持
つ
に

至
っ
た
J
P
と
、
地
方
の
治
安
維
持
機
能
を
担
っ
た
シ
エ
リ
フ
の
存
在
が

地
域
の
訴
追
官
の
採
用
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
為
に
、

成
立
期
に
各
地
で
容
易
に
実
現
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た

D
A
は
、
一
章
三
節
で
考
察
さ
れ
た
特
徴
|
|
独
立
性
と
地
方
性

ー
ー
を
、
そ
れ
ら
ど
の
要
因
か
ら
直
接
摂
取
し
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
な

い
の
で
あ
る
し
、
逆
に
各
諸
要
因
の
官
吏
の
持
つ
中
央
集
権
的
性
格
H
非

独
立
性
を
有
し
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
諸
要
因
と
の
矛
盾
こ
そ
が
ア
メ
リ

カ
の
検
察
官
の
独
自
性
で
あ
り
、
発
達
の
帰
結
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
こ
の
矛
盾
を
認
め
る
こ
と
が
発
達
過
程
分
析
へ
の
出
発
点
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
強
調
し
た
、

「
合
衆
匿
検
察
官
制
度
の
発
展
の
解
明
へ
の
カ
ギ
は
、
(
制
度
が
)
ど
こ
か

ら
か
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
賛
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

か
か
る
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ク
レ
ス
教
授
の
指
摘
し
た
複
合
的

2 3 

性
格
と
は
、
検
察
官
制
度
の
発
達
過
程
に
対
す
る
各
要
因
の
持
つ
性
格
の

投
影
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
進
化
の
度
合
い
の
指
標
以
上
の

性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
指
標
に
よ
っ
て
、
連
邦
検
察
官
制
度
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
類
似
性
が

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
何
?
ま
た
同
時
に
、
地
方
検

察
官

(
D
A
)
の
成
立
に
至
っ
た
発
生
期
の
歩
み
を
経
る
こ
と
な
く
、
連

邦
の
制
度
が
官
吏
訴
追
を
採
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
歴
史
へ
の
誤
っ

た
仮
定
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
発
達
過
程
は
あ
く
ま
で
新
大
陸
に
固
有
の
変
遷

と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
も
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
お
い
て
、
未
だ
発
達
過
程
へ
の
分
析
が
充
分
と
は
言
え
な
い
ま

で
も
、
指
標
に
表
さ
れ
た

D
A
と
連
邦
検
察
官
、
す
な
わ
ち
合
衆
国
検
察

制
度
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
と
連
邦
と
い
う
こ
極
の
発
展
は
、
発
生
期
か
ら

成
立
期
に
か
け
て
、
諸
要
因
の
帰
結
と
し
て
出
現
し
た
、
と
の
結
論
に
至

る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。

発
展
期
に
お
け
る
発
達
|
|
独
自
の
歩
み
こ
七
八
九
年

1
ニ

O
世
紀
初
頭
)

本
稿
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
植
民
地
時
代
か
ら
独
立
期
に
至

る
歩
み
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
成
立
期
に
お
お
よ
そ
の
姿
を
現
し

た
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
屋
台
骨
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

〈
コ
一
〉

北法39(4・149)977
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ら
、
こ
の
合
衆
国
検
察
官
を
よ
り
ア
メ
リ
カ
的
な
、
独
自
性
あ
る
も
の
に

発
展
さ
せ
た
歩
み
は
以
後
の
時
代
に
そ
の
完
全
な
描
写
を
待
つ
こ
と
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
合
衆
国
検
察
官
制
度
は
、
こ
の
発
展

期
を
経
て
初
め
て
完
成
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
簡
単

に
発
展
期
の
重
要
な
要
素
を
取
出
し
、
制
度
の
特
質
を
決
定
づ
け
た
要
因

を
紹
介
す
る
に
止
ど
め
、
完
成
期
を
含
め
て
そ
の
発
達
過
程
の
分
析
は
他

日
に
期
す
こ
と
に
し
た
い
。
(
ま
た
今
世
紀
に
お
け
る
検
察
官
制
度
の
素
描

に
つ
い
て
は
、
前
稿
「
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
|
|
二

O
世
紀
に
お

け
る
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
」
北
大
法
学
論
集
三
七
巻
六
号
(
一

九
八
七
)
を
参
照
下
さ
れ
ば
大
方
の
理
解
は
得
ら
れ
よ
う
。
)

2

発
展
期
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま
ず
地
方
に

お
け
る
検
察
官
の
公
選
制
度
で
あ
り
、
続
い
て
連
邦
に
お
け
る
集
権
化
、

す
な
わ
ち
合
衆
国
司
法
省
の
設
立
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
カ
ル
の
訴
追
制
度
に
お
い
て
、
合
衆
国
検
察
官
の
特
質
と
さ
れ
た

地
方
性
と
独
立
性
と
を
支
え
る
に
足
る
制
度
的
保
障
は
こ
の
公
選
制
に
お

い
て
他
に
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
制
度
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
歴
史
に
欠

か
す
こ
と
の
出
来
な
い
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
一
八

0
0年
代
に
入
り
、
新
国
家
の
誕
生
間
も
な
い
合
衆
間
に

あ
っ
て
は
、
未
だ
選
挙
権
は
一
般
的
な
も
の
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
厳
し
い

(
却
)

制
限
が
あ
っ
た
。
ま
た
被
公
選
職
も
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
一
つ
の
運
動

が
公
選
職
の
拡
大
と
、
選
挙
権
の
拡
大
に
結
付
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思

想
こ
そ
、
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
を
支
え
た
直
接
民
主
制
へ
の
人
々
の
強
い
欲
求

で
あ
り
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
就
任
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
彼
の
就
任

が
こ
の
激
し
い
変
革
へ
の
動
き
の
一
つ
の
結
果
と
言
っ
た
ほ
う
が
相
応
し

(ロ)

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

北法39(4・150)978

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
知
事
は
も
と
よ
り
裁
判
官
や
シ
エ
リ
フ
、

検
屍
官

(
8
5
5円
)
と
並
び
検
察
官
の
公
選
制
も
確
立
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
発
展
期
に
お
い
て
増
大
す
る

D
A
の
地
位
と
権
限
は
、
人
々

H
公
衆

に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
制
度
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3

第
二
点
目
は
、
一
八
七

O
年
の
司
法
省
創
設
に
よ
る
連
邦
に
お
け

る
制
度
の
確
立
で
あ
る
(
〉
ロ
〉
♀

z
g
g
Z広}二
Z
U呂
田
ス
g
g件。『

宮
丘
町
巾
・
』
己
ロ
巾

N
N
-
g叶
0

・
5
巳
2
・
5N)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
司

法
長
官

(
A
G
)
の
地
位
と
権
限
が
明
確
に
さ
れ
た
。

ω。~~口一件。『。町、同イ
2
・

2
q
(財
務
省
法
務
官
)
と
の
行
政
内
部
で
の
主
導
権
争
い
は
こ
の
法
律

に
よ
り
優
位
が
決
定
づ
け
ら
れ
、

D
A
へ
の
統
制
、
助
言
を
定
め
る
と
共

に
、
連
邦
検
察
制
度
を
集
権
的
性
格
へ
と
発
達
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。

連
邦
制
度
に
見
る
大
統
領
i
A
G
i
D
A
と
い
う
階
層
性
も
発
展
期
に
お

い
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
広
大
な
国
土
を
治
め
る
連
邦
政
府

の
必
要
性
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
地
方
検
事
の
職
務



上
の
独
立
が
確
保
さ
れ
て
い
て
、
最
終
的
に
統
制
を
行
お
う
と
す
る
場
合

に
は
大
統
領
に
よ
る
解
任
に
待
つ
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
お

い
て
も
導
入
説
論
者
の
言
う
フ
ラ
ン
ス
検
察
官
制
度
と
の
類
似
も
表
面
的

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
連
邦
の
検
察
制
度
も
合
衆
国
検
察
官
制
度

の
一
部
と
し
て
そ
の
基
本
的
性
格
を
同
様
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
発

達
過
程
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

同
時
に
、
ロ
ー
カ
ル
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
連
邦
検
察
官
制
度
の
歩
み
が

こ
の
一
八
七

O
年
法
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

4
ロ
ー
カ
ル
、
連
邦
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
発
展
期
の
特
徴
を
指
摘
し

た
の
で
あ
る
が
、
成
立
期
に
お
い
て
見
出
だ
さ
れ
た
検
察
官
像
が
、
合
衆

国
の
特
質
と
一
言
わ
れ
る
も
の
|
|
独
立
性
、
地
域
性
ー
ー
を
具
現
す
る

に
は
か
か
る
発
展
期
の
過
程
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

'ν 

合衆国検察官制度成立史序説

ジ
ヤ
コ
ビ
!
女
史
は
、
そ
の
発
達
説
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
合
衆
国

の
検
察
官
制
度
の
特
徴
と
し
て
次
の
四
点
を
挙
げ
て
い
る
。

-
公
衆
訴
追
の
採
用
一
州
(
人
民
)
を
代
表
す
る
訴
追
官
の
必
要

2

地
方
行
政
制
度
一
権
力
の
非
集
中
と
民
主
主
義
の
遂
行
(
地
方

官
吏
と
し
て
の
検
察
官
)

3 

ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
公
選
制

権
力
分
立
原
理
の
採
用
一
政
府
の
一
行
政
機
関
と
し
て
の
地

4 

位
今
我
々
が
学
ん
だ
ロ
ー
カ
ル
の
公
選
制
は
上
記
第
三
の
特
徴
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
第
二
の
地
方
性
と
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
連
邦

の
集
権
化
は
、
行
政
部
に
お
け
る
統
制
と
理
解
さ
れ
る
の
で
第
四
の
特
徴

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
の
分
析
を
前
提
と
し

た
場
合
、
か
か
る
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
特
質
は
、
発
展
期
の
特
徴
と
重

な
り
あ
う
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
制
度
の

特
質
が
発
達
の
過
程
の
中
で
形
成
さ
れ
完
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

5
で
は
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
が
言
う
第
一
の
点
、
「
公
衆
訴
追

G
z
g
-
n

胃

2
2
E
-。
ロ
)
」
と
は
何
か
。
州
を
代
表
す
る
訴
追
官
の
必
要
性
を
指
し
示

す
の
で
あ
れ
ば
、
一
体
そ
れ
は
何
時
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、

三
百
年
に
わ
た
る
発
生
期
か
ら
成
立
期
、
発
展
期
と
い
う
歴
史
の
流
れ
を

追
っ
て
き
た
我
々
に
残
さ
れ
た
課
題
は
、
こ
の
官
吏
に
よ
る
訴
追
の
必
要

を
合
衆
国
に
生
ぜ
し
め
た
「
理
念
」
な
い
し
「
原
理
」
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、

諸
要
因
が
何
故
か
か
る
歴
史
の
上
で
「
発
達
」
を
遂
げ
た
の
か
と
い
う
問

題
が
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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1 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
の
は
、
ク
レ
ス
教
授
(
二
章
二
節
〈
三
〉
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及
び
註
(
犯
)
参
照
)
、
グ
ロ
ス
マ
ン
教
授
(
問
問
註
(
幻
)
参
照
)

ら
で
あ
る
。

2 

ニ
章
三
節
〈
二
〉
①
参
照
。

ニ
章
一
節
〈
二
〉
①
参
照
。

ニ
章
一
節
〈
一
〉
②
参
照
。

二
章
三
節
〈
二
〉
参
照
。

二
章
一
節
〈
一
ニ
〉
参
照
。

二
章
一
節
〈
一
〉
参
照
。

ニ
章
一
節
〈
二
〉
参
照
。

3 4 5 (6) 

(7) 

(8) 

9 

。
o
cのF
〉
∞
の
同
盟
w
Z
回C
問。・
-
M
〉吋叶何回
Z
m
O
司わ回目
F

曲目
γ
S
F
句問。印白

R
c↓
5
2
2
何回の出吋

E
Z吋国
l
B
Z叶己同司
Z
何者
J

円。回目内

-z

。
o
c問、吋印〉
Z
U
H
K
〉巧
-
Z
開〉問問
h
A

〈

Z
E
ξ
JヘO問
問
司
凶
(
「
国
司
吋
凹
Y
W
E

。者
-
R
h
F
Z
・
同

-aロ
包
j

・
)
(
呂
吋
∞
)
・

(
叩
)
二
章
一
節
〈
一
一
一
〉
②
参
照
。
睦
町
・
}
出
・

ω室、
E
-
n
c
F
O
Z
R

]
C
印叶

-
2
2
4弓
開
印
叶
冨

5
2
2
5開叶吋印

(HS由
l
口。
N
)

吋
宮

同》山、
HMnz
。
ロ
わ
O
ロ円仲間山巾円。円円
r
w
w
]戸

N

坦
|
(
同
窓
口
)
・

(
日
)
開

-
n
-
F
R
E
Q
-
M】
含
む
ミ
4

3

F

F
町

h
s
s
.
S唱悼む~ー

。
豆
町
ア
ロ
〉
玄
・

-F-回目印、
H
J
N印
ω
w
N
8
2
2
3
・

一
章
一
節
〈
一
〉

1
参
照
。

ニ
章
一
節
〈
一
〉
②
参
照
。

(ロ)
(
日
)

(M)

一
章
一
節
〈
一
〉
参
照
。

(
日
)
勾
当
・

5
F
E
F
同v
g
m
R
c
d
o
z
・
日

(ES)
・

(
凶
)
但
し
、
未
だ
中
南
部
に
お
け
る
発
達
過
程
の
検
討
は
不
十
分
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ω
R
h
S
Nミ
ミ
令
・
ロ
・
、
吋
・
穴
。
ロ
-
P
E
N
Mむ
な
ぱ

戸
山
口
弓
同
ロ
門
回
忌
巾

Z
。
ロ
ロ
O
B
B
O口問、白老
O
ユ
問
一
口
加
。
向
。
ュ
ヨ
宮
白
]

』
口
氏
一
円
冊
目
白
〈
町
問
一
口
一
向
-
N
m

〉
冨
・
』
戸
・
回
目
印
叶
・
ω
日
仏
(
巴
∞
N
)

(
口
)
一
章
一
節
〈
一
〉

1
参
照
。

(
日
)
一
七

O
四
年
以
前
に
制
定
法
に
よ
ら
な
い
検
察
官
が
こ
れ
ら
の

地
方
で
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
右
参
照
。

(
川
口
)
理
念
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
、
三
章
二
節
を
参
照
の
こ
と
。

(
却
)
成
文
法
に
検
察
官
や

A
G
を
定
め
る
か
ど
う
か
は
各
コ
ロ
ニ
ー

で
異
な
っ
て
い
た
し
、
任
命
方
法
も
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
質
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
コ
ロ

ニ
ー
全
体
が
公
衆
訴
追
と
言
わ
れ
る
合
衆
国
の
訴
追
制
度
に
向
け

て
多
か
れ
少
な
か
れ
歩
み
を
一
つ
に
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。

(
幻
)

ジ
ヤ
コ
ビ
!
女
史
の
複
合
説
批
判
の
指
摘
で
あ
る
。
』
・

凶〉門
U
O切
J

円・

4
回
開
〉
玄
何
回
出
わ
〉
Z

同)問。∞開門
U
C
H
，。
F
日
(
呂
∞
O
)

・

(
詑
)
句
史
え
・

(
お
)
h噌
可鴫-. 
Q噌
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(
泊
)

(
お
)。

句1 、、
叶・~

E冨ム
旨照二
』円・

開巾

百 g
rコ-
~ }1 
〉慢
の，喜

E; ~ 
開 Q
;s: ;:，: 
仰ぐ ね喝。、
司 d
司自t
O 汽
t"' ;: 

→き-
n ;:s 
(J) 

;t ~ 
~ w o 
C[J 2: 
>< z 
〉 R
t"' (J) 

ωQMwzn何回・双山・
]

{

O

A

F

(

]

戸坦吋晶)・

二
章
二
節
〈
三
〉

5
参
照
。

同
右
。

合衆国検察官制度成立史序説

(
部
)

(
幻
)
(
犯
)
』

R
O
E
-
S
Y
Q
ロ
O仲
町
出
唱
え
吋
・
ま
た
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史

は
、
訴
追
制
度
の
地
方
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
公
選
制
と
、

訴
追
に
つ
い
て
の
支
出
の
殆
ど
(
九

O
%以
上
)
を
ロ
ー
カ
ル
で

負
担
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
ミ
・
由
同
自
己
・

(
却
)
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
一
般
に
つ
い
て
は
、
田
中

英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
(
一
九
六
八
)
三

O
七
頁
以

下
、
藤
原
守
胤
「
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
法
学
研

究
三
八
巻
一
号
(
一
九
五
五
)
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
過

程
の
民
主
化
と
そ
の
現
代
的
慣
行
の
成
立
二
八
一

O
l
一
八
四

O
)
」
法
学
研
究
二
七
巻
六
号
ご
九
五
四
)
、
〉
・
冨
・

ω
2
5
5
z
a

c巴
P

H
，
Ew
〉
の
開

O
司
】
〉
円
相
内
凹

0
2
・
ω
N
N
1
(
H
E切
)
・

(
却
)
』

R
。
E
-
S』司ミロ。
Z
N
H
-

回同
N
H
・

(
但
)
』
ヨ
ミ
・
例
え
ば
、
知
事
の
公
選
制
は
当
時
一
三
州
中
六
州
(
マ
サ

チ
ュ

1
セ
ッ
ツ
、
ロ

l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
ぺ
ン

シ
ル
パ
ニ
ア
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
メ
リ
1
ラ
ン
ド
)
で
あ
っ
た
し
、

他
の
公
選
職
に
し
て
も
シ
エ
リ
フ
と
コ
ロ
ナ
ー
だ
け
と
い
う
の

が
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
で
、
ま
た
メ
リ
l

ラ
ン
ド
で
は
、
シ
エ
リ
フ
だ
け
が
公
選
制
で
あ
っ
た
。

(
犯
)
論
者
は
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
説
き
、
思
想
的
指

導
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
述
べ
て
い
な
い
。
田
中
、
前
掲
註

(
却
)
三

O
九
頁
。

(
お
)
選
挙
権
一
般
に
つ
い
て
は
、
小
川
晃
一
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

お
け
る
選
挙
権
拡
大
の
歴
史
過
程
L

北
大
法
学
論
集
三
十
四
巻
一

号
(
一
九
八
三
)
四
三
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
小
川
教
授
は
、
植

民
地
時
代
か
ら
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
自
治
精
神
が
こ
う
し

た
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。

(M)

検
察
官
の
公
選
制
に
つ
い
て
は
、
田
中
、
前
掲
註
(
却
)
三
五

六
頁
以
下
、
各
州
の
制
定
法
、
及
び
憲
法
条
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
一
七
九
六
年
に

地
区
裁
判
所
に

A
G補
佐
を
置
い
た
が
、
一
八

O
一
年
に

D
A
と

名
称
を
変
え
、
一
八
二
八
年
に
A
G
を
公
選
と
し
た
。
ミ
シ
シ
ッ

ピ
i
、
ア
ラ
パ
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
八

O
七
年
、
一
八
一
九
年
に

D

A
を
間
接
選
挙
で
選
出
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
は
一
八
三
九
年
に
個
々

の
郡
で
検
事
の
公
選
を
定
め
、
ア
イ
オ
ワ
は
、
一
八
四
六
年
に
裁

北法39(4・153)981
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判
官
、
検
察
官
の
公
選
を
定
め
た
。
句
町
内
-
p
n
。
買
-
認
可
Q
E
R

N
]
ケ
白
同
N
日・

(
お
)
こ
う
し
て
、
一
九
一
二
年
の
ニ
ュ
l
メ
キ
シ
コ
、
ア
リ
ゾ
ナ
承

認
時
に
は
、
四
八
州
中
地
方
検
察
官
が
公
選
で
な
い
の
は
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
、
ニ
ュ
l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
二
ア
ラ
ウ
ェ
ア
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ロ
ー

ド
ア
イ
ラ
ン
ド
の
五
州
だ
け
で
あ
っ
た
。
~
山
町
m
-
丈
・
民
自
・

(お
)

M

W

町
向

h
叫

S
h
S
N
P
F
d
g
z
w
a
-
M
E宮
門

司

h
b
N
S、。込応、

s
h

同
吋
同
R
H
m
s
~
。
。
同
認
さ
さ
町
唱
え
-
N
印
〈
同
問
。
-
z
z
「
河
・

5
印
-
E
H

(
H
U
ω
∞
)
一
回
・
n
c
p
向
E
z
g
除
。
・
冨
n
m，K
戸
間

E
z
u
-
白
山
口
何
回
〉
戸

同
己
目
、
コ
わ
何
・
N
H
∞
|
(
冨
ω
斗
)
一
]
・
ω
・
何
〉
印
回
J

『
|
ω
ロ
向
日
出
・
吋
回
開

。何回
M

〉
問
、
『
冨
開
Z
H
a
C
司
』
C
2
4
n
開
(
回
申
(
)
九
日
)
・

(幻
)
ω
c
-
E
昨
日
え
吋
2
2
R
M
刊
は
、
全
吋
2
2
ロ
ミ
(
財
務
省
)
の

訴
訟
を
負
う
べ
く
設
け
ら
れ
、

A
G
と
の
管
轄
争
い
、
権
限
争
い

を
演
じ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
0
2
正
当
与
え
句
(
当
時
上
院
議

員
)
t

と
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
政
治
的
対
立
が
あ
っ
た
。
ジ
ャ

ク
ソ
ン
の
集
権
化
案
に
対
し
、
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
は
A
G
を
嫌
い
、

反
対
に
回
っ
た
と
い
う
。
緑
町
-
h
c
p
向
E
z
g
h
w
冨
わ
司
馬
E
j
Z
0
・

同
基
ミ

g
Z
8・
巳
H
3
l
由
・

(
却
)
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
基
本
的
に

A
G
の
D
A
へ
の
監
督
権
限

を
強
め
よ
う
と
し
た
。
例
え
ば
、
一
八
三

O
年
、
法
案
(
ウ
ェ
ブ

ス
タ
l
の
反
対
に
あ
っ
て
妥
協
案
と
し
て
、
ω
。
-
笠
宮
司
丘
、
吋
『
2
・

2
ミ
に
全
、
H，z
g
ロ
ミ
の
訴
訟
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
)
可
決

時
に
「
:
:
:
A
G
は
、
様
々
の
政
府
の
法
官
吏
の
一
般
的
監
督
、

民
事
で
あ
れ
刑
事
で
あ
れ
、
全
て
の
監
督
を
与
え
ら
れ
る
:
:
・
と

確
信
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
折
衷
的
な
政
策
の
為
に
一
八
七

O
年
法
が
出
来
る
ま
で
他
の
省
は
自
ら
法
律
の
ス
タ
ッ
フ
を
求

め
、
彼
等
自
身
で
訴
訟
を
営
む
こ
と
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
の
で
あ

'
G
o
H
A
-
同
丹
同
叶
由
・

念
の
た
め
に
付
加
え
て
お
く
と
、
全
て
の
行
政
部
の
法
官
吏
を

統
轄
さ
せ
よ
う
と
い
う
議
会
の
目
的
は
完
全
に
は
達
成
さ
れ
な

か
っ
た
(
ミ
・
巳
昆
ω
l
h
p
・
)
。
し
か
し
一
方
で
、
裁
判
所
も

A
G

へ
の
集
権
化
に
一
役
買
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

A
G
の
裁
量
権

限
を
法
廷
で
広
く
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
果
た
さ
れ

北法39(4・154)982

(
却
)
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
~
山
町
h
-
R
・
白
門
H
∞
印
l
∞
・

H
N
・
同
v
o
c
z
u
-
(
U
E
ζ
-
Z
〉
F

』
C
印
、
コ
打
開
H
Z
〉
玄
何
回
N
R
K
Y

回一戸

40 
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<D 
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<D 
』〉打。∞
J
?
印
刷
、
可
ぬ
ロ
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門
巾
N
H
・
回
同
昂
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第
三
章

合
衆
国
検
察
官
制
度
の
理
念
的
背
景

第
一
節

私
人
訴
追
か
ら
公
衆
訴
追
へ

合衆国検察官制度成立史序説

合
衆
国
検
察
官
制
度
は
、
第
一
章
三
節
で
見
た
よ
う
に
地
方
性
と
、

独
立
性
と
を
そ
の
特
質
と
し
て
持
ち
つ
つ
新
大
陸
の
訴
追
制
度
の
中
に
定

着
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
時
代
に
各
邦
は
、
官

吏
に
よ
る
訴
追
を
開
始
し
た
。
こ
の
地
域
の
訴
追
宮
の
登
場
は
明
ら
か
に

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
第
二
章
一
節
で
学

ば
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え
J
P
が
訴
追
の
機
能
を
有
し
て
い
た
と
い
っ
て

も
、
成
立
期
の
検
察
官
、
例
え
ば
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
制
定
法

に
よ
る

D
A
の
よ
う
に
王
の
代
理
と
し
て
法
廷
に
立
つ
こ
と
を
明
確
に
定

め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
私
人
訴
追
が
為
さ

れ
な
い
時
の
、
補
助
的
な
位
置
付
け
し
か
与
え
ら
れ
な
い
も
の
と
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
点
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
継
受
し
た
と
の
見

方
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2
ク
レ
ス
教
授
は
、
こ
の
地
方
検
察
官
は
「
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
寄
与

で
あ
り
・
:
・
:
今
日
ま
で
私
人
訴
追
の
主
要
な
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
制
度

(
4
)
 

を
実
質
上
知
ら
な
い
姿
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
に
見

ら
れ
な
い

D
A
の
出
現
を
、
そ
れ
か
ら
の
分
化
現
象
と
し
て
示
唆
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
は
第
二
章
で
考
察
さ
れ
た
諸
要
因
の
影
響
か
ら
、

コ
モ
ン
・
ロ

1
に
存
し
て
い
た
「
私
人
訴
追
(
耳
目
〈
田
宮
官

B
R三
芯
ロ
)
」

を
捨
て
、
官
吏
に
よ
る
訴
追
、
そ
れ
も
地
域
に
根
差
し
た
官
吏
を
持
つ
訴

追
制
度
を
指
向
す
る
(
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
の
合
衆
国
検
察
官
制
度
成
立
の

四
要
件
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
)
寸
公
衆
訴
追

(
E
E
n
胃
2φ

2
己
。
ロ
)
」
を
選
択
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

3

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
特
質
の
も
う
一
方
、

「
独
立
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
章
四
節
の
最
後
に
お
い
て
指
摘
さ
れ

た
ご
と
く
、
発
生
期
・
成
立
期
に
お
い
て
は
未
だ
か
か
る
特
質
は
完
成
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
の
指
摘
し
た
要
件
の
第
三
、

ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
に
お
い
て
検
察

官
制
度
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
も
地
域
の
訴
追
官
を
有
し
た
上
で
初
め
て
実
現
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
一
七
八
九
年
以
降
の
「
発
展
期
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
に

お
い
て
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
特
質
と
し
て
制
度
を
支
え
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

北法39(4・155)983

そ
こ
で
我
々
は
、
公
衆
訴
追
と
い
う
制
度
を
支
え
る
「
公
衆
訴
追
主
義
」

の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
私
人
訴
追
を
放
棄
す
る
に
至
っ

た
コ
ロ
ニ
ー
の
原
因
を
解
明
し
て
お
き
た
い
。
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〈
一
〉
私
人
訴
追
か
ら
の
離
脱
原
因

ー
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
制
度
を
新
大
陸
に
移
入
す

る
に
し
て
も
、
既
に
王
権
の
下
で
長
い
歴
史
を
経
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
固
有

の
制
度
は
、
新
し
い
生
活
領
域
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
植
民
地
に
は
不
向
き

な
点
が
多
か
っ
た
と
い
う
現
実
的
な
問
題
で
あ
る
。
刑
事
司
法
制
度
の
み

な
ら
ず
他
の
法
律
上
の
分
野
で
も
同
様
に
、
新
大
陸
固
有
の
状
況
に
よ
る

必
然
性
に
従
い
、
コ
モ
ン
・
ロ

i
の
制
度
は
変
更
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

特
に
、
私
人
訴
追
制
度
を
営
む
に
は
最
も
イ
ギ
リ
ス
的
な
特
権
階
級
た

る
法
曹
(
法
律
家
集
団
)
が
欠
知
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
私
人

訴
追
制
度
を
貫
徹
な
ら
し
め
る
法
律
の
専
門
家
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
で

は
、
法
廷
に
立
つ
者
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
制
度
も
そ
の
姿
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
は
、
こ
の
新
大
陸
の
実
際
的
な
状
況
か
ら
く
る
も
の
と

し
て
「
環
境
の
征
服
の
必
要
性
L

を
挙
げ
て
い
る
が
、
私
人
訴
追
主
義
で

は
植
民
地
社
会
を
矯
正
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
り
、
む
し
ろ
生
存
、
秩

序
維
持
の
た
め
に
は
私
的
利
益
の
保
護
よ
り
も
、
公
的
防
御
の
思
想
が
発

達
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
公
的
防
御
の

必
要
性
と
そ
の
思
想
お
よ
び
植
民
地
に
特
有
の
自
治
と
独
立
へ
の
欲
求
が

結
び
付
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ロ
ニ
ー
の

人
々
は
個
々
で
法
律
家
を
雇
う
よ
り
も
、
共
同
体
で
雇
う
道
を
選
ん
だ
の

で
あ
る
。
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更
に
、
た
と
え
大
陪
審
制
に
よ
っ
て
訴
追
を
維
持
し
よ
う
と
し
て

も
、
上
で
述
べ
た
法
曹
の
不
足
に
加
え
て
地
理
的
に
も
大
陪
審
開
催
に
無

理
が
生
じ
る
程
、
コ
ロ
ニ
ー
に
は
広
い
管
轄
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
地
方
は
別
と
し
て
一
般
の
自
治
植
民
地
、
領
主
植

(
日
)

民
地
は
広
大
な
土
地
を
抱
え
、
そ
の
な
か
で
治
安
を
維
持
し
、
司
法
を
営

む
に
は
本
国
の
制
度
そ
の
も
の
で
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。 2 

第
二
点
目
は
、
当
時
、
植
民
者
ら
は
本
国
で
私
人
訴
追
の
弊
害
が

大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
人
訴
追
制
度
は
「
金
持
ち
に
よ
る
、
金
持
ち
の
た
め
の
政
府

の
組
織
の
一
部
」
で
あ
っ
た
と
歴
史
学
者
が
酷
評
し
た
ご
と
く
、
理
念
的

な
理
想
、
つ
ま
り
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
そ
の
権
利
を
回
復
す
る
手
続

を
開
始
さ
せ
る
、
と
い
う
原
則
が
実
効
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
少
し
客
観
的
な
表
現
で
言
え
ば
、
「
私
人
訴
追
制
度
の
欠
点
に
お
い
て

重
要
な
こ
と
は
、
不
満
を
持
つ
者
が
訴
訟
を
起
こ
す
際
、
彼
が
弱
す
ぎ
る

か
貧
し
す
ぎ
る
場
合
に
は
多
く
の
犯
罪
が
罰
さ
れ
な
い
点
で
あ
る
」
の

だ
。
当
然
、
本
国
の
事
情
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
た
コ
ロ
ニ
ー
の
人
々

は
、
植
民
地
特
有
の
自
治
意
識
と
相
侯
っ
て
新
し
い
理
念
日
地
域
に
訴
追

3 



官
吏
を
置
く
「
公
衆
訴
追
主
義
」
を
導
入
す
る
こ
と
に
爵
踏
を
覚
え
な
か
っ

(
凶
)

た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

4

第
三
点
目
は
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
影
響
の
可
能
性
で
あ
る
。
ま
さ

に
ア
ル
ス
タ
イ
ン
を
は
じ
め
導
入
説
論
者
の
発
想
の
源
は
こ
こ
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
地
方
検
察
官
と
い
う
コ
モ
ン
・
ロ

i
に
知
ら
れ
な
い
制
度
を

採
り
入
れ
た
こ
と
は
、
理
念
的
に
も
非
コ
モ
ン
・
ロ

l
系
の
諸
国
の
影
響

{
印
}

か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
諸
々
の
影
響
の
可
能
性
は
既
に
前

章
で
分
析
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
参
考
に
こ
こ
で
は
「
理
念
的
L

側
面
か
ら
、

公
衆
訴
追
主
義
は
果
た
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に

つ
き
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
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〈
二
〉
公
衆
訴
追
主
義
の
導
入
論

ー
ま
ず
始
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
導
入
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
要
素
と
し
て
は
そ
の
具
体
的
な
根
拠
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
第
二
章

二
節
で
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
訴
追
官
に
匂
三

)-w

を
現
わ
す
語
が
冠
さ
れ
る
の
は
、
一
七
九

0
年
代
の
革
命
期
の
法
に
待
た

な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
既
に
地
方
の
訴

追
宮
が
現
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
共
和
制
下
で
の
検
察
官
制
度
と
の
関
連

は
ま
ず
整
合
性
を
見
な
い
。
従
っ
て
、
や
は
り
そ
の
可
能
性
は
バ
ウ
ン
ド

教
授
ら
の
言
う
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ウ
ム
の
国
王
の
代
官

6
2
2
5
R
仏ロ

(
剖
)

g-)
に
限
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
職
権
主
義
的
、
札
問
的
な
訴
追
官
の
負
っ
て
い

(n) 

た
理
念
は
、
国
王
の
代
理
と
し
て
働
く
足
場
が
広
く
な
れ
狭
く
な
れ
公
衆

(n) 

の
名
に
お
い
て
機
能
す
る
に
は
遠
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
の
フ
(M) 

ラ
ン
ス
の
訴
追
官
H
国
王
の
代
官
か
ら
は
、
革
命
期
の
札
問
主
義
訴
訟
か

{
お
)

ら
共
和
制
下
の
訴
追
制
度
に
至
る
変
遷
の
道
筋
を
整
え
た
官
吏
訴
追
の
担

い
手
と
し
て
の
性
格
以
上
の
も
の
は
何
等
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

で
あ
る
。
ま
さ
に
国
王
の
代
官
は
「
公
衆
訴
追
」
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
近
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
訴
追
制
度
を
「
公
衆
訴
追
」
と
呼
ば
れ
る

沢
登
教
授
の
見
解
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
既
述
の
と
お
り

地
域
に
根
差
し
た
訴
追
制
度
を
指
向
す
る
原
理
を
「
公
衆
訴
追
主
義
」
と
見

な
し
て
お
り
、
か
か
る
見
地
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
を
公
衆
訴
追
と
位
置
付
け

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
は
公
的
訴
追
と
私
訴
と
の
協
同
の
訴
追
を
公

衆
訴
追
と
呼
ば
れ
る
教
授
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
衆

(匂ロ
Z
E
)
に
基
礎
を
置
く
訴
追
制
度
を
取
込
む
点
で
は
共
通
し
た
理
念
が

(
お
)

認
め
ら
れ
る
。
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2 

で
は
、
本
国
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
導
入
の
可
能
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う

カ》。
ま
た
新
導
入
説
を
唱
え
た
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
は

J
P
に
訴
追
機
能
を
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認
め
る
上
で
コ
モ
ン
・
ロ

1
上
に
検
察
官
H
公
衆
訴
追
の
出
現
を
指
摘
し

て
い
唱
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
州
制
剖
利
引
川
剖
公
衆
訴
追
が
新

大
陸
に
渡
り
、
検
察
官
の
発
生
を
引
出
し
、
一
つ
の
完
成
を
見
た
、
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
同
調
し
て
ク
レ
ス
教
授
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
史

の
中
に
公
衆
訴
追
の
源
を
認
め
、
私
人
訴
追
の
虚
構
性
を
指
摘
し
つ
つ
、

英
米
の
理
念
的
一
貫
性
を
ほ
の
め
か
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
項
で
二
点
に
わ
た
っ
て
提
示
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
か

ら
の
離
反
傾
向
、
及
び
ア
メ
リ
カ
の
固
有
性
と
、
こ
の
導
入
説
の
論
旨
は

論
理
的
に
も
一
致
を
見
な
い
。
例
え
ば
、
ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
の
内
包
的

関
連
性
の
主
張
も
、

J
P
が
国
王
の
任
命
官
更
で
あ
っ
た
こ
と
と

D
A
の

地
域
の
訴
追
官
と
い
う
性
格
と
の
差
異
を
埋
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、

ま
た
ク
レ
ス
教
授
の
論
旨
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
訴
追
の
基
本
的
理

念
で
あ
る
私
人
訴
追
主
義
と
の
明
確
な
関
連
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

批
判
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
ニ
ス
マ
ン
の
新
接
合
説
も
英
米
法
体
系

と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
き
一
貫
性
を
有
す
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
植
民

地
に
お
け
る
史
的
事
実

(
D
A
の
発
生
)
を
無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

3
む
し
ろ
こ
の
差
異
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ア
ル
ス
タ
イ
ン

の
主
張
し
た
シ
ャ
ウ
ト
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
治
下
の
訴
追
官
の
存
在
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
第
二
章
三
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
性
格
は

や
は
り
札
間
的
で
あ
り
、
訴
追
形
式
も
職
権
主
義
的
で
あ
る
こ
と
が
導
入

の
要
因
の
最
大
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
シ
ャ
ウ
ト
も
官
吏
訴
追
の

因
子
と
し
て
植
民
地
に
影
響
を
与
え
得
た
、
と
い
う
限
り
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
検
討
の
結
果
、
決
定
的
な
「
公
衆
訴
追
主
義
」
導
入
を
示

す
要
因
を
見
出
だ
す
こ
と
は
出
来
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
諸
要
因
と
の
矛

盾
を
摘
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
て
、
か
か
る
矛
盾
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
は
、
こ
こ
で
ま
た
「
発
達
説
」
で
主
張
さ
れ
た
言
葉
を
思
い
返
し

て
み
た
い
。

4 す
な
わ
ち
合
衆
国
検
察
官
制
度
は
「
い
つ
か
ど
こ
か
ら
か
伝
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
」
と
い
う
一
言
葉
が
、
官
吏
訴
追
と
い
う
形
式
の
み
な
ら
ず
理

念
的
に
も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
内
的
要
因
、
外
的
要
因
の
全
て
に
わ
た
っ
て
考
察
さ
れ
た
「
公

衆
訴
追
主
義
」
な
る
理
念
は
、
制
度
と
同
様
「
発
達
(
巾
4
♀
三
芯
ロ
)
」
と
い

う
観
点
か
ら
再
考
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
次
節
に

お
い
て
は
、
発
達
説
の
立
場
か
ら
理
念
的
な
解
明
を
試
み
る
こ
と
と
し
、

ま
ず
吉
三
一
円
な
訴
追
へ
と
私
人
訴
追
が
変
容
し
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
、
最
終
的
に
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
発
達
過
程
に
お
け
る
「
公
衆

訴
追
主
義
」
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
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〉
(
U

〉
口
開
認
可
O
司
旬
。
己
目
。
印
〉
2
0

戸

5 

ω
。(リ同〉戸

ωの口
wzn間的・由申・
]
5
0
(
]
{
由叶由)・

第
二
章
四
節
全
一
〉
参
照
。
}
開
・

7
8買
・
、
H
，

E
〉
E
w
E
2
2

-
M

問。間関
(UC
↓
。
同
・
由
l
吋
(
]
戸
由
∞
。
)
・

第
一
章
一
節
〈
一
〉
参
照
。

例
え
ば
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
(
上
)
』
(
一
九
六

八
)
四
二

l
三
頁
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
長
子
単
独
制
の

不
採
用
、
ま
た
譲
渡
証
書
・
抵
当
権
設
定
証
書
の
登
録
制
不
採
用

等
、
コ
モ
ン
・
ロ

i
、
エ
ク
イ
テ
ィ
よ
り
も
地
方
の
慣
行
が
重
き

を
な
し
て
い
た
と
い
う
。
民
事
法
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を

述
べ
た
も
の
と
し
て
、
~
山
町
向
・
閉
山

-Mν05門日・
M
J君
、
ミ
刊
誌
室
町
8

3

¥

~
っ
ミ
s
h
リ
』
H
h
む
さ
H
s
h
s
町
立
S
・
ω
同
】
]
・
F
・
H
N
開
〈
・
ω
宮
|
(
5
0
∞)一

。

「

出

S
E
E
-
K曲
、
、
与
な
き
S
H
F
同
河
内
町
見
守
な
も
芯
ミ
H
F
向

。
σ還
さ
巴
s
h
a
g
S
H
F
町
内
む
な
さ
.
ミ
、
s
d
.
0
h
同
・
由
一
吋
C
-
H
》
〉
・
F
-

(
6
)
 

7 

河
内
〈
・
∞

hpNl(]忌品川
W
)
.

ま
た
イ
ギ
リ
ス
法
の
部
分
的
継
承
を
説
く
も
の
と
し
て
、
伊
藤

正
己
・
田
島
裕
『
英
米
法
』
四
二
三
頁
(
一
九
八
五
)
が
注
目

さ
れ
よ
う
。

8 

内
田
力
蔵
「
検
察
官
|
|
イ
ギ
リ
ス
」
比
較
法
研
究
三
八
巻
(
一

九
七
七
)
六

O
頁
以
下
で
は
、
法
律
専
門
職
の
存
在
が
イ
ギ
リ
ス

の
訴
追
制
度
の
条
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

hFNω 

(9)

】〉【
U
O
回4
・
S
守
Q
D
O
R
?

三
回
叶
・

(
叩
)
句
史
、
・

(
日
)
例
え
ば
、
自
治
意
識
の
高
か
っ
た
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お

け
る
タ
ウ
ン
で
の
訴
追
宮
吏
の
選
出
、
発
生
期
の
各
地
の
(
特
に

z
g司
Z
R
Eユ
山
口
仏
地
方
)
の
巳

Z
E巾
可
の
出
現
に
代
表
さ
れ

る。
第
二
章
一
節
註
(
凶
)
参
照
。

自
治
植
民
地
に
は
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
、
初
期
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
・
ベ
イ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
ロ

1
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
が
あ
る
。
領

主
植
民
地
に
は
ノ

i
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
、
サ
ウ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
等
が
あ
る
。

(
は
)
』

R
O
E
-
M与
さ

g
g
?
同
二
一
一
一
一
井
誠
「
検
察
官

l
l
ア

メ
リ
カ
」
比
較
法
研
究
三
八
号
ご
九
七
七
)
六
四
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
。
。
C
の
戸
〉
印
印
わ
P
Z
2
w開
「
「
吋
回
開
句
C
F
-
d
E
E
出
O
F
F
〉
zu-

開
Z
C
「〉
Z
U
〉
Z
U
〉
玄
何
回
目
円
い
〉
(
冨
喧
喧
)
一
】
〉
円
い
。
∞
J

子山町宮、司、む口。

z

(ロ)
(
日
)

北法39(4・159)987
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日
・
由
同
串
ロ
・
串
に
よ
る
。

(
国
)
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
こ
う
い
っ
た
比
喰
を
用
い
て
私
人
訴
追
を
非
難

し
て
い
る
。

|
|
イ
ギ
リ
ス
で
は
ウ
サ
ギ
よ
り
も
人
を
殺
す
ほ
う
が
い
い
と
し

ば
し
ば
言
わ
れ
た
。
ウ
サ
ギ
は
お
そ
ら
く
当
然
犯
罪
者
を
追
い
つ

め
る
よ
う
な
ど
こ
か
の
貴
族
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
々
に
対

す
る
少
数
の
犯
罪
は
そ
の
国
で
は
い
つ
も
熱
心
に
訴
追
さ
れ
な
い

・
:
:
・
苦
し
む
人
は
普
通
、
犯
罪
者
を
訴
追
す
る
こ
と
の
出
来
な
い

貧
し
い
人
や
女
性
で
あ
っ
た
。
(
佐
町
・
札
口
、
・
白
門
ロ
ロ
・

ω吋
)

(
口
)
〉
・
(

U

・
4

司ユ

mz-Nサ可
室
内

p
n
3
.さ
hsh之
、
さ
町
周
忌
ミ
・
主
戸
・

ρ
-
m何
〈
・
ω
N
A
P
・
ω
N
申
(
回
申
N
∞
)
・

(
四
)
し
か
し
な
が
ら
、
本
国
に
お
い
て
私
人
訴
追
主
義
へ
の
改
革
の

動
向
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
一
八

O
五
年
に
コ
ル
ク
ホ

1
ン
氏
の
論
文
は
、
多
す

ぎ
る
犯
罪
が
技
術
性
の
故
に
刑
罰
を
ま
ぬ
が
れ
、
常
習
犯
罪
者
が

制
度
の
中
で
え
こ
ひ
い
き
さ
れ
、
潔
白
な
人
が
守
ら
れ
ず
、
重
罪

が
示
談
に
さ
れ
、
法
律
家
や
証
人
が
買
収
さ
れ
、
偽
証
が
そ
そ
の

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
表
し
て
い
る
。

r
w
o
z

同州〉ロ

N-zo垣
間
N-
〉
回
目
印
叶
O
同〈

O
明

開
Z
C
F
〉
Z
U
何回目三
-
Z
〉
F

F
〉
者
-

Z
N
l
(
E
A
F
∞
)
に
よ
る
司
・
ゎ
。
]
D
Z
V
C
Z
ロ
の
A

汁。

(
M
U
)

〈
白
ロ
〉
-
∞
円
山
、
ロ
巾
-
bなき.円
h
h
H
H
。
ミ
ミ
l
l
l
h

司
E03.2~

h
v
S
N
F
E印
N
巧
-m-
「
同
州
開
〈
・
回
目
1
2
8
N
)
・

(
却
)
一
七
九

O
年
八
月
一
六
二
四
日
の
寸
司
法
組
織
に
関
す
る
デ

ク
レ
」
が
国
王
委
員

(
g
B
S
U
E
-「巾

E
B一
)
と
公
訴
官
官
na

g
g
R
R
陪
巴
貯
)
を
定
め
た
。
こ
の
公
訴
官
は
人
民
に
よ
り
選

挙
さ
れ
た
。
鈴
木
教
司
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
検
察
官
の
職
務
上

の
独
立
に
つ
い
て
」
愛
媛
法
学
七
巻
二
号
こ
九
八
一
)
二
四
頁

以
下
、
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
初
期
に
お
け
る
検
察
の

構
造
」
社
会
科
学
研
究
二
四
巻
二
号
(
一
九
七
二
)
四
九
頁
以
下
、

を
参
照
。

(
幻
)
河
・
旬
。
c
z
?
の回目富
-
Z
〉
戸
』

cm吋
再
開

-
Z

〉
冨
何
回
出

A
U
F
H印
(
)

(
E
N
由
)
及
び
第
二
章
二
節
〈
二
〉
参
照
。

(
詑
)
か
か
る
札
問
的
と
い
う
定
義
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
沢
登
佳

人
「
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
は
公
衆
訴
追
主
義
を
採
る
」
法
政
理
論
一

六
巻
一
号
(
一
九
八
三
)
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
筆
は
不
自
由
で

も
口
は
自
由
L

と
い
う
法
諺
か
ら
も
そ
の
独
立
性
を
説
く
。
し
か

し
こ
の
見
解
に
は
異
論
も
あ
る
。
「
筆
」
と
い
う
の
は
訴
訟
書
類
(
調

書
)
を
作
成
し
て
い
た

U
2
2
5
R
仏ロ

g-(刑
事
の
代
理
官
)

で
、
「
口
」
と
い
う
の
は
民
事
訴
訟
で
法
廷
弁
論
を
な
し
た

白色〈

jogご凶ロ

g
-
(民
事
代
理
官
)
を
指
し
て
い
る
と
す
る
。
野

北法39(4・160)988



回
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
(
上

2
)
』
ご
九
五
五
)
四
三
頁

註

(
1
)
に
よ
る
の
宮
口
。
ロ
の
意
見
。

(
お
)
匂
口
百
円
円
買
o
m
再
三
宮
口
に
つ
い
て
は
評
価
の
相
違
が
あ
る
。
例

え
ば
、
沢
登
教
授
は
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
訴
訟
制
度
に
「
公
衆
訴
追
」

を
適
用
さ
れ
て
い
る
(
沢
登
、
前
掲
註
(
幻
)
参
照
)
。
筆
者
の
見

解
に
つ
い
て
は
、
後
掲
註
(
m
m
)

及
び
序
論
3
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(M)

国
家
に
よ
る
関
心
事
と
し
て
、

E
℃。
Z
E
E
-
Z
円円。

E
B
(訴
追

官
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
で
白

2
5白
己
。
ロ
宮
古
一
宮
巾
・
沢
登
、
前
掲

註
(
幻
)
一
一

O
頁
以
下
。
陵
町
・
∞
・
〉
・
の
同

o
g
E
2・
吋
回
開

合衆国検察官制度成立史序説

司問。印開門い
C
、H
，O
同・]{印(]{申罰喧)・

(
お
)
国
家
に
任
じ
ら
れ
た
(
一
時
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
)
官
吏
が
事

件
を
訴
追
す
る
で
釦
円

2
印
白
色
。
ロ
聞
記
Z
E
5
包
礼
拝

(
部
)
沢
登
、
前
掲
註
(
幻
)
九
七

l
一
O
三
頁
参
照
。
特
に
教
授
は
、

一
七
九
一
年
以
降
の
検
察
官
を
、
公
衆
へ
の
奉
仕
者
と
し
て
位
置

付
け
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
「
公
衆
訴
追
主
義
」
が
フ
ラ
ン
ス
で

誕
生
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
が
イ
ギ
リ
ス
に
内
在

し
て
い
た
公
衆
訴
追
を
採
り
入
れ
た
、
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と

は
沢
登
教
授
の
指
摘
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
J
P
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
移

植
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
書
一
一

九
頁
以
下
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
も
、
ア
メ
リ
カ
も
、
そ
れ
ぞ

27 

れ
革
命
期
、
独
立
期
に
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
制
度
の
あ
る
部
分
を
取

入
れ
、
そ
の
結
果
、
公
衆
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
訴
訟
制
度
を
完
成

さ
せ
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

]
・
国
・
戸
田
口
m
Z
E
・
同
コ
常

0
3
K
S
的
ミ

E
宗
門
司

ghsss

ミ
町
。
送
還
。
s
h
-む
さ
・
口
〉
冨
・
』
・
。
司
戸
開
。
〉
F

回
目
印
叶
・
臼
ω
1

(
]
戸
沼
吋

ω)

泊
)

同

gg-sya
ロ。

z
p
白同

E
H
・
例
え
ば
、
一
五
三
四
年
の

へ
ン
リ

1
八
世
の
訴
追
官
設
置
要
請
が
議
会
に
よ
っ
て
拒
否
さ

れ
、
一
八
七
九
年
公
訴
局
長
(
巴

5
2
R
え
司
ロ
豆
一
門
司
円
。
ぉ

2'

巴
。
ロ
)
の
出
現
ま
で
公
的
な
訴
追
官
が
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
な

か
っ
た
が
、
潜
在
的
に
そ
の
指
向
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。

(
却
)
ロ
・
冨
・

2
目印印冨〉
Z
-
H，Z
開
司
問
。
印
刷
門
UC
叶
5

z

m，C
Z円
U
4
5
z
・
h
F

(
H
S
N
)

、
第
一
章
二
節
会
一
〉
②
を
参
照
。

(
初
)

』〉
(υ

。回
d

ご

的
N
h
h
v
『
h
H

ロO
R
M

印・同同品・

第

節

北法39(4・161)989

公
衆
訴
追
主
義
の
成
立

メ
イ
ト
ラ
ン
ド
教
授
は
イ
ギ
リ
ス
の
訴
追
制
度
を
描
く
に
当
た
っ

て
、
そ
の
「
私
人
訴
追
主
義
」
の
虚
構
を
指
摘
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
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|
|
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
、
私
人
(
胃

-SH巾
)
訴
追
の
制
度
と
評
す
る

こ
と
は
、
人
を
誤
り
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
公
的
守
口
豆
一
円
)
訴
追
を

有
す
る
の
は
我
々
な
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
公
衆
守
口
豆
一
円
)
の
誰
も

訴
追
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
。

ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
も
。
私
人
訴
追
と
し
て
描
く
こ
と
は
非
現
実

的
。
で
あ
る
と
し
て
、
警
察
官
や
他
の
官
吏
に
よ
る
訴
追
が
実
際
に
機
能

し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
「
私
人
訴
追
主
義
」
を
否
定
し
て
い
る
。
た
し

か
に
、
一
七
世
紀
に
訴
追
機
能
は
大
陪
審
(
告
発
陪
審
)
か
ら
J
P
へ
と

(3) 

移
行
し
て
お
り
、
一
九
世
紀
に
は
警
察
組
織
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
い
っ

た
。
そ
こ
で
は
事
実
上
、
「
官
吏
訴
追

(OEns-
胃

E
R
E
-
oロ)
L

の
形

態
が
現
れ
て
い
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
教

授
は
、
「
公
衆
訴
追
」
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
と
ら
え
つ
つ
、
こ
う
も

述
べ
て
い
る
。

ー
!
し
か
し
、
我
々
は
、
誰
も
が
ど
ん
な
犯
罪
に
つ
い
て
も
他
人
を
訴

え
る
為
に
そ
の
人
に
対
し
て
告
訴
状
を
発
し
う
る
と
い
う
根
本
原
理

(mg巾吋回目匂ユ
2
6序
回
)
に
ま
だ
広
い
侵
害
を
与
え
て
は
い
な
か
っ

(5} 
た。

ま
さ
に
こ
の
「
根
本
原
理
」
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
が
長
い
歴
史
の
な
か
で
培
っ

て
き
た
「
私
人
訴
追
主
義
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

(7) 

実
態
と
し
て
官
吏
訴
追
へ
の
移
行
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
伝

統
的
な
訴
追
の
原
理
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
理
解
し
て
間
違

い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

北法39(4・162)990

一
七

1
一
八
世
紀
に
お
い
て
植
民
地
に
イ
ギ
リ
ス
の
支
配

が
行
き
わ
た
っ
た
頃
、
刑
事
訴
追
は
ど
の
よ
う
に
為
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
既
に
、
コ
ン
ス
タ
プ
ル
、
シ
エ
リ
ア
等
の
項
で
学
ば
れ
た
よ
う

に
、
一
般
的
に
は
私
人
の
提
訴
に
よ
る
大
陪
審
の
訴
追
が
行
わ
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
官
吏
訴
追
が
始
め
ら
れ

た
こ
と
は
言
う
に
待
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
私
人
訴
追
制
度
か
ら

官
吏
訴
追
に
至
る
歩
み
は
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
理
念
的
変
容
を
必
要
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
い
か
な
る
人
も
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
る
」

(9) 

と
い
う
原
理
が
、
新
大
陸
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
本
節
の
目
的
は
こ
の
新
大
陸
に
お
け
る
訴
追
理
念
の
解
明
に
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

2 
八
一
〉
代
理
人
概
念
(
田
口

2
5
ヨZ
Z
の
変
容

ー
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
人
々
は
訴
訟
に
際
し
て
個
人
の
資
格
で

|
|
公
職
者
も
一
般
人
も
|
|
行
為
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
法

廷
に
立
つ
者
は
専
門
的
法
律
家
集
団
(
ソ
リ
シ
タ
l
)
で
あ
り
、
国
主
に

つ
い
て
は

A
G
や

ω♀
片
件
。
円
。
巾
ロ
巾

E-
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
植
民
地
で
の
一
七

O
四
年
の
コ
ネ
チ
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カ
ッ
ト
成
文
法
に
お
け
る
郡
検
事
に
関
す
る
表
現
も
、
ま
た
一
七
世
紀
の

各
コ
ロ
ニ
ー
に
見
ら
れ
た

A
G
に
関
す
る
表
現
も
、
い
ず
れ
も
「
王
」
の

代
理
と
し
て
コ
ロ
ニ
ー
の
犯
罪
を
訴
追
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
代
理

の
客
体
を
王
に
置
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ニ
ー
の
官
吏
が
本
国
の

A
G
と
同
様
に
機
能
し

な
か
っ
た
こ
と
は
第
二
章
一
節
で
学
ば
れ
た
と
お
り
で
あ
り
、
植
民
地
に

お
い
て
は

D
A
の
創
設
に
始
ま
り
官
吏
訴
追
の
実
行
を
通
し
て
そ
の
独
自

性
が
強
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
地
域
の
訴
追
官
と
し
て
の
機
能
が
生

じ
た
(
発
生
販
の
旧
オ
ラ
ン
ダ
領
と
そ
の
周
辺
地
域
)
の
で
あ
っ
て
、
合

衆
国
は
独
立
時
に
は
既
に
官
吏
訴
追
を
当
然
の
制
度
と
し
て
持
ち
え
た
と

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
成
立
期
に
は
、
連
邦
で
は
「
合
衆
国
政
府

の
代
理
」
と
し
て
検
察
官
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
代
理
人
の

概
念
は
私
人
訴
追
の
範
囲
を
越
え
た
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
新
大
陸
に

あ
っ
て
訴
追
官
は
、
個
人
の
代
理
(
王
)
で
は
な
く
、
地
域
共
同
体
、
政

府
の
代
理
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
コ
モ
ン
・

ロ
1
に
訴
追
J
P等
の
官
吏
訴
追
の
源
を
認
め
た
に
せ
よ
、
そ
こ
に
公
衆

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
制
度
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
地
域
の

訴
追
官
(
シ
ャ
ウ
ト
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
等
)
を
諸
要
因
の
中
に
確
認
し
た

と
し
て
も
、
そ
の
訴
追
に
王
や
会
社
以
外
の
代
理
性
を
認
め
る
こ
と
も
出

来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
我
々
は
、
新
大
陸
に
固
有
の
訴
追
理
念
が

生
じ
た
こ
と
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

2

こ
う
し
た
新
た
な
訴
追
理
念
を
完
成
期
に
お
い
て
制
度
的
に
確
立

さ
せ
た
の
は
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
拠
る
公
選
制
で
あ

(
時
)
り
、
そ
し
て
、
原
理
的
に
は
、
一
八
七

O
年
法
が
明
確
に
し
た
行
政
部
と

(口}

し
て
の
検
察
官
の
地
位
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ヤ
コ
ビ

1
女
史
の
指
摘

し
た
合
衆
国
検
察
官
制
度
成
立
の
第
四
の
要
件
た
る
「
三
権
分
立
の
原
理

(
凶
)

L

こ
そ
が
、
右
に
記
し
た
、
地
域
に
基
礎
を
置
く
「
代
理
人
概
念

2
2
2・

ロ
巾
可
∞

E
U
)
」
を
支
え
る
柱
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
発
達
の
過
程
の
中
に
「
公
衆
訴
追
主
義
」
の
成
立
の
理
念

的
基
礎
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
前
節
で
解
決
さ
れ
な
か
っ
た

「
公
衆
訴
追
」
の
導
入
問
題
に
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で

あ
る
。
ま
さ
し
く
、
「
公
衆
訴
追
主
義
L

は
新
大
陸
固
有
の
理
念
と
し
て
「
私

人
訴
追
主
義
」
に
取
っ
て
か
わ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
二
〉
理
念
的
発
達

ー
前
項
に
よ
り
、
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
官
吏
と
い
う
機
能
H
実
体

が
、
理
念
的
に
も
、
導
入
や
継
承
よ
り
以
上
に
独
立
の
存
在
で
あ
る
と
し

て
理
解
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
検
察
官
制
度
が
「
公

衆
訴
追
主
義
」
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
く
、
私
人
訴
追
主
義
か
ら
の
分

化
が
生
じ
る
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
古
い
制
度
と
機
能
を
淘
汰
す
る
必
要

北法39(4・163)991
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が
生
じ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
念
の
変
遷
こ
そ
が
、

検
察
官
を
生
み
出
し
た
、
ま
た
は
必
要
と
し
た
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い

カ
具
体
的
に
は
、
合
衆
国
は
連
邦
に
あ
っ
て
は
大
陪
審
と
い
う
地
域
の
訴

(
四
)

追
制
度
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
ロ
ー
カ
ル
に
あ
っ
て
は
公
選

制
に
よ
る

D
A
を
選
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
公
衆
訴
追
と
い
う
制

度
を
維
持
し
、
「
地
域
に
基
礎
を
置
い
た
訴
追
」
理
念
を
具
現
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
私
人
訴
追
か
ら
公
衆
訴
追
へ
の
分
化
と
い
う
事
象
が
、

こ
れ
ま
で
摘
示
さ
れ
て
き
た
社
会
的
、
歴
史
的
、
政
治
的
、
環
境
上
の
所

産
で
あ
っ
て
、
単
に
検
察
官
制
度
を
有
し
た
か
ら
大
陸
法
に
倣
っ
た
と

い
っ
た
導
入
説
の
見
地
は
理
念
的
に
も
批
判
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
じ
官
吏
訴
追
を
採
用
し
て
い
る
に
せ
よ
、
大
陸
法

と
は
「
概
念
的
な
骨
組
み
」
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
お
り
、
「
公
衆
訴
追
主

義
」
は
、
私
人
訴
追
へ
の
不
満
、
法
曹
の
不
足
、
新
し
い
環
境
の
克
服
の

必
要
性
と
い
っ
た
植
民
地
固
有
の
内
在
的
要
因
か
ら
誕
生
し
た
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
内
在
的
要
因
に
つ
き
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
は
、
私

人
訴
追
主
義
か
ら
の
分
化
を
発
展
的
に
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
う
述
べ

て
い
る
。

2 

|
|
公
衆
訴
追
は
、
よ
り
民
主
的
な
社
会
に
委
ね
ら
れ
た
全
住
民
の
為

に
使
用
可
能
な
進
歩
的
な
救
済
手
段
(
白

g
g
Z巾
白
邑
胃

S
S
E
-
z

(
包
)

5
5
a
M乙
で
あ
っ
た
。

植
民
地
時
代
、
オ
ラ
ン
ダ
人
は
国
家
訴
追
主
義
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ

(
お
)

う
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
ル
イ
ジ
ア
ナ
に
お
い
て
札
問
訴
訟
を
行
っ
て
い
た

し
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
私
人
訴
追
主
義
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
こ
か
ら
生
れ
た

D
A
は
、
実
質
上
コ
モ
ン
・
ロ

i
の
知
ら
な
い
地

域
の
訴
追
官
で
あ
り
、
ま
た
大
陸
の
訴
追
官
に
見
ら
れ
な
い
独
立
性
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北法39(4・164)992

こ
れ
ら
諸
国
の
影
響
|
|
外
在
的
要
因
|
|
と
植
民
地
の
内
在
的
要

因
と
が
結
実
し
て
う
ま
れ
た
も
の
が
「
公
衆
訴
追
主
義
」
と
い
う
理
念
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
発
達
説
の
登
場
前
の
諸
学
説
は
、
こ
う
し
た
外

在
的
要
因
に
目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
新
大
陸
に
あ
る
内
在
的
要
因
を
見

過
ご
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3
か
か
る
変
遷
を
認
め
る
時
、
訴
追
理
念
の
成
立
過
程
は
「
分
化
」

と
い
う
よ
り
も
「
進
化
L

し
た
も
の
と
捉
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
何
故
な
ら
訴
追
の
「
代
理
人
概
念
」
を
私
人
か
ら
公
衆
へ
と
変
え

る
に
至
っ
た
訴
追
理
念
も
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
当
事
者
主
義
、
弾
劾
主
義

構
造
を
変
え
る
こ
と
な
く
そ
の
訴
訟
制
度
に
取
入
れ
た
の
で
あ
り
、
札
問

的
な
訴
訟
観
に
立
つ
官
吏
訴
追
を
導
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ



る
。
こ
の
点
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

1
の
刑
事
訴
追
制
度
に
検
察
官
制
度
を
位

置
づ
け
得
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

〉
叶
ノ
。
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言
う
な
れ
ば
、
「
公
衆
訴
追
主
義
」
の
持
つ
「
公
衆
性

G
5
r
n
g
s
n
'

R
吋
)
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
当
事
者
主
義
構
造
の
中
で
検
察
官
制
度
を

有
し
え
た
唯
一
の
担
保
で
あ
り
、
検
察
官
を
地
域
の
権
力
者
へ
と
堕
す
る

道
か
ら
と
ど
め
て
お
く
抑
止
力
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
こ
こ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
諸
要
因
へ
の
批
判
点
た
る
合
衆
国
検
察
官

制
度
の
特
質
は
、
実
体
的
、
機
能
的
特
徴
の
み
な
ら
ず
、
理
念
そ
の
も
の

の
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
言

う
「
公
衆
訴
追
主
義
」
と
は
地
域
に
基
礎
を
持
つ
訴
追
理
念
で
あ
り
、
「
地

方
性
」
を
大
陪
審
制
度
や
検
察
官
公
選
制
に
よ
り
具
現
す
る
。
ま
た
検
察

官
一
体
の
原
則
を
第
一
に
置
く
訴
追
機
関
の
設
定
で
は
な
く
、

S
F

同)吋
2
2
E
(公
訴
の
取
下
げ
)
に
代
表
さ
れ
る
統
制
を
受
け
な
い
、
独
立
し

た
官
吏
の
存
在
を
自
明
と
す
る
訴
追
理
念
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
発
展
期

以
降
に
ロ
ー
カ
ル
の
大
陪
審
は
検
察
官
(
略
式
)
訴
追
に
と
っ
て
代
わ
ら

れ
、
連
邦
の
国
家
的
な
訴
追
制
度
(
司
法
省
)
が
設
立
さ
れ
、
集
権
化
が

進
む
現
代
の
検
察
官
制
度
を
合
衆
国
も
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
そ
こ
に
は
、
訴
追
を
国
民
の
手
か
ら
遊
離
さ
せ
な
い
理
念
の
存
在

が
あ
る
こ
と
を
見
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
代
理
人
概
念
を
変
遷
せ
し
む
る
に
至
っ
た
新
大
陸
の
訴
追

理
念
は
、
制
度
の
実
体
面
と
も
ど
も
「
発
達
過
程
」
の
中
で
分
析
さ
れ
た
。

そ
の
「
公
衆
訴
追
主
義
」
は
、
導
入
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
固
有
の
発

展
と
し
て
英
米
法
の
枠
組
み
の
中
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た

と
言
え
る
。
ま
さ
し
く
、
新
大
陸
は
新
た
な
訴
追
理
念
を
創
出
し
た
と
、

ま
た
、
当
事
者
主
義
、
弾
劾
主
義
構
造
の
中
に
お
い
て
そ
の
訴
追
制
度
は

「
理
念
的
発
達
」
を
遂
げ
た
と
、
結
論
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

4 

司・
4
弓・

7
白
呂
、
H
，F
〉

Z
U
-
』
己
目
、
コ
円
い
開
〉

Z
U
句
。
F目【
U

開
(
同
∞
∞
印
叶
冊
一
回
-

E吋
N
)

内
田
力
蔵
寸
検
察
官
|
|
イ
ギ
リ
ス
」
比
較
法
研
究
三
八

号
(
一
九
七
七
)
一
四
頁
註
(
日
)
の
訳
出
参
照
。

(
2
)

の
・
君
主
白
g
m
-
M
J
芝
、
ミ
ミ
芯
字
。
帥
町
内
定
HF
呂
町
印
打
開

E
-

F-m阜
、
・
呂
田
|
(
H
呂
町
)
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
氏
に
よ

る
「
王
」
の
名
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
強
調
を
内
田

教
授
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
内
田
、
前
掲
註

(
1
)
七
頁
。

(
3
)

第
二
章
一
節
〈
二
〉
①
参
照
。

(
4
)

向
上
。
警
察
訴
追
に
つ
い
て
は
、
内
田
、
前
掲
註

(
1
)
三
四

頁
以
下
参
照
。

司・
4
司
-
E〉
-
H，FL〉
Z
0・
吋
回
開

noz印
、
口
叶

C
4
5
Z〉
戸
回
目
印
斗
O
同
〈

1 
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(6) 。
司
明
Z
の
Ezu-
品∞

H
(
E
2
・同州巾℃

-H由
印
印
)
・
一
八
七
九
年
法
犯

罪
訴
追
法
に
お
い
て
も
、
「
何
等
か
の
刑
事
手
続
を
開
始
さ
せ
、
引

受
け
、
ま
た
は
継
続
す
る
何
人
の
権
利
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

内
田
、
前
掲
註

(
1
)
三
六
頁
以
下
参
照
。

「
私
人
訴
追
主
義
原
理
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
総
越
溢

弘
「
私
人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
法
政
研
究
一
八
巻
一
号

(
一
九
八

O
)
参
照
。

第
一
章
一
節
八
四
〉
①
参
照
。

同
会
一
〉
②
参
照
。

近
時
、
国
家
訴
追
主
義
へ
の
抑
制
の
見
地
か
ら
、
か
か
る
訴
追

原
理
を
導
入
し
よ
う
と
い
う
提
言
も
見
ら
れ
る
。
既
に
ミ
ラ

l
教

授
は
一
九
六

0
年
代
に
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
分
類
を
行
っ
た
。
そ

れ
に
拠
れ
ば
、
類
型
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

I
l
l
-
つ
の
目
的
の
為
に
雇
わ
れ
た
私
的
代
理
(
胃

-sz

国
門
件
。
ョ
ミ
)
に
よ
っ
て
訴
追
を
開
始
し
、
実
行
す
る
こ
と
。

|
|
2

正
規
の
検
察
官
を
補
佐
し
、
補
助
す
る
た
め
に
私
的
代

理
を
雇
う
こ
と
。

7 8 9 

や
る
気
の
な
い
検
察
官
に
訴
追
を
為
さ
し
め
る
よ
う
に

裁
判
所
に
職
務
執
行
令
状
(
者
ユ
円
え
ヨ
同
ロ
色
白
自
己
的
)
を
求

め
る
こ
と
。

い
か
な
る
私
人
訴
追
の
主
張
者
も
全
面
的
な
回
帰
を

指
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
め
ぽ
・
明
・

4

弓
・
冨
-
門
戸
何
回
噌
司
問
。
印
R
c
d
o
z
ω
N叶

(
E
S
)
・
な
お
、

z
c
z

、
3
.
S
H
町
、
3
M
m
s
s
s
一
与
河
町
遣
問
。
》
司
、
主
豆
町
H
h
N
H
H
O
ミ
ミ
ぱ

尽
き
色
白
河
さ
唱
伯
母
、
s
h
N
円
凡
な
戸
町
印
ペ
〉
「
開
門
・
し
『
・
N
O
坦
|
(
呂
町
一
凶
)
は
、

訴
追
裁
量
へ
の
抑
制
と
し
て
私
人
訴
追
を
主
張
す
る
。

(
印
)
内
田
、
前
掲
註

(
1
)
六
ニ
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
第
一
章
一
節
〈
一
〉

1
0
及
び
註
(
日
)
参
照
。

(
臼
)
同
2
参
照
。

(
日
)
同
節
〈
二
〉

3
及
び
第
二
章
一
節
〈
一
〉

2
。
参
照
。

(H)

第
一
章
二
節
〈
三
〉
②
、
及
び
第
二
章
一
節
〈
二
〉
①
に
よ
る

ラ
ン
グ
パ
イ
ン
教
授
の
説
を
参
照
。

(
日
)
第
二
章
四
節
〈
二
〉
及
び
一
節
〈
三
〉
、
三
節
〈
二
〉
①
参
照
。

(M)

第
二
章
四
節
〈
三
〉

2
及
び
註
(
却
)
参
照
。

(η)
同
3
及
び
註
(
お
)
参
照
。

(
同
)
同
4
、
』
・
開
・
』
P
わ
C
切
J

子
、
『
同
開
〉
富
何
回
目
の
〉
Z

司問。印開門
U
C
、円。同

品

l
叶
(
同
山
w
m
W
C
)

・

第
二
章
一
節
〈
四
〉
③
参
照
。

同
章
四
節
〈
三
〉

2
参
照
。

第
一
章
二
節
〈
三
〉
参
照
。

そ
し
て
、

北法39(4・166)994

(
凹
)

(
却
)

(
幻
)



コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
ア
メ
リ
カ
法
へ
の
継
受
の
問
題
を
、
ジ
ヤ

コ
ビ

l
女
史
と
同
様
に
発
達
的
視
座
か
ら
捉
え
た
も
の
と
し
て
、

伊
藤
正
己
・
田
島
裕
『
英
米
法
』
(
一
九
八
五
)
五
二
一
貝
参
照
。

(
幻
)
(
M
)
 

(
お
)

(
部
)

(
幻
)

(
却
)

22 

』
〉

n
o
∞J
?
M
H
a
』
マ
可
Q
D
o
f
u
H∞
・

出

件

吋

・

h
h同
・
白
件
同
吋
・

オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
第
二
章
三
節
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
第
二
章
二
節
参
照
。

イ
ギ
リ
ス
の
コ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
第
二
章
一
節
〈
二
〉
参
照
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
当
事
者
主
義
構
造
に
つ
い
て
は
佐
藤
正
滋
「
英

国
の
刑
事
訴
訟
構
造
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
内
田
力
蔵
先
生
古

稀
記
念
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
法
』
(
一
九
七
九
)
三
六
一
頁
以
下
を
参

照。

(
却
)

合衆国検察官制度成立史序説

何
を
も
っ
て
℃
Z
H
V
]

片
と
す
る
の
か
、
は
非
常
に
困
難
な
問
題
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
公
衆
訴
追
と

い
う
レ
ッ
テ
ル
が
「
私
人
訴
追
主
義
」
の
イ
ギ
リ
ス
に
付
さ
れ
る

の
は
い
さ
さ
か
奇
異
な
感
じ
が
す
る
。
や
は
り
地
域
性
の
あ
る
訴

追
官
の
存
在
な
い
し
は
公
衆
に
具
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
訴
追

で
な
け
れ
ば
無
理
が
あ
ろ
う
。

(
却
)
発
展
期
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
四
節
〈
三
〉
を
参
照
。

結
三A、
日間

要
約
と
課
題

〈
要
約
〉

以
上
、
第
一
章
の
基
本
的
性
格
の
描
写
か
ら
第
二
章
の
各
要
因
の

検
討
を
経
て
、
第
三
章
の
理
念
的
な
分
析
ま
で
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
成

立
過
程
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。

第
一
章
二
節
の
「
学
説
の
展
開
」
で
見
た
如
く
、
考
察
の
視
座
は
そ
の

歴
史
的
な
進
化
の
過
程
を
通
し
て
行
う
と
い
う
「
発
達
性
」
に
着
目
す
る

こ
と
に
置
か
れ
た
。
か
か
る
「
発
達
説
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第

二
章
で
の
各
諸
要
因
の
検
討
へ
の
行
程
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

成
立
期
の
検
察
宮
が
「
独
立
性
」
「
地
方
(
地
域
)
性
」
と
い
う
表
裏
一
体

と
な
っ
た
特
質
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が
大
陸
法
諸
国
と
の
本
質
的
相
違

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
第
二
章
に
お
け
る
検
討

の
方
向
性
も
確
認
さ
れ
た
と
一
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
基
本
的
性
格
で

あ
る
「
地
方
性
」
と
は
、
植
民
地
の
自
治
に
対
す
る
熱
意
と
制
度
が
一
致

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
独
立
性
」
は
、
地
方
性
を
支

え
る
実
質
的
保
障
が
中
央
か
ら
の
官
吏
の
独
立
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

2

第
二
章
で
は
、
従
来
の
接
合
説
、
導
入
説
の
論
拠
と
な
っ
た
諸
要

因
を
、
機
能
的
側
面
、
時
代
的
な
整
合
性
、
地
理
的
連
関
性
、
思
想
的
系
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譜
、
機
構
上
の
地
位
等
の
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、

評
価
と
批
判
を
与
え
て
い
く
作
業
を
行
っ
た
。
特
に
、
従
来
全
く
日
本
の

研
究
者
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
ャ
ウ
ト

(mngE)
の
影
響
に
多
く
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
要
素
の
多
様
性
と
、

コ
ロ
ニ
ー
の
歴
史
的
な
発
達
過
程
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
認
識

さ
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
発
生
期
か
ら
成
立
期
に
か
け
て
諸
国
の
制
度
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
外
的
要
因
と
、
植
民
地
固
有
の
内
在
的
要
因
と
が
結
び
付
き
、

合
衆
国
検
察
官
が
そ
の
複
合
的
性
格
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
発
達
過
程

が
具
体
的
事
実
と
な
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
発
生
期
、
成

立
期
さ
ら
に
発
展
期
、
完
成
期
を
通
じ
て
「
地
方
性
」
「
独
立
性
」
と
い
っ

た
特
質
が
単
に
ど
こ
か
で
生
れ
た
と
か
、
作
ら
れ
完
成
さ
れ
た
も
の
で
な

く
、
発
達
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
特
徴
を
強
く
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
社
会
や
政
治
の
発
展

の
性
質
的
、
論
理
的
結
果
」
な
の
で
あ
っ
て
、
発
達
説
の
視
座
の
確
認
と

な
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

更
に
、
第
三
章
の
分
析
に
お
い
て
、
合
衆
国
検
察
官
の
成
立
の
背

景
に
新
た
な
理
念
が
そ
こ
に
生
れ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
支
え
て
い
た
私
人
訴
追
主
義
に
代
わ
る
「
公
衆
訴
追
主

義
」
の
登
場
が
植
民
地
で
の
刑
事
司
法
体
系
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
っ
た

3 

が
、
こ
の
新
し
い
理
念
も
制
度
H
実
体
と
同
じ
く
、
歴
史
的
な
発
達
の
過

程
の
中
で
そ
の
特
徴
を
貫
徹
せ
し
む
る
原
理
と
し
て
姿
を
持
つ
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
「
理
念
的
発
達
」
を
遂
げ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
そ

れ
は
新
し
い
状
況
に
「
不
適
当
な
概
念
」
が
「
適
当
な
概
念
」
に
進
化
し

i
lト
竹
}

た
姿
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

4

か
か
る
理
念
形
態
は
、
成
立
期
に
完
成
を
迎
え
た
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
発
展
期
に
入
り
大
陪
審
と
公
選
制
と
い
う
制
度
的
、
手
続
的
に

そ
の
公
衆
性
を
保
障
さ
れ
た
検
察
官
制
度
の
上
に
開
花
し
て
い
く
。
し
た

が
っ
て
そ
の
過
程
は
、
機
能
や
制
度
と
同
様
「
進
化
」
で
あ
っ
て
、
特
殊

ア
メ
リ
カ
的
と
評
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
過
程
の
時
々
に
お
い
て
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
合
衆
国
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
持
つ
当
事
者
主

義
と
弾
劾
主
義
の
構
造
は
何
等
の
変
更
な
く
受
入
れ
ら
れ
、
訴
訟
手
続
の

根
幹
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
公
衆
訴
追
主
義
と
い
う
理
念
も
当
事
者

主
義
の
構
造
故
に
妥
当
し
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
逆
説
的
に
言
え

ば
、
検
察
官
制
度
に
「
公
衆
性
」
を
注
入
す
る
理
念
の
存
在
が
な
け
れ
ば

新
大
陸
に
お
け
る
当
事
者
主
義
構
造
は
破
綻
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
「
公

衆
性
」
が
大
陸
型
検
察
官
と
の
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ

〉「ノ。
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失
っ
て
い
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
検
察
官
制
度
が
比
較
さ
れ
よ
う
。
)

ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
が
、
連
邦
に
お
い
て
も
ロ
ー
カ
ル
に
お
い
て
も
札

問
主
義
、
職
権
主
義
の
訴
訟
構
造
を
負
う
大
陸
型
の
そ
れ
を
模
し
た
の
で

(
日
)

は
な
い
こ
と
は
文
中
幾
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
か
か
る
英
米
法

の
原
理
的
構
造
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
に
も
、
公
衆
訴
追
主
義
は
必
然
的
な

発
達
過
程
に
お
け
る
選
択
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ジ
ヤ
コ
ビ

l
女
史
が
語
っ
た
「
進
歩
的
な
救
済
手
段

(
u
g
m
s
g
Z巾

E
s
a可
)
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

5

我
々
は
、
既
に
前
稿
『
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
達
』
に
お
い
て

主
に
ニ

O
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
の
概
念
に
つ
き
考
察
を
す
る
機
会

を
得
た
。
そ
れ
は
検
察
官
制
度
成
立
史
上
の
完
成
期
に
当
た
る
時
期
に
、

検
察
官
が
い
か
に
訴
訟
上
、
司
法
制
度
上
把
握
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
概

念
的
枠
組
み
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
制
度
完
成
ま
で

の
歩
み
を
解
き
あ
か
す
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
右
「
概

念
化
」
も
、
か
か
る
成
立
過
程
の
理
解
を
通
し
て
、
歴
史
的
に
も
、
観
念

的
に
も
よ
り
明
確
に
地
位
、
機
能
の
座
標
を
決
定
し
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

特
に
「
公
衆
訴
追
主
義
」
が
果
た
し
た
役
割
は
、
「
概
念
化
」
を
行
う
中

で
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
非
の
判
断
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
合

衆
国
に
あ
っ
て
検
察
官
は
「
公
衆
性
」
を
担
保
し
つ
つ
そ
の
発
達
を
成
し

得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
権
力
分
立
原
理
に
よ
っ
て
確
立
し
た
制
度
で

も
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
概
念
化
」
の
際
に
こ
の
原
理
を
阻
害
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
る
こ
と
は
、
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
理
解
に
欠
け
る
ば
か
り
で
な

く
、
司
法
制
度
上
の
検
察
官
の
位
置
付
け
を
誤
る
も
の
で
あ
る
と
告
白
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

(M) 

我
々
は
前
稿
に
お
い
て
「
擁
護
者
(
包
〈
。

S
Z
)
」
論
と
い
う
概
念
化

を
、
当
事
者
的
ア
プ
ロ
ー
チ
等
の
視
座
か
ら
果
た
し
え
た
の
で
あ
る
が
、

右
の
観
点
か
ら
言
っ
て
こ
れ
こ
そ
が
歴
史
的
に
も
、
正
し
い
制
度
理
解
の

上
に
立
っ
た
概
念
分
析
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
我
々
は
以
上
に
要
約
さ
れ
た
合
衆
国
検
察
官
制
度
成
立
史

か
ら
何
を
得
、
何
を
学
び
得
る
だ
ろ
う
か
。
既
に
前
稿
の
「
展
望
」
の
中

で
示
唆
さ
れ
た
点
を
繰
返
す
ま
で
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
成
立
過
程
の

研
究
よ
り
適
示
さ
れ
た
「
公
衆
訴
追
主
義
」
の
視
角
か
ら
若
干
の
提
言
を

示
し
て
み
た
い
。

我
が
法
が
戦
後
、
検
察
官
制
度
を
有
し
て
四

O
年
、
ま
た
訴
追
機
関
と

し
て
の
歴
史
は
戦
前
に
始
ま
る
こ
と
百
年
以
上
に
わ
た
る
。
そ
の
源
が
フ

ラ
ン
ス
法
に
拠
る
こ
と
は
多
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
戦
後
の
民
主

化
の
波
の
中
に
あ
っ
て
も
中
央
集
権
的
構
造
を
失
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ

る
起
訴
独
占
、
国
家
訴
追
主
義
と
呼
ば
れ
る
訴
追
原
理
に
則
っ
て
、
刑
事

6 
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手
続
に
お
け
る
英
米
法
化
現
象
か
ら
距
離
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
論
者
の

述
べ
ら
れ
た
如
く
で
あ
っ
た
。

今
、
こ
の
国
家
訴
追
主
義
の
弊
害
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
そ
の
一
つ
は
そ

の
訴
追
権
の
行
使
が
独
占
さ
れ
た
結
果
、
起
訴
に
対
す
る
民
主
的
な
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
が

法
は
、
不
起
訴
の
救
済
に
つ
い
て
は
検
察
審
査
会
や
付
審
判
請
求
と
い
っ

た
(
実
効
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
し
て
)
制
度
を
置
い
て
い
る

が
、
起
訴
に
つ
い
て
は
英
米
法
式
の
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
、
陪
審
と
い
っ
た

制
度
上
、
手
続
上
の
権
力
抑
制
機
能
の
働
く
場
所
が
提
供
さ
れ
て
い
な

い
。
特
に
大
陪
審
の
よ
う
に
、
ま
た
検
察
官
の
公
選
制
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
「
地
方
性
」
を
貫
徹
せ
し
む
る
要
素
や
、
地
方
に
訴
追
官
を
持
つ
と
い
っ

た
訴
追
の
非
中
央
集
権
性
、
す
な
わ
ち
公
訴
官
の
「
独
立
性
」
と
い
っ
た

要
素
は
、
合
衆
国
の
よ
う
に
連
邦
(
国
家
)
H
ロ
ー
カ
ル
の
二
元
性
を
持
た

ず
専
ら
官
僚
に
よ
る
訴
追
の
歴
史
し
か
有
し
な
い
我
が
国
に
は
全
く
見
る

こ
と
の
出
来
な
い
特
質
で
あ
ろ
う
。

英
米
の
刑
事
訴
訟
の
叡
智
を
受
継
い
だ
我
が
法
と
、
そ
れ
を
担
う
制
度
、

機
関
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
今
更
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
「
擁
護
者

(同号。

gH巾
)
論
L

に
よ
っ
て
当
事
者
的
指
向
の
再
確
認
と
、
中
立
性
ア

プ
ロ
ー
チ
の
限
界
の
指
摘
を
果
た
し
た
我
々
は
、
そ
の
理
念
を
我
が
国
の

検
察
官
制
度
に
展
開
し
う
る
か
否
か
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

今
こ
こ
で
か
の
国
と
同
様
の
特
質
を
主
張
す
る
こ
と
は
易
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
方
分
権
も
、
法
曹
二
元
に
支
え
ら
れ
た
職
務
の
「
独

立
」
も
な
い
我
が
法
に
、
か
か
る
特
質
を
早
急
に
期
待
す
る
の
は
い
さ
さ

か
的
は
ず
れ
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
現
状
に
甘
ん
じ
、

い
た
ず
ら
に
「
日
本
的
」
、
「
精
密
」
司
法
論
を
追
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

(
お
)

な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
政
策
議
論
の
枠
を
超
え
て
「
公
訴
権

濫
用
論
」
と
い
う
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
視
角
か
ら
訴
追
権
へ
の
規
制

(

お

)

(

幻

)

が
解
釈
さ
れ
、
更
に
寸
私
人
訴
追
主
義
」
原
理
か
ら
の
抑
制
と
い
う
見
地

が
説
か
れ
て
い
る
が
、
我
々
も
ま
た
こ
の
強
大
な
国
家
訴
追
機
関
に
対
し
、

当
事
者
主
義
の
視
角
か
ら
、
「
公
衆
性

G
E
E
-
n
n
z
s
n
g円
)
」
と
い
う
要

素
を
加
味
す
る
必
要
を
強
調
し
て
お
き
た
川
v

勿
論
、
我
が
国
は
合
衆
国

の
よ
う
な
植
民
地
時
代
か
ら
の
自
治
の
歴
史
も
な
く
、
分
権
的
、
非
中
央

集
権
的
土
壌
も
少
な
い
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

中
に
あ
っ
て
な
お
国
家
刑
罰
権
の
行
使
に
対
し
国
民
の
関
与
と
、
民
主
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
を
感
じ
る
こ
と
は
、
歴
史
の
証
明
す
る
訴
追
権
者

と
国
民
と
の
不
断
の
闘
い
に
説
明
を
求
め
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

8

強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
「
公
衆
性
」

と
は
、
決
し
て
「
公
共
の
福
祉
」
と
い
う
観
点
か
ら
検
察
官
の
み
が
判
断

す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
国
民
一
人
一
人
が
、

訴
追
や
、
刑
罰
権
に
つ
い
て
、
自
ら
の
関
心
事
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

北法39(4・170)998
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れ
を
実
質
的
に
担
保
す
る
制
度
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
我
が
法

で
「
検
察
官
」
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
往
々
に
し
て
「
公
益
の
代
表
者
」

と
い
う
概
念
が
持
出
さ
れ
「
公
益
」
を
国
家
的
見
地
か
ら
検
察
官
が
判
断

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
「
公
益
」
の
保
障
と
い
う

見
地
が
公
訴
の
公
正
な
運
用
を
実
質
化
さ
せ
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
我
が
国
の
「
検
察
官
」
論
に
は
こ
の
「
公
益
」
は
真
実
発
見
に
あ
る

と
い
う
誤
解
が
為
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
特
に
手
続
優

先
を
説
く
学
界
へ
の
批
判
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
公
益
」
と
は
手
続
が
適
式
に
為
さ
れ
る
こ
と
、
訴
訟
当
事

者
同
士
が
訴
訟
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
訴
因
を
め
ぐ
っ
て
論
を
十
分
に

尽
く
す
こ
と
を
も
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
真
実
発
見
と
は
訴
訟
法
が

予
定
す
る
目
的
の
一
つ
で
は
あ
っ
て
も
決
し
て
公
益
の
全
部
で
は
な
い
こ

と
を
踏
ま
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

9
現
行
の
制
度
に
は
国
民
の
側
か
ら
の
実
効
的
な
参
与
(
公
衆
性
)

の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
た
だ
検
察
官
の

「
公
益
の
代
表
者
で
あ
れ
」
と
い
う
良
心
に
の
み
訴
追
制
度
の
公
正
さ
を

委
ね
る
こ
と
は
、
結
局
実
質
的
な
「
公
益
」
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
手
段
が

失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
し
か
な
い
。

か
か
る
制
度
的
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
、
我
々
は
前
稿
『
概
念
化
』
論

で
と
ら
え
ら
れ
た
検
察
官
の
概
念
を
、
訴
訟
法
上
の
解
釈
へ
と
適
用
し
、

当
事
者
主
義
訴
訟
、
弾
劾
主
義
訴
訟
の
実
現
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。〈
課
題
〉

最
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
合
衆
国
検
察
官
制
度
の
成
立
過
程
の
考
察
に

未
だ
足
ら
ざ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
二
、
三
指
摘
し
て
稿
を
閉
じ

た
し
。ま
ず
第
一
に
、
コ
ロ
ニ
ー
の
原
資
料
に
よ
る
実
証
的
な
研
究
が
、
各
諸

要
因
の
変
遷
過
程
の
分
析
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
本

論
文
の
限
界
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
後
、
法
制
史
の
分
野
か
ら
の

解
明
を
待
ち
た
い
。

第
二
に
、
「
成
立
期
」
以
降
の
発
達
過
程
へ
の
考
察
で
あ
る
。
そ
れ
も
、

前
稿
で
概
念
化
論
争
の
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
「
独
立
性
」
に
伴
う

「
裁
量
権
」
の
問
題
、
公
選
制
に
伴
う
「
政
治
的
L

性
格
の
問
題
、
近
時

の
訴
追
の
集
権
化
の
問
題
、
キ
ャ
リ
ア
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
検
察
官
の
問

題
、
連
邦
の
優
位
性
の
問
題
等
々
、
そ
の
地
位
と
機
能
を
め
ぐ
っ
て
議
論

の
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
う
し
た
種
々
の
問
題
が
、
公
衆
訴
追
主
義

と
い
う
理
念
と
ど
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
結
び
あ
う
か
を
考
察
す
る

と
共
に
、
発
達
過
程
の
分
析
と
い
う
本
稿
で
試
み
ら
れ
た
方
法
論
が
、
そ

の
際
に
実
効
し
う
る
か
ど
う
か
が
ま
た
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

更
に
、
第
三
の
課
題
と
し
て
理
念
的
な
訴
追
制
度
へ
の
考
察
、
特
に
い
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わ
ゆ
る
国
家
訴
追
主
義
と
の
対
置
を
踏
ま
え
た
比
較
法
的
考
察
が
望
ま
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
点
を
本
稿
の
課
題
と
し
つ
つ
、
今
後
の
研
究
の
視
野
の
中
で
と

ら
え
な
お
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
歴
史
的
考
察
方
法
に
よ
っ
た
拙
い
本
稿
を
閉
じ
る
に
当

た
っ
て
、
「
歴
史
本
位
的
方
法
」
の
優
れ
た
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
カ
ー

ド
l
ゾ
教
授
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
高
名
な
法
史
学
者
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
教
授
の

言
葉
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
結
び
と
し
た
い
。

1
1
歴
史
は
、
過
去
を
照
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
を
照
明
し
、
現

在
を
照
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
を
照
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
べ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
カ
1

ド
l
ゾ
)

ー

l
歴
史
研
究
の
使
命
は
、
過
去
が
現
在
に
対
し
て
必
然
的
に
及
ぽ
す

圧
力
と
、
現
在
が
未
来
に
対
し
て
必
然
的
に
及
ぽ
す
圧
力
と
を
解
明

し
、
従
っ
て
、
そ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
て
差
支
え

な
い
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
一
昨
日
の
こ
と
を
研
究
す
る
。
そ
れ
は
、

昨
日
が
今
日
を
ま
ひ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
今
日
が

明
日
を
ま
ひ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
が
た
め
で
あ
る
。

(
訂
)

F
・

w
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
)

1 

第
一
章
二
節
〈
四
〉
参
照
。

2 

第
一
章
三
節
〈
一
〉
、
第
二
章
四
節
〈
二
〉
参
照
。

第
二
章
三
節
前
文
参
照
。

北法39(4・172)1000

3 4 

日

開

・

』

〉

(υ
。
回
ア
、
『
回
開
〉
冨
何
回
目
(
い
〉

Z

可
問
。
印
開
門
U
C叶
。

F
品

(
]
{
由
∞
C
)
・

第
三
章
二
節
〈
二
〉
参
照
。

5 

』
k

戸
。
。
回
J

「・
h
N
h』
守
司
h
N

ロ
o-h巾
A
F
.

白
門
凶
吋

ω-

L

ミ
・
ミ
・
∞
・
原
語
で
は
ぷ
〈
。

-
5
2ロ
ョ
で
あ
る
。

第
二
章
四
節
全
一
〉
参
照
。

(9)

第
三
章
二
節
〈
三
〉
参
照
。

(
叩
)
革
命
時
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
検
察
官
は
公
選
制
と
さ
れ
た
。
革
命

後
の
フ
ラ
ン
ス
の
訴
追
制
度
の
札
開
化
傾
向
に
つ
い
て
は
、
沢
登

俊
雄
「
検
察
官
|
|
フ
ラ
ン
ス
L

比
較
法
研
究
三
八
号
ご
九
七

七
)
八
二
頁
以
下
を
参
照
。

(U)

例
え
ば
、
第
一
章
二
節
〈
三
〉
①
、
第
二
章
二
一
節
会
一
〉

3
・

4
参
照
。

6 7 8 
(

ロ

)

]

〉

g回，
F

S喝
さ
ロ
♀
巾

P
三
口
・

(
日
)
拙
稿
「
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
|
二

O
世
紀
に
お
け
る

合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
」
北
大
法
学
論
集
三
七
巻
六
号

こ
九
八
六
)
。

問
、
第
二
章
一
節
〈
三
〉

6
参
照
。

(
H
)
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(
日
)
問
、
第
一
章
四
節
〈
三
〉

3
参
照
。

(
凶
)
問
、
結
論
7
参
照
。

(
口
)
我
が
国
に
は
じ
め
て
訴
追
官
と
し
て
の
検
察
官
が
登
場
す
る
の

は
、
明
治
五
年
八
月
の
司
法
職
務
定
制
第
六
章
検
事
職
制
、
第
七

章
検
事
章
程
に
大
検
事
、
権
大
検
事
、
中
検
事
等
々
が
定
め
ら
れ

た
の
が
始
め
と
さ
れ
る
。
更
に
現
在
の
検
事
、
検
事
補
制
度
に
近

く
な
る
の
は
、
明
治
一
三
年
の
治
罪
法
の
改
正
に
よ
る
。
伊
藤
栄

樹
『
新
版
検
察
庁
法
逐
条
解
説
』
(
一
九
八
六
)
二
頁
参
照
。

(
日
)
同
右
、
ほ
か
に
安
平
政
吉
『
検
察
庁
法
概
論
』
(
一
九
四
八
)
一

五
頁
、
横
山
晃
一
郎
「
明
治
初
年
に
お
け
る
検
察
制
度
の
導
入
過

程
|
|
比
較
法
的
視
点
か
ら
|
|
L
鳴
先
生
古
稀
祝
賀
『
刑
事
裁

判
の
理
論
』
(
一
九
七
九
)
一
二
五
頁
以
下
。
特
に
一
三
四
頁
以
下

で
、
明
治
七
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
型
か
ら
ド
イ
ツ

型
へ
の
脱
却
が
見
ら
れ
る
と
す
る
。

(
叩
)
国
家
訴
追
主
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
し
く
触
れ
る
余

裕
を
持
た
な
い
。
概
念
的
な
定
義
に
関
し
て
は
、
総
越
溢
弘
「
私

人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
法
政
研
究
四
八
巻
一
号
(
一
九

八
O
)
七
O
頁
以
下
及
び
、
田
宮
裕
「
検
察
官
」
『
岩
波
基
本
法
学

一
』
(
一
九
八
三
)
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

か
か
る
指
摘
を
行
う
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
三
井
誠
寸
刑
事

20 

訴
訟
法
施
行
三

O
年
と
「
検
察
官
司
法
と
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七

号

ご

九

八

O
)
三
七
頁
以
下
、
小
田
中
聴
樹
『
刑
事
訴
訟
法
の

歴
史
的
分
析
』
(
一
九
七
六
)
一
八
六
頁
以
下
、
潮
見
俊
隆
「
検
察

官
」
『
現
代
法
六
巻
』
(
一
九
六
六
)
一

O
六
頁
以
下
等
参
照
。

(
紅
)
こ
の
点
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
小
田
中
聴
樹
「
検
察
官
L
『
法

社
会
学
講
座
八
巻
』
(
一
九
七
三
)
四
三
四
頁
、
同
「
検
察
の
民
主

化
と
検
察
官
の
良
心
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
現
代
の
検
察
』
(
一

九
八
二
三
七
頁
以
下
、
田
宮
、
前
掲
註
(
凹
)
二
三

O
頁
、
等

参
照
。

(
詑
)
不
当
起
訴
へ
の
抑
制
の
欠
知
の
問
題
に
つ
き
、
例
え
ば
、
篠
倉

満
寸
不
当
起
訴
及
び
不
当
不
起
訴
の
抑
制
制
度
」
別
冊
判
例
タ
イ

ム
ズ
七
号
『
刑
事
訴
訟
の
理
論
と
実
務
』
(
一
九
八

O
)
一
五

O
頁

以
下
参
照
。

(
お
)
一
方
、

B
・
J
・
ジ
ョ
ー
ジ
教
授
は
ア
メ
リ
カ
を
度
を
過
ぎ
た

地
方
分
権
で
あ
る
と
捉
え
、
日
本
の
中
央
集
権
的
構
造
が
魅
力
的

で
あ
る
、
と
言
う
。
(
「
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割
」
法

の
支
配
四
九
号
こ
九
八
二
一
四
頁
)
。
し
か
し
、
本
稿
で
指
摘

し
た
よ
う
な
歴
史
的
、
理
念
的
な
比
較
、
検
討
を
行
う
こ
と
な
く
、

効
率
性
や
有
罪
率
等
か
ら
容
易
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
避
け
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
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(M)

拙
稿
、
前
掲
註
(
日
)
第
二
章
一
節
会
一
〉

6
参
照
。

(
お
)
例
え
ば
、
亀
山
継
夫
「
検
察
の
機
能
」
『
現
代
刑
罰
法
体
系
・
五

巻
』
(
一
九
八
三
)
四
三
頁
、
佐
藤
欣
子
「
戦
後
刑
事
司
法
に
お
け

る
「
ア
メ
リ
カ
法
継
受
論
L

の
再
検
討
(
上
・
下
)
」
警
察
学
論
集

三
こ
巻
一

O
、
一
一
号
こ
九
七
九
)
等
参
照
。

(
部
)
今
更
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
文
献
を
列
挙
す
る
ま
で
も
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
我
が
国
で
は
「
公
訴

(
間
足
立
庁
官

2
2
R
Zロ
)
」
H
「
国
家
訴
追
主
義
」
と
い
う
よ
う
に

捉
え
ら
れ
易
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
か
ら
学
ば
れ
た
よ
う
に
、
合

衆
国
に
あ
っ
て
は
か
か
る
図
式
の
成
立
ち
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
公
訴
は
「
公
衆
訴
追
主
義
」
の
原
理
で
把
握
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
連
邦
に
お
い
て
古
色

2
5
2門
が
現
在

も
大
陪
審
に
よ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
公
訴
は
検
察
官

訴
追
(
宮
内
。
司
自
民
一
。
ロ
)
と
並
ん
で
重
罪
に
つ
い
て
は
公
衆
訴
追
が

原
則
な
の
で
あ
る
。
明
開
。

-m-

。EF同・
H
N
・

叶

(

白

)

(
幻
)
私
人
訴
追
主
義
の
提
唱
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
総
越
溢
弘
「
私

人
訴
追
主
義
と
国
家
訴
追
主
義
」
法
政
研
究
四
八
巻
一
号
こ
九

八
O
)
、
同
「
私
人
訴
追
主
義
と
起
訴
前
手
続
の
構
造
」
法
政
理
論

一
七
巻
四
号
ご
九
八
五
)
参
照
。

亀
山
、
前
掲
註
(
お
)
三
六
頁
、
平
田
胤
明
「
新
し
い
検
察
官

28 

の
方
向

ω」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
巻
九
号
(
一
九
六
四
)
参
照
。

ま
た
「
「
公
益
の
代
表
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
う
る
真
の
保

障
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
皆
無
で
あ
る
こ
と
に
嘱
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
強
調
す
る
論
稿
と
し
て
、
西
村
泰
親
「
検
察
官
の
「
公

益
の
代
表
者
」
性
」
刑
政
八
六
号
六
号
(
一
九
七
五
)
九
三
頁
。

(
却
)
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
訴
追
の
際
の
「
公
益
」
の
考
慮

に
つ
い
て
触
れ
た
文
献
と
し
て
、
ア
ン
ド
リ
ュ

l
・
プ
ッ
シ
ュ
ワ

1

ス
(
拙
訳
)
「
訴
追
に
お
け
る
「
公
益
」
要
素
L

北
大
法
学
論
集
三

九
巻
三
号
(
一
九
八
八
)
を
参
照
。

(
初
)
拙
稿
、
前
掲
註
(
臼
)
結
論
6
、
7
、
参
照
。

か
か
る
視
点
か
ら
、
現
在
筆
者
は
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
再
検

討
を
行
う
た
め
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
訴
追
の
打
切
り
(
口
町
'

g
S明
)
制
度
」
の
研
究
を
進
め
て
い
る
。

(
担
)
い
ず
れ
も
、
べ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
カ

l
ド
l
ゾ
、
守
屋
善
輝
『
司

法
過
程
の
性
質
』
(
一
九
六
六
)
五
一
頁
に
よ
る
訳
出
で
あ
る
。
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History of Foundation Concering American Prosecutor System 

-Completion and Significance of Public Prosecution-一一

Abbreviation 

Chronological Table 

Map 1. 2. 3. 

Preface 

Makoto IBUSUKI* 

Part One A Basic ldea of Ameriacn Prosecutor in the Stage of Foundation 

1. Federal and Local Prosecutor 

1. Local Prosecutor 

2. Federal Prosecutor 

1I. Development of Theories 

1.“J oint" Theory 
2.“Spontaneous Combustion" Theory 

3.“lntroduction" Theory 

a) the first “lntroduction" Theory 

b) the second “lntroduction" Theory 

4.“Conglomarate" Theory and “Evolutional" Theory 

IIL Charactaristics 

1. Locality (Regionality) 

2. lndependency 

Part Two Development of American Prosecutor and its Function 

1. England and its Effects 

1. Attorney General 

2. J ustice of the Peace 

3. Sheriff 

4. Grand J ury 

II. France and its Effects 

1. The Basis of “lntroduction" Theory 

2. Study of“lntroduction" Theory 

*Candidate for Ph. D， Hokkaido University 
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3. 1789 Act and Federal Prosecutor System 

III. the Netherland and its Effects 

1. N ew N etherland and Schout 

2. Study 

IV. Results of these Factors， and Chrateristics 

1. Evolution in the Growing Stage 

2. Evolution in the Organizing Stage 

3. Evolution in the Evolutional Stage 

Part Three Ideal Background of American Prosecutor System 

1. From Private Prosecution to Public Prosecution 

1. Causes for Separation from Private Prosecution 

2.“Introduction" Theory in regard to Public Prosecution 

II. Significance of Public Prosecution Principle 

1. Change of “Attorneyship" Concept 

2. Evolution on Idea 

Conclusion 

Summary and Problems 

The theme of this aticle is to clarify the history of American Prosecutor 

System. The focus is on a period between its colonial age and the age of 

independence in which the American Prosecutor System was formed. 

The principle or the basic idea of American Criminal Procedure is a model 

of J apanese criminal procedure. However， our prosecutorial system differs from 

that of America's. Many problems lie in our justice system since our prosecutor 

may not embody procedural ideas， such as adversarial system， due process and 

popular justice. Studying the history of American Prosecutor System will hope-

fully Suggest some solutions to these problems. 

There have been many assumptions concerning how American Prosecutor 

was formed. In Part 1， the characteristics of all the present theories were 

analized， and it led us to the conclusion that the “evolutional" theory by J. E. 
J acoby is the most convincing one. 

In Part 2， to indicate the adequacy of “Evolutional" Theory， the factors， 

which have been long concidered by scholars， to have effected American Prose-

cutor， were analyzed. The result reveals that France， England， and the Nether-

land did not influence the foundation of the American Prosecutor directly. 

In Part 3， the principles which the American Prosecutor was based are 

brought to light. The principles were peculiar to America， and no such ideas 

were existed anywhere els in the world. Therefore they were not subject to being 
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introduced from other countries. It was a new system both in substance and in 

ideas. 

In the colonial period， the prosecutor was an attorney for Crown and his 

duty was to prot巴ctCrown's interests， but this concept was changed in the United 

States. The first reason is that， since colonial time Americans have had a 

tradition of self-government. Second reason would be that they had some need 

to change their idea and system of criminal justice in order to adjust to a new 

environment. Lastly Jacksonian Democracy had the strongest influence on 

criminal justice. In the era of Jacksonian Democracy， all American adults were 

able to have the right to vote， and the position of local prosecutor became 

elective. 

United States changed the “Crown attorney" for the “public attorney". 

This is one of the fruits of the American democratic history. In local districts the 

prosecutor is elected by vote and in federal， trial defendants must be prosecuted 

through a Grand Jury which is made up of defendant's peers. These aspects give 

the American proseccut印oria討1system the name 

In our J apanese criminal justice system the public is unable to participate in 

the prosecutωor討i泊凶a剖1system since our prosecutors and judges are all bureaucrats. 

The writer thinks that in modern democratic society， we need public participation 

in criminal justice. 

Justice is ours， not professional's. This idea should be what we call Public 

Prosecution. 
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